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近畿支部報第 78 号の発行にあたりまして、賛助広告をいただき誠にありがとう
ございました。

賛 助 広 告 一 覧 表

株 式 会 社 ア イ テ ク ノ

株 式 会 社 エ ン タ コ ン サ ル タ ン ト

大 阪 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社

キ タ イ 設 計 株 式 会 社

株 式 会 社 ケ ン セ イ

株 式 会 社 産 業 工 学 研 究 所

株 式 会 社 サ ン コ ム

株 式 会 社 三 和 綜 合 コ ン サ ル

株 式 会 社 西 播 設 計

正 和 設 計 株 式 会 社

テ ク ノ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 株 式 会 社

内 外 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社

株 式 会 社 Ｎ Ｉ Ｓ Ｓ Ｏ 大 阪 支 店

株 式 会 社 播 磨 設 計 コ ン サ ル タ ン ト

阪 高 プ ロ ジ ェ ク ト サ ポ ー ト 株 式 会 社

株 式 会 社 フ ァ ノ バ

株 式 会 社 平 和 Ｉ Ｔ Ｃ

丸 一 調 査 設 計 株 式 会 社

（五十音順）
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Windows11動作確認済み！全国仕様の規定様式にも対応！
建物（木造・非木造）・工作物・立木・動産・移転雑費・仮住居など

補償算定の一貫システムなので、テレワーク利用にも最適！

Excelで作成した立木調査データの取込機能を追加
近畿支部では「近畿支部標準補償算定システム」を独自開発し、会員のወ࢘

ɟǽȕȈによる運用をਖ਼ڜしてƓǓます。ܫπ࠻様に対しましては、Ɯのシス

テムを̅用したௐԼˁ様の用、ӏƼϐ算定ಅ務なƲのȇȸǿМ用にƭいて

のᙲஓѣを行い、Ɲྸᚐを᪬いてƓǓます。Ⴉ々、ᙐ雑҄する補償算定ಅ

務にƭいて、ᢌ算を᧸ഥするたǊにも᩼用をƝ౨᚛くƩƞい。

◆特に、建物算定では精度向上とスピードアップが期待できます！

◆再算定による「単価入替」も、僅かな時間で手間いらず！

◆面倒な廃材処理も、建物・代価表・工作物も含めて各起業者仕様で詳細に集計！

◆補償算定の一連はもちろん、業務に合わせて部分使いが可能なシステムです。

◆受注業務・所有者単位でデータを管理し、受け渡しはそのままメール送信が可能！

◆図面はＳＸＦ・ＤＸＦに読み書き対応、帳票はＥｘｃｅ ｌに変換可能！

◆ネット認証の使用ライセンス方式を採用！インストール台数には制限なし！

◆社内でも算定仕様の標準化とデータの一元管理ができ、管理者不要です。

◆基準・単価変更でも社内でのメンテ作業は手間いらず。人件費も経済的です。

◆データの排他制御を搭載！複数の作業者による同時進行も可能です。

ＣＡＤ画面

積算画面
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＜木造建物CAD＞

■補償に特化した専用 CADの充実した機能■図面を作成しながら数量計算式を確認■図形

の修正に併せて、集計表や数量根拠が自動変更■同じ仕上げは、ドラッグアンドドロップ

で簡単複写■建具番号は同一規格同一番号も含めて自動設定■その他にも多彩な汎用機能

で図面作成を支援

＜木造建物積算＞

■木造建物 CADからの完全連動で、数値の変更もリアルタイムに処理が可能！■仕上げの

設定は、部位ごとに用意された中から簡単選択■ＣＡＤと連動利用しなくても充実した機

能を用意■合成単価（代価表作成）にも対応

＜非木造建物積算＞

■用途・構造等による雛形を利用すれば入力手間を削減■入力済みの数量を利用すると、

修正の際も同時変更■煩わしい「廃材運搬・処分費」の算定も一気に解決！

＜工作物・立木・動産・移転雑費＞

■工作物…最新の附帯工作物調査算定要領に対応済み■立木…「調査書・算定書」が調査

表入力と同時に作成ができ作業効率は抜群■用材林…項目区分別に集計が可能。複雑な基

準適用や単価入れもスムーズ■動産…調査エリア別に集計し、体積・重量別に台数の算出

が可能■移転雑費…一連のシステムに連動し、集計表と連動します

◆近畿支部主催によるシステム操作研修会を毎年行ってい

ます。実務レベルで使える研修を行います。さらに令和 3

年より、 Web方式の研修を開催し、好評を頂いています。

◆導入・使用についてはシステム開発会社による経験を積

んだ専門スタッフが対応します。

◆年間サポート契約のご締結により、操作等に関するお問

い合わせ対応、最新版プログラムの更新やメールによる各

種情報のご提供等、充実したサポートサービスが受けられ

ます。

「近畿支部標準補償算定システム」は、近畿支部・補償システムＩＴ委員会

（旧・システム部会）が、近畿全府県に対応した実務者による基準運用の研究

を重ね、様式の開発とシステムの監修を行った近畿支部独自の補償算定システ

ムです。建物・工作物はもちろん、立木（庭木・用材林）、移転雑費の算定ま

で可能なシステムは、物件調査算定を行っている会員の多くが既に導入を済ま

せ、会員に限らず年々に導入数が増え続けています。

本システムは、会員・非会員・官公庁様を問わず導入頂けます。

導入の申込みとご相談は、下記までご連絡ください。

T E L 0 6 - 6 9 4 9 - 0 8 0 5 F A X 0 6 - 6 9 4 9 - 0 8 1 6T E L 0 6 - 6 9 4 9 - 0 8 0 5 F A X 0 6 - 6 9 4 9 - 0 8 1 6
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「令和４年度 近畿支部第46回通常総会」を開催

　令和４年度近畿支部通常総会は５月17日（火）

大阪キャッスルホテルにおいて、来賓として国土

交通省近畿地方整備局から池田 亨用地部長様、

水谷 勝彦用地調整官様、山根 将史用地調査官様

のご臨席を賜り、下記総会次第により開催されま

した。

＜総会次第＞

　１．支部長挨拶

　２．会長挨拶

　３．来賓祝辞

　４．議長の選任及び議事録署名人の指名

　５．議事

　　（1） 議案第１号　令和３年度事業報告承認

の件

　　（2） 議案第２号　令和３年度決算報告承認

の件

　　　　　　〔監査報告〕

　　（3） 議案第３号　令和４年度事業計画（案）

報告の件

　　（4） 議案第４号　令和４年度収支予算（案）

報告の件

　　（5） 議案第５号　近畿支部　役員改選の件

　先ず、中村支部長から、「今年は役員の改選期

に当たっており、本日の総会において会員の皆さ

まのご承認が得られれば、新しい体制で臨んでい

くことになっています。今年も役員会活動、各委

員会活動に積極的にご参加頂きますことをお願い

申し上げます。
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　昨年の要望書におきまして「若手技術者、女性

技術者の確保・育成」という内容が含まれました

が、これは補償コンに限らず広く建設業全般にも

言えることですが、我々の業界におきましても「人

材の確保と育成」が急務となっております。今年

は会員企業におかれましても、長期的な人材育成

の視点に立ち「新たな人材の積極的な採用」と「補

償業務管理士の未取得部門の育成」について是非

チャレンジして頂きますようお願い申し上げる次

第でございます。」

　との挨拶があり、続いて、コロナ禍の影響で本

部からの臨席ができなかったため、会長挨拶を炭

田事務局長が代読し、引き続き、近畿地方整備局

の池田用地部長様からは、近畿地方整備局関連の

最近の公共事業に関するご紹介と共に補償コンサ

ルタント協会会員に対する期待と激励を込めたご

祝辞を頂戴いたしました。

　その後総会は各議事の審議に入り、各議案とも

原案どおり可決され、令和４・５年度の新しい役

員を選出するとともに、大阪エンジニアリング

（株）の中村雄一氏を支部長として本部に推薦す

る事を確認し、併せて副支部長について新支部長

にその人事を一任する事が確認されました。

　総会後の講演会では、コロナ禍の影響で１会員

１名と参加者を限定した上で、奈良県　総務部知

事公室　防災統括室の米津 浩幸様に「自衛隊の

活動と災害救助」とのテーマでご講演をいただ

き、会員 51 名が聴講しました。

　その後会場を移して、懇親会となり和気藹々の

談笑のなか総会の全ての行事が閉会となりまし

た。
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　日本補償コンサルタント協会近畿支部通常総会

にお招き頂き、ありがとうございます。

　本日は、近畿支部様の第46回総会が開催され

ますこと、お慶び申し上げますとともに、皆様に

は日頃の国土交通行政への格段のご理解に、厚く

御礼申し上げます。開催にあたりまして、一言ご

挨拶を申し上げます。

　日本補償コンサルタント協会近畿支部様におか

れましては、常日頃より適正な公共用地の確保に

多大な貢献を頂いておりますこと、まず、この場

をお借りし心より感謝申し上げます。

　令和４年度における近畿地方整備局の当初予算

は約１兆１千億円、うち直轄事業費は約３千億円

となっております。

　今年度予算の内容は、「国民の安全・安心の確

保」、「社会経済活動の確実な回復と経済好循環

の加速・拡大」、「豊かで活力ある地方創りと分

散型の国づくり」を３本柱として取り組みを進め

ております。

　そのような方針の下、用地費は約340億円が

配分されております。

　用地取得を効率的に推進するため、用地取得マ

ネジメントの実施、土地収用制度の的確な運用に

よる迅速かつ計画的な用地確保に努め、業務委託

の適正化や品質確保、用地取得に伴う不正防止対

策等にも引き続き取り組んで参ります。

　私ども起業者として適正な公共用地の取得を実

施していくためには、専門的な知識と高い技術力

を有しておられる皆様のご協力が今まで以上に必

要となって参りますので、引き続き良質で適正な

成果の確保のため、技術力の更なる向上をお願い

申し上げます。

　最後に、日本補償コンサルタント協会近畿支部

様の益々のご発展と、会員の皆様のご健勝を祈

念いたしまして、私のご挨拶とさせていただき

ます。

来賓挨拶

       　国土交通省近畿地方整備局　　　　

　　　　用地部長　池田　　亨



近畿支部報 Vol.783 近畿支部報 Vol.78 4

ಛूɹୈ ��ճ௨ৗ૯会

　近畿支部の第46回通常総会が開催されるに当
たり、一言ご挨拶を申し上げます。
  はじめに、一昨年来、引き続きコロナ禍にあ
り、我が国においても依然として感染者数は高止
まりしており今後も予断を許さない状況にありま
す。つきましては、当協会の各種会合についても
感染防止対策を講じてできるだけ参加人員を絞っ
ての開催となりますこと、まずはご理解を賜りた
く存じます。
　さて、今年度の国土交通省の公共事業関係費
は、５兆2,480億円が計上されており、これに
令和３年度補正予算での1兆5,706億円を含める
と6兆8,186億円の規模となっております。
　また、令和2年12月に閣議決定された「防
災・減災、国土強靱化のための五カ年加速化対
策」において、令和３年度から令和７年度までの
５カ年に追加的に必要となる事業規模は、政府
全体で概ね15兆円程度を目途とされており、重
点的かつ集中的に対策を講ずることとされてい
ます。今後において用地補償関係も、引続き、一
定の事業量が見込めるのではないかと期待されま
す。
　ところで、昨年も７月の豪雨など、毎年のよう
に大きな災害に見舞われ、また、最近では３月に
宮城県、福島県において震度６強を観測する地震
が発生し、大きな被害が出ております。
　今後も、こうした多発する自然災害に当たっ
て、会員の皆様が災害応急対策事業等においてご
活躍されることは、補償コンサルタントの「国土
の守り手」としての存在意義を存分に示すことと
なるものであります。
　会員の皆様のご努力に敬意を表するとともに、

復興支援協会と連携して実施する復興支援業務に
つきまして、引き続きご理解、ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
　次に、国の重要施策である所有者不明土地対策
についてでありますが、所有者不明土地対策法の
改正が行われました。本改正には、地域福利増進
事業の対象拡充、土地等の使用権の期間延長、対
象土地の拡充などが盛り込まれています。このほ
か市町村において所有者不明土地対策計画や対策
協議会の設置が可能となるなど、今後市町村の用
地関係業務の支援が課題となって参ります。
　また、従来の所有者不明土地連携協議会の活動
内容を用地業務、地籍調査等の土地政策全般に拡
充することとされました。当協会もこうした動き
に呼応し、協議会の活動などを通じて市町村をは
じめとする地方公共団体への浸透を図って参りた
いと存じます。
　このような様々な動きに対応していくために
は、なんと申しましても技術力をより一層磨いて
いくことが肝要であり、不断の研鑽によりその向
上を図ることが求められるところであります。
　当協会と致しましても、今後とも技術力の向上
や、担い手の確保・育成、働き方改革などの諸課
題に向けて会員の皆様とともに力を合わせて前進
して参りたいと存じます。　
　むすびに、近畿支部及び会員の皆様方の今後の
さらなるご活躍、ご発展を祈念いたしまして、私
のご挨拶とさせていただきます。

　　令和４年５月17日

　　　【代読　近畿支部事務局長　炭田　光一】

協会会長挨拶

       　（一社）日本補償コンサルタント協会　　　　

　　　　会長　坂田　隆史
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　皆様こんにちは。ただ今ご紹介頂きました支部

長の中村でございます。会員の皆さまにおかれま

しては、常日頃は近畿支部の協会活動にご理解と

ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。

　また本日は公務ご多用中にもかかわらず、国土

交通省近畿地方整備局より池田用地部長様を始め

水谷用地調整官様、山根用地調査官様にご来席賜

りまして誠にありがとうございます。

　さて、本日の総会は、コロナ禍を考慮して人数

制限をした上で開催させて頂き、ご欠席の会員か

らは予め委任状を提出して頂いております。

　今年は役員の改選期に当たっており、後ほど新

たに役員となっていただく方々の紹介をさせて頂

きますが、本日の総会において会員の皆さまのご

承認が得られれば、新しい体制で臨んでいくこと

になっています。

　これまでも近畿支部におきましては素晴らしい

方々に役員になって頂き、各委員会にも研修委員

会を始め補償業務委員会、総務委員会、企画・広

報委員会、親睦委員会等も皆様の会社から委員と

して参加して頂き、充実した支部活動と委員会活

動を実施させて頂きました。今年もこれらの活動

に積極的にご参加頂きますことをお願い申し上げ

ます。

　さて昨年の要望書におきまして「若手技術者、

女性技術者の確保・育成」という内容が含まれま

したが、これは補償コンに限らず広く建設業全般

にも言えることですが、我々の業界におきまして

も「人材の確保と育成」が急務となっておりま

す。今年は会員企業におかれましても、長期的な

人材育成の視点に立ち「新たな人材の積極的な採

用」と「補償業務管理士の未取得部門の育成」に

ついて是非チャレンジして頂きますようお願い申

し上げる次第でございます。

　さて本日は盛りだくさんの議事内容でございま

すが、是非皆様のご協力を得まして、活発な議論

とスムーズな議事進行ができればと思っておりま

す。

　本日はどうぞよろしくお願いいたします。

支  部  長  挨  拶

       　　　（一社）日本補償コンサルタント協会近畿支部　

　　　　支部長　中村　雄一
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妥協のない技術力で確かな信頼を獲得

総合補償コンサルタント

h t t p : / / w w w . f a n o v a . c o . j p

◆ 有資格者 ◆

【補償業務管理士】（土調）６人 （土評）４人 （物件）16 人 （機工）9 人 （営特）７人 （事損）１６人 （補関）６人 （総補）２人

【一級建築士】３人 【二級建築士】１０人 【アスベスト診断士】１人 【測量士】4 人

◆ 業務実績 ◆

〇 土地調査・土地評価 ／ ・用地測量、登記簿調査・土地鑑定評価

〇 建物・機械・工作物 ／ ・大規模工場の移転、構内改造 ・一般機械工場、自動車整備工場、造船所、  

化学工場、コンクリートプラント、砕石工場、製紙工場、食品工場、廃棄物処理工場、神社、寺院、   

小売店舗、ショッピングセンター、パチンコ店、ガソリンスタンド、養鶏場、養魚場、牧場、ゴルフ場、

墓地、区分所有建物、一般住宅等の建物移転補償

〇 公共補償 ／ 上水道施設、簡易水道施設、下水処理施設、ごみ処理施設、警察署、郵便局、放送局

〇 営業補償 ／ あらゆる業種の営業廃止、休止、規模縮小、仮施設補償

〇 立竹木補償 ／ 庭園、用材林、果樹園

〇 漁業補償・農業補償・鉱業権補償

〇 事業損失 ／ 建物の事前調査、事後調査、事後調査復旧費算定、水枯渇、日影、電波障害、騒音振動

〇 補償関連 ／ 事業認定、裁決申請図書作成、補償説明、技術者派遣、点検業務

拠点一覧

本 社 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-2-2-1200 大阪駅前第 2 ビル 12 階 TEL：06-6344-0540

FAX：06-6344-0605

神 戸 営 業 所 〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通 3-17-8-302 TEL：078-335-2424

姫 路 営 業 所 〒670-0065 兵庫県姫路市上手野 380-101 TEL：079-299-1870

京 都 営 業 所 〒604-0985 京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下ル舟屋町 424 TEL：075-255-5105

福知山営業所 〒620-0915 京都府福知山市字十二 68-1-101 TEL：0773-33-9010

滋 賀 営 業 所 〒520-0802 滋賀県大津市馬場 2-6-12-301 TEL：077-526-8310

奈 良 営 業 所 〒630-8244 奈良県奈良市三条町 487 TEL：0742-20-0158

和歌山営業所 〒640-8256 和歌山県和歌山市土佐町 2-7-1 TEL：073-421-3285

全８部門登録

土地調査 土地評価 物件 機械工作物

営業補償・特殊補償 事業損失 補償関連 総合補償
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新 役 員 紹 介 　第 46 回通常総会にて選出されました、近畿支部の令和４・５年度新役
員は次のとおりです。

令和４・５年度　（一社）日本補償コンサルタント協会近畿支部役員名簿
（敬称略）

᪂・ ᙺ　⫋ Ặ　　ྡ 　　♫　　ྡ ᙺ　⫋（ᡤᒓ）
ఫ　　　　　　　ᡤ
㟁　　　　　　　ヰ

௵ ᨭ部㛗 Ṋ⏣
䛯 䛡 䛰

ṇ
䜎 䛥 䛾 䜚

　（ᰴ）⏘業工Ꮫ◊✲ᡤ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
䛈㻡㻡㻜㻙㻜㻜㻝㻞
㜰ᕷす༊❧ᇼ㻟┠㻝㻙㻝㻠　㜿Ἴᗙ䝡ル㻡㻲
㟁ヰ㻌㻜㻢㻙㻢㻡㻠㻝㻙㻡㻤㻠㻡

௵ ᨭ部㛗 ୰ᮧ
䛺䛛䜐䜙

㞝୍
䜖 䛖 䛔 䛱

　㜰䜶ン䝆䝙䜰䝸ン䜾（ᰴ） ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
䛈㻡㻡㻜㻙㻜㻜㻞㻡
㜰ᕷす༊᮲༡㻞㻙㻝㻤㻙㻝㻢
㟁ヰ㻌㻜㻢㻙㻢㻡㻤㻝㻙㻞㻤㻝㻡

௵ ᖿ　事 
䛔 䜎 䛔

ಙᏹ
䛾䜆䜂䜝

　（ᰴ）୕⥈合コンサル ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
䛈㻡㻟㻡㻙㻜㻜㻞㻝
㜰ᕷ᪫༊ΎỈ㻝㻙㻡㻙㻞㻝
㟁ヰ㻌㻜㻢㻙㻢㻥㻡㻝㻙㻢㻞㻝㻝

௵ ᨭ部㛗 ᑠ➟
䛚 䛜䛥

༤ᖾ
䜂 䜝 䜖䛝

　（ᰴ）䝴䝙䜸ン䝸サ䞊䝏 ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗
䛈㻡㻡㻜㻙㻜㻜㻜㻟
㜰ᕷす༊ி⏫ᇼ㻝┠㻢␒㻞号
㟁ヰ㻌㻜㻢㻙㻢㻠㻠㻢㻙㻝㻤㻜㻝

᪂௵ ᖿ　事 ᮡᆏ
䛩 䛞䛥䛛

┿ே
䜎 䛣 䛸

　（ᰴ）බඹ補償タィ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
䛈㻢㻠㻤㻙㻜㻜㻥㻟
ḷᒣ┴ᶫᮏᕷ㈡㔝㻞㻤㻜㻙㻝㻌᳃䝡ル㻟㻲
㟁ヰ㻌㻜㻣㻟㻢㻙㻞㻢㻙㻣㻜㻝㻝

᪂௵ ᖿ　事 Ύᕝ
䛝䜘䛛䜟

ᘯ
䜂䜝䛛䛪

　ෆእ䜶ン䝆䝙䜰䝸ン䜾（ᰴ）
✵㛫ㄪᰝ
ᢏ⾡部㛗

䛈㻢㻜㻝㻙㻤㻞㻝㻟
ி㒔ᕷ༡༊ஂୡ୰ஂୡ⏫㻝┠㻝㻠㻝␒ᆅ
㟁ヰ㻌㻜㻣㻡㻙㻥㻟㻞㻙㻠㻟㻤㻣

௵ ᖿ　事 ᅬ⏣
䛭 䛾 䛰

⣧ஓ
䛨䜕 䜣 䜔

　㻔ᰴ㻕㻌䜶ンタコンサルタント ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
䛈㻢㻣㻣㻙㻜㻜㻝㻡
රᗜ┴す⬥ᕷす⬥㻞㻜㻡
㟁ヰ㻌㻜㻣㻥㻡㻙㻞㻞㻙㻞㻞㻝㻥

௵ ᖿ　事 ℩ᑿ
䛫 䛚

Ṋኵ
䛯 䛡 䛚

　（ᰴ）ᐑᮏタィ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
䛈㻢㻢㻡㻙㻜㻜㻞㻞
රᗜ┴ᐆሯᕷ㔝ୖ㻝㻙㻞㻙㻣㻌㻌ᐑᮏ䝡ル
㟁ヰ㻌㻜㻣㻥㻣㻙㻣㻝㻙㻜㻠㻟㻝

௵ ᖿ　事 Ọ
䛺 䛜 䛔

ᬕኵ
䛿 䜛 䛚

㻌㻌（ᰴ）す㻌㻌タ㻌ィ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
䛈㻢㻣㻥㻙㻠㻝㻢㻝
රᗜ┴䛯䛴䛾ᕷ㱟㔝⏫᪥ᒣ㻞㻞㻥㻙㻝
㟁ヰ㻌㻜㻣㻥㻝㻙㻢㻟㻙㻟㻣㻥㻢
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᪂・ ᙺ　⫋ Ặ　　ྡ 　　♫　　ྡ ᙺ　⫋（ᡤᒓ）
ఫ　　　　　　　ᡤ
㟁　　　　　　　ヰ

᪂௵ ᖿ　事 ஂ
䜂 䛥 䛸 䜏


䛡 䜣 䛨

　（ᰴ）䝣䜯䝜䝞 ᢏ⾡第部部㛗

䛈㻡㻟㻜㻙㻜㻜㻜㻝
㜰ᕷ༊ᱵ⏣㻝┠㻞␒㻞㻙㻝㻞㻜㻜号
㜰㥐๓第䝡ル
㟁ヰ㻌㻜㻢㻙㻢㻟㻠㻠㻙㻜㻡㻠㻜

௵ ᖿ　事 ᯘ
䛿䜔䛧

ཎ
䛿䜙

⦾ᶞ
䛧 䛢 䛝

　㢌㱟 㔞（ᰴ） ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
䛈㻥㻝㻞㻙㻜㻜㻣㻝
⚟┴㔝ᕷ㘵第㻞号㻠␒ᆅ㻝
㟁ヰ㻌㻜㻣㻣㻥㻙㻢㻢㻙㻝㻜㻞㻝

᪂௵ ᖿ　事 ᐑᓥ
䜏䜔䛨䜎

ᙪ
䛛䛪䜂䛣

　㻔ᰴ㻕㻌᪂Ὢ ྲྀ⥾ᙺ
䛈㻡㻞㻜㻙㻟㻜㻝㻡
㈡┴ᰩᮾᕷᏳ㣴ᑎ㻝㻙㻝㻙㻞㻠
㟁ヰ㻌㻜㻣㻣㻙㻡㻡㻞㻙㻞㻜㻥㻠

௵ ᖿ　事 Ỉୖ
䜏䛪䛜䜏

ಙஓ
䛧 䜣 䜔

　（ᰴ）コ䝮ᘓ⠏コンサルタント ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
䛈㻢㻟㻜㻙㻜㻞㻞㻟
ዉⰋ┴⏕㥖ᕷᑠ℩⏫㻢㻠㻡␒ᆅ
㟁ヰ㻌㻜㻣㻠㻟㻙㻣㻢㻙㻢㻢㻠㻠

᪂௵ ┘　事 ୰
䛔䜎䛺䛛

ྖ
䛡 䜣 䛨

　（ᰴ）䜿ン䝉䜲 ྲྀ⥾ᙺ㛗
䛈㻡㻟㻟㻙㻜㻜㻟㻟
㜰ᕷᮾᾷᕝ༊ᮾ୰ᓥ㻝㻙㻝㻤㻙㻞㻞
㟁ヰ㻌㻜㻢㻙㻢㻟㻞㻟㻙㻢㻣㻤㻝

௵ ᖿ　事 ྜྷ⏣
䜘 䛧 䛰

↷ኵ
䛶 䜛 䛚

　（ᰴ）䜰䜲䝔䜽䝜 ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
䛈㻡㻟㻞㻙㻜㻜㻝㻝
㜰ᕷᾷᕝ༊す୰ᓥ㻢㻙㻣㻙㻤㻌䝡ル㻤䠢
㟁ヰ㻌㻜㻢㻙㻢㻤㻤㻥㻙㻠㻡㻡㻝

௵ ┦ㄯᙺ ᯇᮏ
䜎 䛴 䜒 䛸

㐨ᙪ
䜏䛱䜂 䛣

　（ᰴ）サンコ䝮 ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗
䛈㻢㻣㻥㻙㻠㻜㻜㻟
රᗜ┴䛯䛴䛾ᕷᥬす⏫ᑠ⚄㻝㻢㻞␒ᆅ㻢
㟁ヰ㻌㻜㻣㻥㻝㻙㻢㻟㻙㻝㻡㻟㻟

௵ ┘　事 ඵᮌ
䜔 䛞

ᩥᏊ
䜅 䜏 䛣

　（ᰴ）ಙᰤ補償タィ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗
䛈㻡㻠㻜㻙㻜㻜㻞㻢
㜰ᕷ୰ኸ༊ෆᮏ⏫㻝㻙㻞㻙㻝㻠
㟁ヰ㻌㻜㻢㻙㻢㻥㻠㻣㻙㻝㻝㻟㻜
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支部委員会と委員の紹介

　各委員会の執行体制としては、本部常任委員会の近畿支部選出委員を支部委員会の委員長として委

嘱し、本部常任委員会との連携及び情報共有を図るとともに、副支部長を各委員会の担当副支部長と

して配属し、近畿支部の委員会活動の充実を図ります。

·

·

·

·

·

·

総 務 委 員 会

補 償 業 務 委 員 会

補償システムIT委員会

研 修 委 員 会

企 画 ・ 広 報 委 員 会

親 睦 委 員 会
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　令和４・５年度の総務委員会は、担当副支部長が兼務する委員長以下６名の委員の体制で、近畿支部にお
ける次の業務を担当します。

　（ １ ） 予算及び決算に関すること
　（ ２ ） 会員の入会・退会に関すること
　（ ３ ） 会員の表彰等に関すること
　（ ４ ） その他各委員会に属しないものに関すること

　本委員会は、今まで同様に支部の筆頭委員会として、近畿支部の経営・運営方針や重要事項等について支
部役員会へ提議するなど、支部活動全体に目配りをする重要な役割を果たしていきます。また、補償コンサ
ルタント業界にとって喫緊の課題である人材確保・育成等に取り組んでいきます。

（ 各委員 五十音順・敬称略 ）

担当副支部長・委員長
武田　正典 ( 株 ) 産業工学研究所

副委員長
瀬尾　武夫 ( 株 ) 宮本設計 吉田　照夫 ( 株 ) アイテクノ

委　　員
今井　隆宏 ( 株 ) 三和綜合コンサル 竹下　裕之 ( 株 ) 近畿地域づくりセンター
前本　利明  ( 株 ) 三和綜合コンサル 計 6 名　

૯　　委　員　会
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ิ ঈ ۀ  委 員 会
　令和４・５年度の補償業務委員会は、担当副支部長と委員長以下 15 名の委員の合計 16 名体制で、近畿
支部における次の業務を担当します。

　（ １ ）損失補償基準等の運用上の問題点、改善点等の調査研究に関すること
　（ ２ ）本部補償業務委員会における事業内容についての検討に関すること
　（ ３ ）近畿地方整備局や近畿地区用対連等起業者との意見交換に関すること
　（ ４ ）建物移転工法の選定等、補償理論に関する調査研究に関すること
　（ ５ ）調査研究の成果作成、配布、研修に関すること

　本委員会は、より補償業務の内容に的を絞った活動を行い、会員の知識・技術力の向上に寄与することを
目指します。

（ 各委員 五十音順・敬称略 ）

担当副支部長 委　員　長
武田　正典 ( 株 ) 産業工学研究所 水上　信也 ( 株 ) コム建築コンサルタント

副委員長
久冨　健治 ( 株 ) ファノバ 児玉　和也 大阪エンジニアリング ( 株 )

委　　員
大門　憲司 ( 株 ) コム建築コンサルタント 岡本　敏彦 ( 株 ) 岡本設計
川本　雄介 ( 株 ) キミコン 坂　　直昭 ( 株 ) 三和綜合コンサル
谷口美奈世 ( 株 ) 西播設計 中嶋　佳一 ( 株 ) 倉田総合鑑定
福井　俊郎 ( 株 ) 播磨設計コンサルタント 福田　　守 ( 株 ) 宮本設計
古川　　哲 ( 株 ) 国土開発センター 松任　常宏 ( 株 ) 産業工学研究所
宮本　恵司 ( 株 ) エイト日本技術開発 山田　岳史 ( 株 ) アイテクノ

計16名　
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෦ҕһ会ͱҕһのհࢧ

　令和４・５年度の補償システム IT 委員会は、担当副支部長と委員長以下７名の委員の合計８名体制で、近
畿支部における次の業務を担当します。

　（ １ ）近畿支部標準補償算定システムの開発研究・基準改正に伴う仕様変更の検討
　（ ２ ）近畿支部標準補償算定システムの操作研修会の開催
　（ ３ ）算定システムに係わる補償基準の実務的な運用及び調査
　（ ４ ）補償業務におけるパソコン及び IT 活用についての研究と提案
　（ ５ ）補償業務における新技術の研究と提案

　本委員会は、補償業務に関する様々な IT 活用の提案を行っていきます。

（ 各委員 五十音順・敬称略 ）

担当副支部長 委　員　長
小笠　博幸 ( 株 ) ユニオンリサーチ 今井　信宏 ( 株 ) 三和綜合コンサル

副委員長
水上　信也 ( 株 ) コム建築コンサルタント 新田　武志 ( 株 ) 国土開発センター

委　　員
大西　隆介 ( 株 ) エイト日本技術開発 谷口　久司 ( 株 ) キミコン
中峯　英夫 ( 株 ) 三和綜合コンサル 浜　　晋作 ( 株 ) コム建築コンサルタント

計 8 名　
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෦ҕһ会ͱҕһのհࢧ

　令和４・５年度の研修委員会は、担当副支部長と委員長以下 11 名の委員の合計 12 名体制で、近畿支部
における次の業務を担当します。

　（ １ ）研修・講習会の企画立案及び実施運営に関すること

　本委員会は、会員をはじめとする研修会を受講された皆様の資質と技術力の向上をめざし、近畿支部の研修・
講習会の企画立案及び実施運営を行います。今後とも会員の皆様方のご支援、ご参加をよろしくお願いします。

（ 各委員 五十音順・敬称略 ）

担当副支部長 委　員　長
小笠　博幸 ( 株 ) ユニオンリサーチ 今井　信宏 ( 株 ) 三和綜合コンサル

副委員長
久冨　健治 ( 株 ) ファノバ 宮島　和彦 ( 株 ) 新洲

委　　員
入江　芳久 ( 株 ) 宮本設計 上丞　光男 ( 株 ) 三和綜合コンサル
川本　雄介 ( 株 ) キミコン 銭谷　利之 ( 株 ) アイテクノ
谷口　久司 ( 株 ) キミコン 藤本　　勉 ( 株 ) ファノバ
溝口　　努 ( 株 ) コム建築コンサルタント 南　　裕司 阪神測建 ( 株 )

計 12 名　
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෦ҕһ会ͱҕһのհࢧ

ใ委員会ըɾا

　令和４・５年度の企画・広報委員会は、担当副支部長が兼務する委員長以下７名の委員の体制で、近畿支
部における次の業務を担当します。

　（ １ ）関係機関への要望等に関すること
　（ ２ ）補償コンサルタント業務の動向等に係る調査等に関すること
　（ ３ ）『 近畿支部報 』の編集及び発行に関すること
　（ ４ ）近畿支部及び会員専用ホームページの作成・管理に関すること

　本委員会は、起業者に対する要望活動や近畿支部及び補償コンサルタント業界に対する知名度アップを目
的とした広報活動を実施していきます。

（ 各委員 五十音順・敬称略 ）

担当副支部長・委員長
小笠　博幸 ( 株 ) ユニオンリサーチ

副委員長
杉坂　真人 ( 株 ) 公共補償設計 林原　繁樹 九頭龍測量 ( 株 )

委　　員
岡部　将享 ( 株 ) 川上測量コンサルタント 澤田　常男 （ 株 ）澤田調査設計
華井　香里 （ 株 ）公共補償設計 前本　利明 （ 株 ）三和綜合コンサル

計７名　
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෦ҕһ会ͱҕһのհࢧ

　ກ　委　員　会

　令和４・５年度の親睦委員会は、担当副支部長と委員長以下６名の委員の合計７名体制で、近畿支部の次
の業務を担当します。

　（ １ ）会員相互の親睦に関すること
　（ ２ ）親睦行事の計画立案及び実施運営に関すること

　本委員会は、会員相互の交流と親睦を図るため、毎年の恒例行事となった互留歩大会、イサギ釣り大会、
イカ釣り大会さらに秋のハイキングなどの親睦行事の計画運営を行っています。会員の皆様の奮ってのご参
加をお待ちしております。

（ 各委員 五十音順・敬称略 ）

担当副支部長 委　員　長
武田　正典 ( 株 ) 産業工学研究所 永井　晴夫 ( 株 ) 西播設計

副委員長
園田　純也 ( 株 ) エンタコンサルタント 清川　弘和 内外エンジニアリング（ 株 ）

委　　員
今井　隆宏 ( 株 ) 三和綜合コンサル 今中　康生 ( 株 ) ケンセイ
山本　俊之 ( 株 ) 山本総合補償コンサルタント 計 7 名　

担
当
副
支
部
長

武
田
正
典

委
員
長

永
井
晴
夫

副
委
員
長

園
田
純
也

副
委
員
長

清
川
弘
和

委
員今

井
隆
宏

委
員山

本
俊
之

委
員今

中
康
生



近畿支部報 Vol.7815 近畿支部報 Vol.78 16

総合補償



講演会・講習会・研修会の報告

近畿支部報 Vol.7817 近畿支部報 Vol.78 18

　今ご紹介にあずかりました米津と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。又このような機

会を与えていただきほんとうにありがとうござい

ます。ここにいらっしゃる皆さんはほとんどだと

思いますが、自衛隊と言うのは別の世界と言いま

すか、身近に感じる機会というのはなかなかない

と思います。テレビなど見て、何か災害派遣とか

やっているなという点からしか見られたことしか

ないのかなと。たまに、伊丹の近くとか八尾の近

くとか自衛隊の車が走っているというのが、皆さ

んが感じられる自衛隊の姿だと思います。私は昭

和６１年に防衛大学校というのを出て、それから

ずっと自衛官をやってまいりまして、パンフレッ

トの後ろから 3 枚めくっていただくと、自衛隊

の職種、主要装備品及び編成という欄があります。

その一番左側の下のほうに施設科というものがあ

ります。私はこの施設科の所属になっておりまし

た。自衛官というのはこのページにあります 4

× 4 の 16 個の、職種と陸上自衛隊では呼んで

おりますが、このいずれかに必ず属します。高校

を卒業して自衛隊に入る方がいらっしゃいます。

そうすると、最初に 3 か月間の教育を受けます。

このときには、特に普通科とかそういうのは決

まっておりませんが、3 か月過ぎたところで、「 あ

なたは、はい、普通科ですよ 」となります。その

ほか、普通科ですよとか野戦特科ですよとかそう

いうのが決まりまして、それぞれの部隊に赴任し

ていくというふうになっております。なんでそん

なことをするかと言いますと、やはり、一つは人

事管理上、そうしないとなかなか人事管理ができ

ないというのと、やはり我々、簡単に言うと軍隊

ですので武器などを扱うのに適正な人員がいない

といけないんですね。戦車乗りが少なかったら困

りますし、大砲を打つ人が少なかったら困ります

ので、陸海空自衛隊は年間 9,000 人くらい採用

しておりますが、9,000 人のうち例えば 3,000

人は普通科ですよとか、500 人は施設科ですよ

とかそのように枠を決めておりまして、それぞれ

に応じた人員を配置しているというようにしてい

ます。ただちょっと特殊なのが右下のほうで、音

楽隊とありますが、音楽隊はちょっと珍しいとこ

ろでして、職業で音楽ができるという方はなかな

かいらっしゃらないんですね。有名な交響楽団と

か入っていらっしゃる方も日常は音楽教えておら

れたりとかをやられて糧を得られたりしておられ

ますが、自衛隊の音楽隊に入ることによって公務

員として入った瞬間から定年までずっと音楽で暮

らしていけるんですね。そういう意味ではなかな

か珍しい職域と言いますか、職種と言いますかそ

ういうところがあります。どうやって採用するの

かというと、例えばトランペット今年は 5 人と

かクラリネット 3 人とか、太鼓を 2 人とかそう

いうようにして採用します。従って最近はものす

ごい倍率が高いですね。トランペット奏者、例え

  「 自衛隊の活動と災害救助 ｣

       　　　　　　　奈良県　総務部　知事公室　防災統括室　　　

　　　　参事　米津　浩幸
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ば年間 5 人の採用という年度の場合、普通の高

卒のブラスバンド部ではなかなか合格できなく

て、やはり音大を出た方とかそういう方が今入っ

てきておりまして、音楽科というところは非常に

高学歴と言いますか、そういうところになってい

ます。ご存じの方もいらっしゃるかもしれません

が、この中部方面隊というとこには歌姫の鶫（ つ

ぐみ ）というのがおりまして歌でちょっと有名に

なっております。このように、今は声楽科卒も採

用するようにしておりまして、歌でも自衛隊員の

士気向上、自衛隊の PR に貢献していこうという

ようにしています。このページのように 16 個あ

りますけど、16 個の機能のすべてを持っている

のが師団です。よく戦記物とか読まれる方もい

らっしゃると思いますが。司馬遼太郎の世界とか、

その中では師団という表現がよく出てきますが、

この 16 個の全てを持っているのが師団と言いま

す。従って自衛隊は自己完結型の組織だと言いま

すが、これ全部持っていますので、師団はですね、

自分で何でもできるというようなことになってい

ます。

　今日はですね、大きく自衛隊は何で存在するの

みたいな話から、自衛隊の先ほどちょっとご紹介

しました師団はこんなんですよとか、皆さんが今

後テレビとか見るうえで基礎的な知識になるよう

なですね、お話をさせていただけたらなと思って

います。それと最後に私、奈良県から来ておりま

すので、ちょっと奈良県のＰＲと言いますか、私

が今担当しています大規模広域防災拠点というの

を今、五條市に一生懸命作るようなことをしてお

りますが、今日来られている方の中にもお世話に

なった方が多分いらっしゃると思うんですが、そ

ういったご紹介をさせていただければと思いま

す。

　先ほども司会の方からもご紹介していただきま

したが、私は東日本大震災と紀伊半島大水害に災

害派遣で行ってまいりました。東日本大震災、ちょ

うどその頃はだいたい 400 人くらいの部隊の長

をしておりまして、皆さんもご存じの金曜日に発

災しましたので、それから準備をして日曜日には

東北の遠野というところに、釜石市のすぐ隣です

ね、遠野というところに行きまして、月曜日には
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現場に入って釜石市とその隣に大槌町という町が

あるんですけれどもそこで活動しました。紀伊半

島大水害の時は同じ年の 9 月 4 日に土砂崩れが

起こりまして、その時は私、奈良県の災害派遣を

担当する隊長をやっていましたので 4 日に行っ

たんですけれども、ちょっと私、お酒が好きなも

のですから、3 日から実は夜飲んでいまして、い

きなり 1 時くらいに電話がかかってきて、災害

派遣ですよって、そのまま現地に直行して、十津

川村、五條市というところに行ったという覚えが

あります。その後ずっと一カ月半くらい十津川村

と五條市で暮らしていたというのが実態です。そ

ういったご縁で奈良県庁に再就職しまして、今

やっておりますが、就職してすぐに大阪北部地震

が起こりまして、奈良はあまり被害がなくてです

ね、大きなことにならなかったんですけれども、

そういったところで活動したということです。こ

の画面はちょっとご紹介ですけれども、これ大槌

町という町の写真でして、このように津波で一つ

の町が完全にやられているんですね。現場に行き

ますと、ちょっと当時の話をしますと、死体がご

ろごろしていました。津波というのはこうなるん

だなという体験をしました。初めての土地で初め

てのところですので、大久保駐屯地からの前進と

なりましたので、一回一回人を集めて次はこうや

るぞ、というのをやはり途中途中で示さないとな

かなか隊員がついて来られません。大久保駐屯地

という宇治市にありますけれども、そこを出発し

たときに、まずどういう命令を受けたかと言うと、

「 仙台に行け、仙台に行け 」ということです。「 仙

台のどこですか？」「 まぁいいからとりあえず仙

台に行け。仙台に行くうちに行き先を示すから 」

と言われました。当然、無線機を持っていますの

で、「 はい 」と言ってそのままとりあえず仙台に

向かいました。途中途中でですね、「 次はどこ行

くぞ 」「 どこ行くぞ 」と次行くところまで示さな

いといけません。次の駐屯地はどこに休憩します

か、というのも、さすがに 5 時間も 6 時間も運
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確かな技術力、専門能力の向上、問題解決のための高い
価値観をもって、社会への貢献を果たします。

ᨭᗑ➼

     大阪エンジニアリング株式会社　
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転しっぱなしというわけにはいきませんので、途

中途中で示しています。着いたら、まぁ画面のこ

んな感じですね。まだ雪も残る 3 月 13 日 14

日でしたのでこういう活動をしていました。これ

は遠野市というところで、釜石市と大槌町という

ところなんですが、リアス式海岸でして、リアス

式はやっぱり津波の被害がもうひどかったです

ね。入り江が全部やられるというのを見てまいり

ました。

　話が変わります。自衛官がこの時期にここで話

をするというのは、やはり皆さん、ウクライナの

情勢をちょっと見るうえでの視点といいますか、

ただテレビを見て悲惨だなとかかわいそうだなと

いうだけではなくて、こういう感じでみていただ

くといいなということをちょっと今回ご紹介させ

ていただきます。

　それで、基礎的なことを皆様にちょっとご理解

いただければなと思っておりますので。今、ウク

ライナの戦いでいろいろな言葉が出てきていま

す。例えば砲弾、ミサイル。違いは分かりますか。

砲弾だったとか、ミサイルが飛んできましたとか

言いますけども、違いは分かりますか。あるいは

地対地ミサイルとか、地対艦ミサイルとか、ある

いは巡航ミサイルとか弾道ミサイルとかいろいろ

な言葉が、解説者の方から出てきます。防衛省で

いうと防衛研究所の兵頭部長とかですね、ああい

う方からいろんな言葉が出てきます。例えば砲弾

とミサイルでは何が違うのか。砲弾というのは弾

と火薬が別なんですね。よく戦争映画でぱっぱっ

ぱっと銃を撃つと薬莢がぴょんぴょんと飛び出し

ますね。空薬莢が。ああいうふうに薬莢を燃やし

てそれを爆発させて前にある弾を押し出すという

のが砲弾と言います。それに対してミサイルとい

うのは自らロケットと一緒ですね。日本がよく鹿

児島の方でロケットを打ち上げますけど、あれと

一緒で、その全部の中に推進燃料が入っていてそ

れ自体が全部飛ぶというのがミサイルと呼んでい

ます。そこに違いがあります。地対艦ミサイルと

いうのは何かと言うと、地上にあって、船に対し

て撃ちますというのを地対艦ミサイルと呼びま

す。この前、黒海のところで、モスクワというロ

シアの旗艦がやられましたけども、この地対艦ミ

サイルでやられました。このミサイルは地上、ウ

クライナの地面の上にあって水の上にいる艦艇を

撃つミサイル、これを地対艦ミサイルと呼んでい

ます。地対空ミサイル、地上から空に向けて撃つ

のは地対空ミサイルといいます。艦対艦ミサイル

ですとか、空対空ミサイルとか、戦闘機と戦闘機

の戦いが空対空ミサイルでありますね。そういう

ふうに呼んでいます。一方、巡航ミサイルとか弾

道ミサイルという言葉も聞いたことがあると思い

ますが、巡航ミサイルというのは、普通に飛行機

のように飛ぶのが巡航ミサイルと言います。弾道

ミサイルと言うのは書いてある通り、例えばホー

ムランを打つようにボールをびょーんと撃って弾

が放物線を描くように飛びますけれどもそれを弾

道ミサイル、弾が飛ぶような道筋を通るというこ

とで弾道ミサイルと呼びます。どっちが精度がい

いのかというと、精度はほとんど変わりません。

どっちも今はＧＰＳ付きの弾ですので。ただ一般

的には遠くへ飛ばすにはホームランと一緒で、

やっぱり弾道ミサイルがいいですね。近頃、北朝

鮮が撃つのは弾道ミサイルと言いますけれども、

遠くに飛ばすにはやっぱり弾道ミサイルがいいで

す。巡航ミサイルというのは空気が濃い、地面か

らあまり離れていないところを横に飛びますの

で、あまり遠くまで飛べないんですね、燃料の関

係で。従ってロシアの本土からよくポーランドの

国境まで、今ロシアがミサイルを撃っていますけ

どもほとんど弾道ミサイルですね。テレビを見ら

れるときに、こういった知識を持って見られると

またちょっと理解が進むのかなと思います。

　ロシア軍とウクライナの話を続けさせていただ

きますが、これは防衛省のホームページにある画

像なんです。これを見ていただくと、ロシアはで
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すね、33 万人の陸軍、202 万トンの船、船の

総トータルですね、202 万トンある。1,380 機

の作戦機を持っていますというのを表していま

す。イギリスは例えば陸だけでいくと 8 万人、

フランスは 11 万人、ドイツにいたっては 6 万

人しか陸の兵力がありません。ロシアは 33 万人。

イタリアは 10 万人くらいですね。これが今ヨー

ロッパの現状です。では、ウクライナとロシアの

戦力をちょっと比べてみたいと思います。日本地

図にウクライナの地図を重ねているんですが、こ

こが鹿児島でここが青森ですね。このブルーがウ

クライナの地図です。日本はですね、37 万 8 千

平方キロです。ウクライナはなんと 60 万平方キ

ロ。日本の 1.6 倍の国土があります。なかなか

地図はいつもこう、ワイドショーとかＮＨＫ

ニュースの地図は小さく出るものですから画面に

全部の国が入るように。ちょっと小さいのかなと

思いますけども、私もよく調べたら日本の 1.6

倍というのをみてびっくりしたんです。それくら

いの距離感なんですね。日本には 1 億 3 千万の

人口がいますけれども、ウクライナは 4 千 400

万といわれています。そのうちのもうすでに

600 万人くらいが国外に避難したと言われてい

ます。そういうのが今のウクライナとロシアの状

況です。

　ここがキーウです。ここがマリウポリ、この距

離ですね。どれくらいなのかなと思ったら、なん

と大阪市から計るとだいたい仙台、盛岡の間くら

いの距離です。ですからマリウポリがやられてい

ると言って、キーウは結構普通に車が走っている

映像が出たりしますけれども、あるいはいろんな

国の人がですね、この前イギリスの首相が行った

りしていましたけども、意外と国境まで離れてい

るんですね。それは仙台から北のだいたい盛岡ぐ

らいで戦争をしていて大阪ではイギリスの首相が

来て話をしているという、そういった距離感です。

ですから、戦争はしていても首都は意外と、たま

にミサイルが飛んできますけれども、そんなにば

たばたしてないというところがわかると思いま

す。それをいつもワイドショーとかＮＨＫニュー

スとかは小さな地図を写すものですから、すぐ近

くでドンパチしているように見えますけども、

やっぱりそういった距離感が大切ですね。製鉄所

の人たちが全員ロシアに連れていかれたという報

道が流れましたけれども、だいたい盛岡ぐらいに

いて戦いをしていた人たちが、青森に連れていか

れたというような距離感ですね。ですので、キー

ウにいる人たちにはあまり直接的な、戦いの匂い

と言うか、そういったものがあまり伝わってこな

いんだと思います。我々も盛岡で何か起こってい

ると言われてもなかなかピンとこないですね。盛

岡まで行くとなるとまた時間もかかりますし。そ

ういった距離感になります。

　これがロシアとウクライナの兵力の比較です。

だいたいロシアが 1 億 5 千万人ぐらいの人口に

対して先ほど言いました 4 千万人くらいの人口

です。面積は 60 万平方キロとして 1710 万平

方キロですから全然比べものにならないです。ま

たロシアは公的には 33 万人くらいの陸上の兵力

が記載されています。ウクライナは 14 万人くら

いいると言われています。結構、両国はとんとん

の兵力なんですね。なんでとんとんかと言うとロ

シアはいろんな国境を接していますから、中国か

らインドの方からずっとですね、その兵力をゼロ

にはできないんです。さすがに、全くゼロにする

わけにはいきませんので、ウクライナ正面にまわ

せる兵力というのは 100％は転用できないんで

すね。回せてもやっぱり半分くらいなんです、感

覚的に。どんなに転用しても 6 割程度だと思い

ます。そうするとピークでも 18 万人くらいなん

ですね。33 万人ですから。ですのでほとんど回

せる兵力は転用しているじゃないのかなと思って

います。びっくりしたのは、海上 202 万トンあ

ります。ウクライナは 25 万トンですから、すご

いロシアは多いんですけども、まぁこれもロシア

は黒海だけではなくて、北極海の方にも持ってい
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ます。こちら当然ですね、日本の北の極東の方に

も船を持っていますので、そうするとそんなに無

茶苦茶ロシアが優勢かと言うとそうでもないんで

すね。ただ無茶苦茶優勢なのはこの戦闘機ですね。

ウクライナは 70 機しかないと言われていまし

て、ロシアは 1380 機ありますのでこれは 20

倍くらい差がありますんでやはりその点において

はロシアは有利かなと思っています。

　またテレビのワイドショーの話に移るんですけ

れども、よくこんな映像が出ます。ビルを破壊し

た、3 月の頃よく出ました。あるいはこんな映像

も出ますね。マンション 1 棟ことごとく壁がや

られているという。何が違うと思いますか。

　これは、弾の種類の違いによるんですね。私も

現場を見てないので確実には言えないですけど、

やはり戦車とか大砲というのは、やはり弾が小さ

いですので点でしか物を壊したり攻撃したりでき

ないんです。ですが、東京大空襲みたいに航空機

で絨毯爆撃のようにすると、やはり面で敵を攻撃

しますので、このようにマンションも面でやられ

てしまうんですね。火薬量が全然違いますから、

500 ポンド爆弾とか 1,000 ポンド爆弾とかそ

ういうのを聞かれたことがあると思うんですけれ

ども、そういう中に入っている火薬量、1,000

ポンドだと 450 キロということですから全然火

薬の量が違うんですね。そうするとやはりマン

ションの前庭に落ちるとマンションの全面がやら

れてしまう。簡単に言うとどれくらいかというと

ですね、これ戦車の弾です。だいたい人が抱えら

れるくらい。これ実際の戦車の弾ですが、しかも

ちょっとこの黄色ところ、先ほども言いましたが、

ここが爆発してこの前の方が飛んでいくんです

ね。ですのでさらに小さくなるわけですね。一方、

こういう戦闘機とかの下についている爆弾は、

ちょっと見づらいですけども、大人の体一人分ぐ

らいですね。ですので、もう薬量というか、火薬
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量が違いますので先ほどのような結果になりま

す。ウクライナとロシアの戦争はこういった視点

で是非今後画面を見ていただくと違いがわかるの

ではないかと思います。最近、ピンポイントでや

られたのは実はこの辺に戦車がいるんだなと、マ

ンションだとか全面やられているのは多分空爆で

やられたんだなと違いが、見えてくると思います。

近頃空爆でやられたというのはあまり出て来ない

ですね。それだけウクライナ軍がヨーロッパの国

からいろんな装備を頂いて航空機が飛んで来たら

撃ち落とせる能力を持ってきたからだと思ってい

ます。

　次に、なかなか話が自衛隊までいかないですけ

ど。次はアジアの状況を見ていただきたいと思い

ます。先ほど、例えばイギリスは 8 万人、ドイ

ツは 6 万人、フランスは 11 万人という話をし

ています。アジアでは北朝鮮は 110 万人います。

中国は 97 万人います。インドはなんと 124 万

人の陸軍がいます。韓国ですら 46 万人の陸軍が

います。一方日本は 14 万人ですね。これが今の

アジアの現状です。よく日本の防衛費は高いん

じゃないかとか、イギリスと同じ島国なのに 8

万人しかいないんだよと言う方がいらっしゃいま

す、いろんな評論家の人でもですね。イギリスは

8 万人しかいないのになんで日本は 14 万人もい

るんだと。ただ見てください。イギリスの隣はフ

ランスです。そのちょっと北はドイツです。絶対

攻めてこないですよね。イギリスにフランスが攻

めてくるなんて考えられないです。例えばドイツ

が攻めるなんて絶対考えられないです。ですが、

日本の隣には北朝鮮がいます。なんと 110 万人

の軍隊を持った。尖閣諸島の先には 97 万人の軍

隊を持った中国がいます。やっぱり同じ島国でも

イギリスの立場と日本の立場は違うんですね。そ

ういうのをなかなかご理解頂かないでイギリスは

8 万人しかいないんだよってことを言われる方も

いますけれども、やはりイギリスと日本の置かれ
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た環境が違うんだというところをご理解頂ければ

なと思います。これがそれぞれの比較の表ですけ

れども、中国は 97 万人ですね、韓国は 46 万人

いて、日本は 14 万人です。海上戦力は中国は日

本の 4 倍持っています。212 万トン、日本は

51 万トン持っています。作戦機は日本の 350

機に対して 2,900 機、中国は持っています。こ

れくらいの差があるんですね。ここから今、日本

の置かれた状況ですけども、中国、よくこれは普

通に見る地図ですね。中国の領土はこのブルーで

囲った地域が中国です。日本はここですね。北朝

鮮、ここで 97 万人くらいの軍隊を持っていると

いうのが今の中国です。これをですね、北京を中

心に見ていくとこんな地図になります。これは樺

太、これはロシア領ですね。千島列島はロシアが

持っていますね、現実に。次に北朝鮮がこの海岸

線を持っています。韓国はこの海岸線を持ってい

ます。中国の海岸線というのはこの点線のここだ

けですね。ここから先はベトナムの領土。北京が

ここにある。どうでしょう。さっき 212 万トン

の海軍を持っていると言いましたけれども、北京

から見ると、日本の位置はすごい邪魔ですよね。

これは台湾ですけども、台湾も邪魔ですね。これ、

フィリピンです。フィリピンも邪魔ですね。日本

はほんとうに目障りなところにいますね。なかな

か太平洋に出て行こうとしても日本と台湾とフィ

リピンが邪魔をしているというような形になって

います。

　この画面はですね、赤丸を入れましたけど、以

前まで陸上自衛隊のあった本土の最南端はここに

国分駐屯地というのがありますが、ここは九州の

陸上自衛隊の最南端ですね、本土の最南端です。

次はこの那覇に陸上自衛隊がぽつんと一個あった

んです。これだけだったですね、以前は。ほんの

20 年前くらいまで。中国の立場から見るととて

もいいですね。よくこの間を抜けて中国の艦船が

太平洋の方に出て行ってますけれども、ここにあ

えて丸をしていますけど。ここは南沙諸島と呼ば

れているところです。たまに話の中に南沙諸島と

いう言葉が出てくる。聞かれたこともあると思い

ますが。ここも中国の領土だと言ってます、中国

は。ちょっと考えられないですよね。中国はここ

までしかないんです。ここはフィリピンなんです。

なのにここにある島々は中国のものだと言ってい

ます。実際にもうすでに滑走路を造りました。そ

して軍隊が常駐しています。これが中国側から見

た太平洋の実態です。それで、日本も、これはい

かんということで、2019 年には奄美大島に部

隊を作ります。2016 年、17 年、18 年には沖

縄に戦闘機の数を増やします。2019 年宮古島

に駐屯地を作ります。2016 年には与那国島に

も作っています。今年、2022 年の年度末には

石垣島にも作ります。こうやって中国が海洋進出

しないような体制をつくろうとしています。そう

すると、丸の数が増えまして、この鹿児島から沖

縄諸島にかけて中国に好きなことをやらせないと

いう体制ができあがっていくというようになって

います。このバツがですね、アメリカ軍の基地を

指しています。青森県の三沢に米軍の空軍の基地

があります。Ｆ－ 16 とかが駐留していますね。

ここはアメリカの海外の基地としては最大の横須

賀基地があります。第 7 艦隊がいます。ここに

はアメリカの海兵隊が岩国にあります。そしてこ

こに東洋一の飛行場と言われる、なんと羽田空港

の 2 倍の敷地面積を持つ嘉手納という基地があ

ります。見てわかる通り、中国からは、非常に目

障りですね。沖縄に嘉手納という米軍基地があり

ます。地域的になかなか米軍は出ていけない、あ

るいは日本としても出て行ってほしくないという

ポイントはここにあるんだと思います。もしここ

の米軍基地がなくなると、この沖縄周辺の海は中

国のやりやすい海というか、中国の意思がとても

通りやすい海になる可能性があるんですね。米軍

基地がここにあるからこそ、中国もなかなか好き

なことができないです。以前フィリピンに二つの

米軍の基地がありまして、クラーク空軍基地とい

うのとスービック海軍基地というのがありまし
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た。それが 2010 年に撤退しましたら、撤退し

たすぐ 2 年後にここに、ここの南沙諸島は中国

のものだと言って中国は出て来たんですね。なの

で、ここに軍隊というか、そこに基地を作ること

によって力を発揮するというか、そこは全体とし

て力の空白になってはいけないんだと思っていま

す。

　続いて、自衛隊の現状です。今の中国とロシア

の続きになるんですけれども、このグラフはです

ね、航空自衛隊がスクランブル発進した回数です。

国籍不明機が領土、領空、領海を侵入してきまし

たら、Ｆ－１５、あるいはＦ－２がスクランブル

と言って日本の領土に入れないような行動をしま

す。その回数がどんどん今あがってきていまして、

年間ピークで 1,200 回くらいです。1,200 回

ということは一日 3 回ということですね。それ

くらいの頻度でロシアの航空機、あるいは中国の

航空機が来ているというのが今の実態です。それ

を近畿の近くですと小松基地とかまた、福岡にあ

る築城基地ですとか、そういったところから出て

行っています。関東ですと百里基地というところ

がありますけれども。そういったところからＦ－

１５が発進して、ここから先は日本の領空だから

入るなということをしています。2011 年は東

日本大震災が起こりました。そしたら、前年は、

2010 年は 420 回だったのが 2011 年には

600 回に上がっているんですね。日本が東日本

大震災でちょっと傷んでいるときに、中国とロシ

アは前年の 1.5 倍の飛行機を飛ばしてきている

んです。それが世界の実態と言いますか。現実で

す。この画面の、黄色いのがロシアの戦闘機の飛

んだ跡です。赤いのが中国の戦闘機の飛んだ跡で

す。向こうは分かっているんですね。ここは日本

の領土だということを、だから全部すれすれを

通っているんですね。例えば、福岡の対馬ですけ

ど、その間にちょっとした領空の空白があるんで

すけど、そこの間を飛んでくるんですね。だから

ロシアも中国も日本の領海領空はどこまでだと理

解しているんです。やっぱりそこの中に入らない

範囲でぎりぎりのところをこうやって飛んでいる

んですね。入るぞと見せかけて日本がどのくらい

反応してくるんだというのを日々見ているという

のが実態です。

　先ほどからちょっと日本の陸上自衛隊はどのく

らいの隊員がいるんですかということで、14 万

人と言っています。実は陸海空の自衛隊の定数を

足すと 24 万７千人いますが、実態は 23 万 2

千人です。充足率は 94％ということになってい

ます。先ほどから陸上自衛隊は 14 万人と言って

いますが、実は定員としては即応予備自衛官を加

えて 15 万人分あるんですけども、実態として

14 万人しかいないというのが実態です。なぜか

というのは二つ理由がありまして、人がなかなか

陸上自衛隊に入って頂けないというのが一つと、

予算の縛りがありますので、隊員にそれぞれお給

料を払わなければなりませんので、防衛費の中で

当然それは賄いますので、毎年毎年、財務省と話

をして、人件費はこのくらいの予算でいきましょ

うというのを決めています。そうするとだいたい

これくらいしか人は採れないですよねというのが

二つ目。予算の側面と募集が厳しいという側面の

両面があります。従って、例えば陸上自衛隊です

と、14 万人の定員で 93％くらいの充足率でやっ

ているというのが今の実態ですね。

　ここからは、それぞれの陸海空の自衛隊は日本

の国土でどのように配置されているのというとこ

ろをちょっと見ていきたいと思います。これ陸海

空を合わせて書いていますので、ちょっと見づら

い図になっていますが。陸上自衛隊は大きく 5

つに分かれています。北海道、東北、関東甲信越、

中部から中国四国まで、あと九州沖縄地区という

ふうに 5 つに分けて日本を管理しているという

か、それぞれ敵が入ってこないようにやっている。

海上自衛隊はというとこれも 5 つありまして、

青森県にあります大湊、京都にあります舞鶴、長
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崎にあります佐世保、広島の呉、そして神奈川の

横須賀、この５つでもってそれぞれの警備をして

いる。５つで日本海あるいは太平洋側を区分して

それぞれのところを警備しているというふうに

なっています。そして航空自衛隊は 4 つに分か

れています。千歳を中心とする北部航空方面隊と、

百里ですとか小松を中心とする中部航空方面隊と

築城とか新田原がありますけれども、西部航空方

面隊。そして沖縄にあります南西航空方面隊の 4

つをもって日本の空を守っているというのが今の

実態です。やっぱりそれぞれに特性があります。

例えば、これ航空自衛隊がどこにあるかというの

を指していますが、航空自衛隊は比較的全国に均

等に置いています。しかもちょっと辺境なところ

に、例えば北海道に地図でいくとこういうところ

に。私も具体的な名前が出てこないんですけれど

も、青森ですとか、下北半島の先とか、津軽半島

の先とかですね、佐渡島とかいろんなところに航

空自衛隊の基地を置いています。これはなぜかと

言うと、航空自衛隊の仕事は敵が来るのを空で守

りますので、日本の領土のできるだけ一番外に置

いてレーダーを見ているんですね。365 日レー

ダーを見ています。敵の飛行機が来たら、Ｆ－

15 が出て行って日本の領土を守っている、領空

を守っているというようになっております。従っ

て見て分かるように、九州ですと、九州の外側に

置いています。本州でも外側に置いています。こ

ういうふうに置いているんですね。レーダーを

ずっと 365 日見て、それを中央に送って中央か

らＦ－ 15 飛びなさいというような命令を出して

いるというのが実態です。

　次は海上自衛隊です。やっぱり旧軍の流れを継

ぐところがありまして、ある程度固まっているん

ですね。海上自衛隊は港だけではなくて航空機も

たくさん持っています。従って、港＋航空基地と

いうのをたくさん持っていましてその分、先ほど

航空自衛隊で言ったレーダーというようなものを
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持っています。トータルだいたい 60 くらいの基

地を持っているというところです。しかもやはり

満遍なく海上自衛隊を置かないと海でなんかあっ

たときに、例えば船が沈んだりしたら助けに行か

ないといけないのでそういう意味では海上自衛隊

は満遍なく日本海側も太平洋側も置いているとい

うところです。

　陸上自衛隊です。なんと陸上自衛隊は全国に

163 あるんです。駐屯地が。163 個あるんです

が、私のいる奈良県には 1 個もないんです。今

そういうところもあって一生懸命頑張っているん

ですが、見ていただくと満遍なく陸上自衛隊を置

いています。やはり旧軍の土地を使うところが多

かったり、昔の工場跡地ですね、そういったとこ

ろを戦後、自衛隊ができるときに払い下げても

らって作っているというところが多いです。ただ

旧軍、昔の軍隊の土地は比較的いいところにある

んですね。例えばですけど、新潟に上越市という

ところがありますけども、上越市はお城の中に駐

屯地があります。新潟市の北に新発田市というと

ころがあるんですけれども、そこもお城のど真ん

中が駐屯地になっています。古い地方の都市に行

きますと、そういう町の中にですね、自衛隊の駐

屯地があるところが多いですね。それ以外は、例

えば大久保なんかは古い工場の跡地に駐屯地を作

りました。航空機を作っていたところの跡地に駐

屯地を開設しました。そういうふうにして 162

個、今、石垣島を入れると 163 個の駐屯地を作

ろうとしています。14 万人しかいないので、

14 万で 160 いくつを回ると 1 個の駐屯地に

1,000 人いないんですね。だから非常にそうい

う意味では駐屯地の維持は苦しんでいます。北海

道には 36 駐屯地があるんですが、昔ソ連と言わ

れた時代は 36 個駐屯地があってそれでも少ない

と言って作ろうとしていたんですけれどもソ連が

崩壊してロシアになった時に、36 個は多すぎる

から 20 個ぐらいにしようということで中央の方

では話をしていたらしいんですが、いまでも 36

個の駐屯地、分屯地があります。

　ここからは陸上自衛隊はどうなっているのとい

うところをご紹介させて頂きます。先ほど駐屯地

が 163 あると言いましたが、それを 5 個の方面

隊というもので区分して持っています。方面隊は

方面総監、なかなか総監と名前がつく人は国の機

関では少ないんですけれども、方面総監と呼ばれ

る人がトップでおります。全国で 5 人のトップ

の人がいると、そういう形になっています。我々

軍隊ですから、やっぱり軍隊は一人の指揮官の元

代表取締役　松本靖吾
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に命令を発令する形、ピラミッド型じゃないと

やっぱりうまくいかないんですね。一人の指揮官

が命令して、その命令に全員が従うというのが

やっぱり軍隊の仕組みになっていますので、5 個

の方面隊というのをもっていて、全国規模で、い

ざ何かあった時にはこの 5 個を束ねる人を決め

てその人の命令の元に動くというようにしていま

す。5 個の方面隊のそれぞれに師団というものが

あります。師団というのは一番最初に言いました

が、普通科ですとか野戦特科ですとか、私がいた

施設科、通信科、音楽科、需品科、武器科とか、

職種と呼んでいますが、全部もっているのは師団

と言います。従って師団は何でもできるんですね。

師団長がヘリコプターを出せと言えばすぐ飛んで

くるし、弾を撃てと言えばすぐ弾を撃つし、とい

うような形になっています。それを陸上自衛隊は

15 個持っています。だいたい多い師団で 7,000

人くらい。少ない師団で 5,500 人くらい隊員が

いるのが師団、旅団というのは 4,000 人くらい

ですけれどもそういった組織を持っていまして、

それを全国に 15 個持っています。それに都道府

県を担任させています。北海道には4つあります。

東北には 2 つあります。関東甲信越には 2 つあ

ります。中部から中国四国までで 4 つあります。

九州沖縄で 3 つあります。そういうふうに分け

ていまして、それぞれこの県はこの師団、旅団長

が担当しなさいというように決めています。そし

て、その与えられた場所に、敵のミサイルが飛ん

で来たら、そこを守るのも師団長の役目ですし、

災害派遣という事態が起こってもその師団長の仕

事になっています。この関西の 2 府 4 県は、第

3 師団という管轄になっています。第 3 師団長

という一人のトップの人が 2 府 4 県を担任して

いるということになっています。例えば、中部の

三重で愛知とか石川県とか福井県とかは第 10 師

団というところが担任していまして、10 師団長

という人がトップでいます。中国 5 県は 13 旅

団長という人が担任していますし、四国 4 県は

14 旅団長という人が担任しています。そこへミ

サイルが飛んできたり、災害が起こったりすると、

そこの師団長あるいは旅団長が対応するというよ

うになっています。2 府 4 県を担任する第 3 師

団というものの形ですけれども、部隊をそれぞれ

2 府 4 県のいろんなところに置いています。例

えば第 7 普通科連隊、京都の福知山に置いてい

ます。第 36 普通科連隊というのは伊丹に置いて

います。例えば戦車は滋賀の高島市ですね、第 3

特科隊は姫路市とかそういうふうにいろんなとこ

ろに置いて災害派遣とか、いざという時の防衛任

務を担任するようにしています。ただ、同じ 2

府 4 県にはこの師団とは関係ない部隊がありま

す。以前私がいました、第 4 施設団ですとか、

第 8 高射特科群とかそういった部隊があります。

これはその第 3 師団の 2 府 4 県の中にいる部隊

は師団長が指揮していいよというようになってい

ますので、いざという時にはこの第 4 施設団と

か第 8 高射特科群というのは第 3 師団長が指揮

をするというように決められています。先ほど説

明しました通り、このように 2 府 4 県にはいろ

んな部隊があるなと、ないのは、奈良です。和歌

山にはただ御坊市というところに 100 人くらい

の小さな駐屯地があります。150 メートル×

150 メートルくらいの面積、3 ヘクタールない

ですね、3 ヘクタール弱の小さな駐屯地がありま

す。このように 2 府 4 県にそれぞれに駐屯地が

ありまして、災害になったらそれぞれ近くの駐屯

地が対応するんですよというふうに決められてい

ます。大久保は京都の南にありますので、京都府

宇治市から奈良県全体を担任しなさいというふう

に決められています。ここまで陸海空自衛隊の体

制、特に第 3 師団の体制を説明してきました。

　では、どのようなことで自衛隊は災害派遣に行

くんでしょうか？説明していきます。なぜかよく

分からないですけれども、近ごろ災害が多いです

ね、地震とか豪雨とか。実は私、昭和 61 年に防

衛大学校というところを卒業したんですけれど

も、その時に、その時の防衛大学校の教授からで
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すね、クラス担任みたいな教授がいらっしゃるん

ですけれども、その教授から言われたのは、君た

ちは海外に行くこともないし、国民から認められ

ることもあんまりないかもしれないけれど、自衛

隊生活これから 30 数年、でも頑張るんだよと言

われました。今だによく覚えているんです。けれ

ども、それから 10 年もしましたらカンボジア

PKO として海外に出ました。また、近ごろここ

に書いてあるように、いろいろと災害があります

から、もう国民の目に自衛隊の災害派遣が映らな

い年はないですね、自衛隊ほんとうに活躍してい

ると思います。自衛隊が活躍するということは国

民の方に不幸が起こっているということですか

ら、本来なら自衛隊が活躍していないのが一番い

いんですけれども。でもほんとに平成の後半に

なってから、自衛隊が災害派遣をしなくちゃいけ

ないような事態や災害が数多く起こっています。

　自衛隊は、軍隊ですから、むやみやたらに災害

派遣をしてるわけではありません。ルールという

ものが決まっています。まず、要請ができるのは

誰ですかというと、基本的には都道府県知事です

ね、空港を管理する人、あるいは海上保安庁。例

えば、第 5 管区海上保安本部というのがありま

すけれども、神戸の方に。そういう立場の人しか

できません。市町村長はできないんです。都道府

県知事ができるようになっています。例えばです

けど、トヨタの工場が燃えています、日産の工場

が燃えていますと言っても自衛隊は行くことはな

いんです。それが飛び火して一般の方の住宅に火

が移れば、もしかしたら出動するかもしれません。

でも日産の工場が燃えているからといって行くこ

とはないんです。それは災害派遣のルールで取り

決めておりまして、3 つあります。①公共性があ

るか、②緊急性があるか、③非代替性があるかと

いうことです。やっぱり公共性というのが大事な

んですね。そうしないと、誰か大地主の山が燃え

てるからその大地主のためにと言われても行けな

いんです。山が燃えてるもう手が付けられない、

しかも民家まで影響を受けるかもしれない。そう

すると陸上自衛隊のヘリが飛んで行くんです。

やっぱりヘリじゃないと山火事なんかはなかなか

消せないですからね。やっぱり公共性がないとダ

メなんです。また、緊急性がないとダメなんです。

もう、自衛隊が来て、すぐにやらないとだめです

よと。結構よくあるのが、北海道にいるとですね、

山菜を採りに行ったおばあちゃんが行方不明に

なったので自衛隊をお願いしますというのがある

んです。これは実は災害派遣を行っているんです。

災害派遣として出動しているんです。これは国民

の生命と財産を守るという建つけで緊急な事態だ

と。おばあちゃんが北海道で一晩越したら、冬の

北海道を一晩越しちゃうともう命に関わるかもし

れないので緊急性があると。しかもいっぺんに大

人数を出せるのは自衛隊しかいないという非代替

性というところで出動しているんですね。なので、

北海道では自衛隊は行方不明者捜索によく出動し

ています。例えば、鳥インフルエンザでいろんな

ところへ出動したり、豚熱で出動したりしていま

すが、奈良県でもある養鶏場とかに出動したりし

ましたけれども、その養鶏場のために行っている

訳ではなくて、そこで出た鳥インフルエンザが隣

に飛び火するのを防ぐために行っているんです。

鳥インフルだとすぐに鶏を殺さないとどんどんど

んどん広がるでしょうと。そういったことから３

つの要件を満たすので出動しています。なかなか

そのへんの解釈はちょっと難しいところもあるん

ですけどね。

　それでいろんな災害があるとよく迷彩服の人た

ちがテレビで映ったりします。なんであんなに早

くに出ることができるのという質問を伺ったこと

があります。自衛隊、陸海空自衛隊そうですけれ

ども、例えば航空自衛隊ですと、いつ飛行機が落

ちるか分からないわけですね。海上自衛隊だとい

つ船が転覆するかわからない。ということがあり

ます。当然 365 日そういったことが発生しても

対処できるように警戒態勢をとっています。当然、
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陸上自衛隊も駐屯地と呼ばれるところにはだいた

い小さいところでも 10 人、大きな駐屯地ですと

30 人から 40 人の体制を 365 日取っています。

その人たちは当然今日あなた当番ですよと言われ

たら、その当番の人はお酒も飲みませんし、いつ

でも出動できるようにしています。それがだいた

い 30 人から 40 人くらい。大久保駐屯地ですと

だいたい 30 人ぐらいの体制をとっています。小

さな駐屯地があります。先ほど言った 100 人く

らいの駐屯地ですと 10 人以下 7，8 人というと

こもありますが、通常は 30 人くらいで体制を

とっている。いざ大雨で出動する。例えば、私が

行った紀伊半島大水害の時には災害派遣お願いし

ますと奈良県から言われたのが夜中の 1 時ぐら

いです。その後、体制を取っていた 30 人は 2

時には出発しているわけです。お酒も飲まないで

待機していますし、雨が降っているから出る可能

性はあるかなと思って過ごしています。紀伊半島

大水害の際には、大久保駐屯地から出発して明け

方のだいたい 7 時くらいに五條市の災害現場に

着きました。体制をとっているのでさっと出られ

るんですね、自衛隊は。災害の規模を考えると、

当然 30 人だけでは足りませんので大久保駐屯地

全員に出動がかかって出勤してきます。そうする

と先ほども、ちょっと説明しましたように準備命

令を発令します。こんな準備しろと。例えば、今

から十津川に行くぞと 1 週間の準備をしろと言

うとそれまで訓練されていますので、100 人が

1 週間行くと一日 300 食、食べますから、1 週

間分だと 2,100 食、食べるわけですね。10 日

間準備しろ、1 週間準備しろと言っただけで活動

する際のそれぞれの所掌がありますので、そうい

う人たちは、例えば燃料はドラム缶 10 本なのか、

20 本なのかを自分たちで見積もって積み始めま

すし、食事を準備する部署の人は 100 人で 1 週

間ですか、うんと言ったらもう勝手に準備を始め

ます。何を持っていきますかと言ったら、道路を

啓開するための油圧ショベルとバケットとドー

ザー１台くらい持っていくかと、それでもう勝手

に積み始めます。そういうような訓練を行ってき

ていますので、素早く対応ができます。先ほど言

いました 30 人分はいつも車に食料や燃料、当面

必要な機材など 3 日分積んでいるんですよ。9

食× 30 人分、車にいつも積んでいるんです。行

けと言われたらもう車に飛び乗って行くだけなん

です。従って最初に行って、例えばですね、大型

車はここに入れますとか、あるいは市町村からど

こどこの学校を借りましたとか、だから学校を目

標として来るようにしてくださいと。そういった

ことをこの先に出動した部隊が調整して決めま

人・自然の調和をめざして豊かな環境を創る
建設コンサルタント

代表取締役 山 﨑   裕 生
本　社 /〒910-0841  福井市開発町第 20 号 6 番地 

兵庫支店・坂井支店・滋賀支店・敦賀営業所・淡路出張所・金沢事務所

TEL(0776)52-8400
FAX(0776)52-8401
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す。そしてそこを目指してみんなが出発していく

というようになっています。現地で活動すると、

当然 1 週間すれば隊員も疲れますので交代が必

要ですね。そこは先ほど言いました師団長が交代

の計画をして 7 日ぐらいたったら、はい次に交

代ですと言って交代の人と入れ替わります。例え

ば、福知山の人が活動していたら、次は伊丹の人

が行きなさいとなって、伊丹の人が入っていく。

だから迷彩服を着ていると誰が誰だかわかりませ

んが、逐次交代しながらやっていくというのが災

害派遣の実態です。自衛官ですから、長い期間で

きるでしょうと言われても我々も限界があります

から、1 か月も 2 か月もずっといるというわけ

にはなかなかいかないので。テレビではみんな迷

彩服を着ていることから交代したのは気づかない

ですけれども、そのように定期的に交代していま

す。

　ここからは、私は、本日、奈良県の職員の立場

で講演をさせていただいていますので、奈良県の

防災ということで、今、五條市で整備を進めてい

る奈良県大規模広域防災拠点について説明させて

いただきます。目指しているのは、奈良県内ばか

りではなく紀伊半島全体の防災拠点となる奈良県

大規模広域防災拠点の整備を今進めているところ

です。自衛隊とか消防とか警察とかの機関が紀伊

半島大水害並みの災害が起こった時に使える一定

程度の面積がある土地っていうのが少ないんです

ね、紀伊半島には。従って災害救助に携わる消防、

警察、自衛隊が集まれるような場所を作りましょ

うというのが目的です。近年発生が近いと言われ

ている南海トラフ地震、特に三重、和歌山が危な

いと言われています。東日本大震災みたいな地震

が起こると当然ですけど、紀伊半島沿岸部もだい

ぶやられるというのが大方の予想です。実は、南

海トラフ地震が起こると和歌山県は、見積もりに

よると死者 8 万人と言われています。また、負

傷者は 4 万人と言われています。死者 8 万人で

総合建設コンサルタント

株式会社 西播設計
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まちづくりを目指します。

代表取締役 永井晴夫
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負傷者 4 万人っておかしいじゃないの、行政の

見積もりはそうなんです。南海トラフ地震は 30

年以内に 8 割の確率で起こると言われています。

国はですね、「 南海トラフ地震における具体的な

応急対策活動に関する計画 」というものを作って

おりまして、その中で当然静岡からずっと宮崎県

まで南海トラフ地震が起こると大きな被害を受け

ますので、大規模な防災拠点、例えば物資をそこ

に集めたり、全消防、警察、自衛隊がそこに集まっ

たりという場所を決めています。静岡空港、名古

屋飛行場、名古屋港、そして熊本空港、大分スポー

ツ公園という五か所を決めています。五か所決め

ていますが、肝心の四国とか紀伊半島は決めてな

いですね。決めてないというか、ないんですね、

大規模な防災拠点が。従ってこのちょうど紀伊半

島の真ん中にある五條市に大規模な広域防災拠点

を作りたいなということで整備に取り組んでいま

す。太平洋側に大きな防災拠点、そこに行けば物

もある、ヘリコプターも停まれる、警察も自衛隊

も集まれる土地もあるという場所ができるという

ような構想です。

　奈良県としては五條市に大規模防災拠点という

のを作ろうと整備を進めています。当然、五條市

はここですから紀伊半島のだいたい真ん中です

ね。今、京奈和道ができまして、あと紀伊半島ア

ンカールートと言って 168，169 号を今一生懸

命海岸線の方へ整備を進めつつ延ばしているとこ

ろです。五條市はちょうどそこの起点になるよう

な場所です。奈良県は京奈和自動車道沿いに病院

もありますので、その病院を利用していただけた

らなということで、五條市というところで、一生

懸命作ろうとしています。具体的にはどこに作る

のというところですけど、お分かりの方、この黄

緑は京奈和自動車道です。24 号線がこちらの方、

紀の川市のところの手前の、五條西インターのと

ころに上野公園というのがあります。大きな体育

館と運動場と野球場、そういったところがありま

す。その南側にプレディアゴルフ場というのがあ

りまして、そこを計画地として整備できないかと

いう話をしています。多分この中にはお世話に

なった方もいらっしゃると思うんですが、そうす

るとこのゴルフ場全部を買い取って、そこに防災

拠点を整備しようとしています。なかなか息の長

い話でして、最終的にはこういう 2,000 メート

ルの滑走路を造りたいなと思っていまして、

2,000 メートルあると大多数の航空機がここに

着陸できますので、万一、南海トラフ地震が起こっ

ても多くの方の命を救えるんじゃないかと思って

います。ただゴルフ場はちょっと山の中にありま

すのでバイパスを造るよう計画しています。南海

トラフ地震はいつ起こるか分かりませんので、と

りあえずゴルフ場の中を 5 ヘクタールくらいの

平場を造って、いつ地震が起こってもいいですよ

という態勢をとりあえず取っておいて、それから

周りの造成を進めていけたらなと思っています。

山と平野部の中腹にあるんですね、プレディアゴ

ルフ場というところは。従って、ちょっと盛り土

しないといけないです。土地全体が斜めですから。

土盛り用の土が必要となります。この土はリニア

新幹線の掘削土を利用できないかと考えていま

す。リニアが奈良を通れば当然、三重から来る。

そして大阪に抜けて行きますから、ほとんど奈良

県内はトンネルになるんですね。新大阪の高さと

奈良の高さは全然違いますから。トンネルにしな

いと勾配が付きすぎてリニアが走られませんの

で、そうするとトンネルを掘らないといけない。

トンネルを掘れば当然土が出てくる。そうすると

このプレディアの片勾配のところの土地を真っす

ぐにできるんじゃないかと。そうしますと、最終

的には、この滑走路を東側に延ばしてかつ西側に

も延ばして最終的には 2,000 メートルの滑走路

を造りたいなと思っているところです。

　終わりに、最後はもう実は自衛官を終わったの

でこういうお願いをするのもおかしいのですけれ

ども、先ほど言いました通り、陸上自衛隊の定員

は 15 万人ですが、14 万人しかおりません。な
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かなか募集が厳しいということもありまして。是

非とも、何かいい情報がありましたら、身近な方

に自衛隊いいねという方がおられましたら、私に

ご一報いただくと自衛隊に繋ぎますので是非とも

お願いしたいなと思います。陸海空ありますけれ

ども、陸海空、当然、活動する場所が違いますの

で、航空自衛隊は空ですし、海上自衛隊は海です

し、陸上自衛隊は日本の陸の上でやりますのでい

わゆる別会社なんです。ただ、別会社なんですが、

別会社であるがゆえに自衛隊に入ると好きな、い

ろんな職というか、あります。車の整備の好きな

人もおりますし、音楽が先ほども言いましたが、

好きな人もおりますし、ありとあらゆる職があり

ますので是非ともご興味がある関係の方がいらっ

しゃいましたらご一報いただければありがたいな

と思っています。

　いろいろと 1 時間半にわたっていろいろなこ

とをしゃべらせていただきました。自衛隊という

のはいろんなところで活動しておりますが、その

基礎的な知識を分かっていただければと思いま

す。あと、もう一つ分かっていただきたいのは、

やっぱり国際情勢が厳しいんだなと、例えば同じ

島国でもイギリスの隣が、海岸を挟んだ隣がフラ

ンスですから、でも悲しいかな日本の、日本海を

挟んだ向こうは北朝鮮ですし、ロシアですし、中

国ですね。その違いが大きいんです。従って防衛

費についていろんな声がありますが、そのあたり

を解かっていただきますと防衛費をもうちょっと

上げてもいいのかなというのも解かっていただけ

るかなと思います。やっぱりヨーロッパの環境と

ですね、この日本周辺の環境はやっぱり違います

ね。ロシアも、中国も、北朝鮮も核兵器を持って

います。100万人近い軍隊をそれぞれの国が持っ

ているというのと、一方、イギリス、フランス、

イタリア、ドイツ。10 万人以下の軍隊しかいな

いですけれども、それは彼らは彼らで相互に信頼

があるからですね。やっぱり、そういう国際情勢

をご理解いただいて陸海空自衛隊の存在意義を分

かっていただければなと思います。

　1 時間半にわたってありがとうございました。

引き続き、よろしくお願いいたします。

補償コンサルタント登録（第４７５号）
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ペキン
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２ 自衛隊の現状

᪥ᮏ࿘㎶の状ἣ
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２ 自衛隊の現状

陸・海・空自衛隊の現状

自衛官の定員と現員
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 令和３年度　独禁法講習会

       　　　　　　　公正取引委員会事務総局　近畿中国四国事務所

　 　　　　経済取引指導官　石本　将之

　令和４年２月２４日(木)に独禁法講習会を開催

しました。

　昨年度同様、コロナ禍により集合形式での開催

が困難であったため、Web開催による講習会と

しました。

　テーマは昨年度と同様「独占禁止法の遵守と最

近の状況」として、昨年度に引き続き、公正取引

委員会事務総局　近畿中国四国事務所の経済取引

指導官である石本将之氏をお迎えし、ご講義頂き

ました。

　講義では、

　１．独占禁止法違反行為の概要

　２．独占禁止法に違反すると‥‥

　　　　排除措置命令、課徴金納付命令、罰則

　３．独占禁止法違反を防ぐために

　　　　原則と留意点

　　　　事業者団体ガイドラインと相談事例

　　をテーマに、最近の事例などを紹介しながら

　ご講義いただきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（敬称略・文責　事務局）
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　令和４年１月17日（月）に物件補償の実務に

ついての説明会を開催しました。

　物件部門は、補償コンサルタントの登録部門の

中で、この10年間、受注件数、受注金額とも圧

倒的に１番多いということもあり、皆さんの興味

があることから、Web開催（Zoom使用）なが

ら、会員82名、非会員3名、計85名の多くの方

が参加されました。　

　この説明会はまず、【損失補償の基本的考え方

と建物移転補償を中心に】との副題にあるよう

に、損失補償基準における位置づけや、用地補償

（総論）、損失補償基準における補償の一般原則

などが説明されました。

　次に、建物移転補償の実務として、以下のこと

が説明されました。

　・関連する主な基準、要領等について。

　・移転先を認定する際の、有形的検討、機能的

検討、法制的検討、経済的検討などの要素。

　・関連移転の判断について。

　・建物移転工法の種類と各移転工法の内容。

　・建物移転料の構成や耐用年数の判断。　など

　トピックスとして、

・令和３年度損失補償算定標準書等の主な改正点

　として、

　　機械設備調査算定要領の改正について。

・令和２年度損失補償算定標準書等の主な改正点

　として、

　　木造建物調査積算要領の解説（改訂版）につ

　　いて。

　　非木造建物調査積算要領の解説（改訂版）に

　　ついて。

　　附帯工作物調査算定要領の解説（改訂版）に

　　ついて。

　　機械設備調査算定要領の解説（改訂版）につ

　　いて。

　　など、幅広く多岐にわたって丁寧な説明があ

　りました。

　　

　今年度４回目のWeb研修（講演会も含むと５

回目）ということもあり、大きなトラブルもなく

進行したとは思っていますが、受講者に対して、

資料の見せ方の工夫（講師が説明している箇所が

はっきりとわかるようにする）など改良の余地が

あると感じました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（敬称略・文責　事務局）

  令和３年度「物件補償の実務」についての説明会

       　　　　　　株式会社　ユニオンリサーチ　　　　　　　

　　 　　　　代表取締役　小笠　博幸
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物௳補償の実務

䛆㢟䠖損失補償のᇶᮏ的考䛘᪉と建物移転補償を୰ᚰに䛇

᪥ᮏ補償䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖༠㏆␥ᨭ㒊䠄ᑠ➟䠅

௧３ᖺᗘ◊ಟ

物௳補償の実務

損失補償ᇶ‽に䛚䛡る置䛵䛡

ᅵ地➼のྲྀᚓにಀる補償䠄ᅵ地௦㔠➼䠅

ᅵ地➼の⏝にಀる補償䠄地ᩱ➼䠅

ᅵ地➼のྲྀᚓ䜎䛯は⏝によ䜚㏻ᖖ⏕
䛪る損失の補償䠄㏻損補償䠅

損
失
補
償
基
準

物௳
移転ᩱ

䛭の
㏻損

建物移転ᩱ、ᕤస物移転ᩱ

ᗞᮌ補償➼䠄❧➉ᮌ補償䠅

ື⏘移転ᩱ、௬ఫᒃ➼補償、
ᐙ㈤ῶ補償、ᐙே補償、
ᨵⴿ補償、⚍䛧ᩱ、移転㞧㈝

Ⴀᴗ補償など

䛭の㏻損䠄上グ௨እのもの䠅

ᮏ᪥のㄝ᫂のᴫ要

䕿損失補償ᇶ‽に䛚䛡る置䛵䛡

䕿⏝地補償䠄⥲ㄽ䠅 ・・・䛂බඹ⏝地ྲྀᚓ・補償の実務䠄⸨ᕝ┾⾜ⴭ䠅䛃

䕿損失補償ᇶ‽に䛚䛡る補償の୍⯡ཎ๎ ・・・・・・䛂 ྠ 上 䛃

䕿建物移転補償の実務 ・・・・・・䛂᪥ᮏ補償䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖༠䛃

䚽建物の補償 ・・・・・・䛂⏝地ྲྀᚓと補償 䠄᪂ゞ9∧䠅䛃

䕿䝖䝢䝑䜽䝇

䕻௧３ᖺᗘ損失補償⟬定ᶆ‽᭩➼のなᨵṇⅬ
・機Ეタഛㄪᰝ⟬定要㡿のᨵṇに䛴いて

䕻௧２ᖺᗘ損失補償⟬定ᶆ‽᭩➼のなᨵṇⅬ

・ᮌ造建物ㄪᰝ✚⟬要㡿のゎㄝ䠄ᨵゞ∧䠅に䛴いて

・㠀ᮌ造建物ㄪᰝ✚⟬要㡿のゎㄝ䠄ᨵゞ∧䠅に䛴いて

・㝃ᖏᕤస物ㄪᰝ⟬定要㡿のゎㄝ䠄ᨵゞ∧䠅に䛴いて

・機Ეタഛㄪᰝ⟬定要㡿のゎㄝ䠄ᨵゞ∧䠅に䛴いて

⏝ᑐ㐃ᇶ
‽➨28᮲
䡚➨59᮲

⏝ᑐ㐃ᇶ‽➨28᮲

⏝ᑐ㐃ᇶ‽➨38᮲䡚➨42᮲の2

2

建物移転補償の実務

䠍䠊㛵㐃するなᇶ‽、要㡿➼に䛴いて

・බඹ⏝地のྲྀᚓにకう損失補償ᇶ‽ 䛆ᇶ‽䛇 37ᖺ10᭶12᪥
⏝地ᑐ⟇㐃⤡Ỵ定

・බඹ⏝地のྲྀᚓにకう損失補償ᇶ‽⣽๎ 䛆⣽๎䛇 38ᖺ3᭶7᪥
⏝地ᑐ⟇㐃⤡Ỵ定

・建物移転ᩱ⟬定要㡿䠄䠅䛆要㡿䛇

䠄ูῧ୍䠅ᮌ造建物ㄪᰝ✚⟬要㡿

ูῧ䠍 ᮌ造建物ᅗ㠃సᡂᇶ‽

ูῧ２ ᮌ造建物ᩘ㔞✚⟬ᇶ‽

䠄ูῧ䠅㠀ᮌ造建物ㄪᰝ✚⟬要㡿

ูῧ䠍 㠀ᮌ造建物ᅗ㠃సᡂᇶ‽

ูῧ２ 㠀ᮌ造建物ᩘ㔞ィ ᇶ‽

ูῧ３ 㠀ᮌ造建物ᕤ内ヂ᫂⣽᭩ᘧ

䠄ูグ䠅᭥ᐙ移転ᩱ⟬定要㡿

ᮌ造建物ㄪᰝ✚⟬要㡿のゎㄝ

㠀ᮌ造建物ㄪᰝ✚⟬要㡿のゎㄝ

17

ᖹᡂ28ᖺ3᭶23᪥
୰ኸ⏝地ᑐ⟇㐃⤡༠
㆟䠄୰ኸ⏝ᑐ䠅理
⏦䛧合わ䛫

ᅜᅵ㏻┬
ᅵ地・建タ⏘ᴗᒁ
⥲務ㄢබඹ⏝地ᐊ

建物移転補償の実務

損失補償⟬定ᶆ‽᭩との㛵ಀ䠄ᶆ‽的なྲྀᢅい䜔㐠⏝を┠的と䛧てసᡂ䛥れ䛯䠅

損失補償⟬定ᶆ‽᭩とは、損失補償㢠の⟬定にᚲ要な⟬定᪉法䜔༢౯を定䜑ることにᅉ䜚、合理的、බᖹか䛴な補償㢠

の⟬定を⾜う┠的で、⏝地ᑐ⟇㐃⤡༠㆟がసᡂ䛧䛯ものです。

䛂┠的䛃

⏝地補償⟬定ᴗ務を⾜うに当䛯䜚、㐺ṇか䛴බᖹな損失補償㔠㢠の⟬定をに⾜う┠的で、補償㡯┠䛤とに、⟬定᪉法、ᶆ

‽Ṍ䛚よび༢౯を♧䛧䛯ものです。

䛂構ᡂ䛃

බඹ⏝地のྲྀᚓにకう損失補償ᇶ‽䛚よびྠ⣽๎➼につ定䛥れている補償㡯┠のう䛱䛭の⟬定に䛴いて、䛭の損失補償㢠が

⟬定できるよう構ᡂ䛧てい䜎す。

Ϩ ᇶ‽・要㡿⦅

ϩ ༢౯⦅

Ϫ 内ヂ⦅

ϫ ᕤ損⦅

సᴗの౽ᐅをᅗる䛯䜑、ᶆ‽的なものを定䜑䛯ものです。᪥ᮏᅜの㉳ᴗ⪅は、䛂損失補償ᇶ‽➼䛃を㐺ṇに㐠⏝䛧てい䛟䛯䜑、

≉Ṧながない㝈䜚、このᶆ‽᭩をᇶ‽に⟬定➼が⾜われてい䜎す。

ලయの௳にಀる損失補償㢠⟬定にあ䛯って、補償䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖と䛧てもこのᶆ‽᭩を⏝することが⩏務䛡られていること

から、⤖ᯝと䛧て⿕補償⪅にᑐするලయの補償㢠に䛴いては、とのᆒ⾮を失するようなはᑡないものとᮇᚅ䛥れて䛚䜚䜎す。
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２䠊建物移転補償のᇶᮏཎ๎に䛴いて

19

䛂建物移転ᩱに䛴いて䛃 ・・・ ᇶ‽➨28᮲

・㏻ᖖጇ当と認䜑られる移転先

・㏻ᖖጇ当と認䜑られる移転᪉法

※㏻ᖖጇ当と認䜑られるとは？ ・・・ ᐈほ的に䜏て䛂こうするのが⮬↛䛰䜝う䛃

㉳ᴗ地内の建物 ・・・ ㉳ᴗ地እに移転䠄බᅬᴗなどの୍㒊のእを㝖䛟。䠅

建物の移転 ・・・ 補償ዎ⣙の⥾⤖ → 建物ᡤ有⪅が移転を⾜う䠄㏻ᖖ䠅

補償㔠㢠の⟬定 䛂移転ᕤ法䛃 ・・・ ㉳ᴗ⪅が認定

建物のᶆ‽的移転ᕤ法䠄⣽๎➨15䠅

・⠏ᕤ法䠄構እ⠏ᕤ法、構内⠏ᕤ法䠄ྠ✀ྠ➼建物ཪは↷ᛂ建物䠅䠅

・᭥ᐙᕤ法 ・ᨵ造ᕤ法

・㝖༷ᕤ法 ・ඖᕤ法

これによって移転するのにᚲ要な
㈝⏝を補償する。

建物移転補償の実務

３䠊移転先の認定に䛴いて

３－䠍. 合理的な移転先

20

䛂合理的な移転先䛃の認定䠄ᇶ‽➨28᮲䠅

䕿㛵ಀ⪅がどこに移転するのが合理的か？

残地内に移転䠄構内移転䠅or残地እに移転䠄構እ移転䠅

残地とは ・・・ ཎ๎、ᅵ地ホ౯務ฎ理要㡿でいう୍⏬地の残地

建物

→ 残地㉳ᴗ地←

ᗞᅬ

㌴ᗜ

建物移転補償の実務 䠄３－ϭ.合理的な移転先䠅
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ᅵ地ホ౯務ฎ理要㡿 䠄ᅵ地ホ౯の༢䠅

➨1᮲ ᅵ地のṇᖖなྲྀᘬ౯᱁は、ḟのྛྕの୍に該当するᅵ地䠄௨ୗ䛂⏬地䛃という。䠅を༢と䛧てホ౯するものとする。

䛯䛰䛧、当該ᅵ地の形状➼から୍య的に⏝することがᅔ㞴なものは、୍య的な⏝が可能な⠊ᅖをもって⏬地とするものとする。

୍ ୍➹のᅵ地䠄ḟྕに該当するものを㝖䛟。䠅

 ᡤ有⪅及び⏝⪅を䛭れ䛮れྠ䛨䛟䛧、か䛴、ྠ୍の⏝㏵ཪはྠ୍の⏝┠的に౪䛥れている୍ᅋのᅵ地

※㏆␥地༊⏝ᑐ㐠⏝⏦䛧合わ䛫Ϩ－17䡚2䡚4ཧ↷ 䡡䡡䡡⏬地認定のᇶᮏ䝰䝕䝹

䚽 移転先を検討するう䛘での䛂残地➼䛃とは、どのようなᅵ地のことをព䛧ているか

残地➼とは、ୗグのものをいう

①ྲྀᚓ➼をするᅵ地の残地

②残地に㞄᥋するูの⏝㏵に౪䛥れている⮬ᕫᡤ有地で移転先と䛧て⏝㏵のኚ᭦➼が㏻ᖖጇ当と認䜑られるᅵ地

③残地に㞄᥋䛧、ྲྀᚓすることが☜実とぢられるᅵ地䠄୕⪅ዎ⣙➼でᢸಖ䛥れているもの䠅

ཎ๎は、従前の୍⏝⏬地に䛚いて、移転の可ྰを検討することとなる。

䛯䛰䛧、②ཪは③のᅵ地がᏑする場合には、これらをྵ䜑て移転ᕤ法を検討するᚲ要がある。

な䛚、残地に㞄᥋する⮬ᕫᡤ有地がある場合、ཪは㞄᥋するᅵ地をྲྀᚓするண定があるという䛰䛡では移転先を検討する上での残地

➼とはゝ䛘ない䛯䜑、䛭のような場合には、⏝㏵ኚ᭦䠄㎰地転⏝のチ可、造ᡂ㈝➼䠅䜔ᅵ地㈙の☜実ᛶに䛴いて検ドするᚲ要がある。

䚽 残地➼を移転先と䛧て認定するにあ䛯っては、᳜᱂、⮬ື㌴のಖ⟶場ᡤ䛭のの⏝⎔ቃ㠃を考慮することと䛧ているが、どの⛬ᗘ

考慮するᚲ要があるのか。

᳜᱂、⮬ື㌴のಖ⟶場ᡤ䛭のの⏝⎔ቃ㠃に䛴いては、地ᇦ≉ᛶ、ᒃఫ・Ⴀᴗ実ែ➼によ䜚考慮する⛬ᗘは␗なるものである。

よって、移転ᕤ法を検討できる䛰䛡の残地➼がある場合、有形的、機能的及び法制的検討にあ䛯っては、残地➼がᚋの⏕άཪは⏕

ᴗの場ᡤとなることから、᳜᱂、⮬ື㌴のಖ⟶場ᡤ➼が従前の状ែに‽䛨て☜ಖできるかということをྵ䜑てุ᩿するᚲ要がある。

な䛚、䛂䛭のの⏝⎔ቃ㠃䛃の୍と䛧ては、㎰ᐙఫᏯに䛚䛡る㎰సᴗ䝇䝨－䝇➼が考䛘られる。

建物移転補償の実務

３－２. 移転先の認定

●構内移転が可能かどうかの検討要素

①有形的検討 ②機能的検討 ③法制的検討 ④経済的検討

① 有形的検討

残地に、当該建物の配置及び構造上から物理的・技術的に移転が可能か？

※建物の配置、状況、構造、高低差などを考慮

② 機能的検討

残地に、当該建物の従前の機能が失われないような移転が可能か？

※物理的・技術的に残地への移転が可能であっても、従前の機能を損なう場合は、残地を移転先とすることはできない。

22
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䚽 残地を移転先と䛧て検討する場合、ලయ的にどのような内ᐜに䛴いて検討すれ䜀よいのか

䠘有形的検討䠚

有形的検討とは、残地➼に建物を移転することが物理的に、か䛴技術的に可能であるかに䛴いて、当該建物の配置状況、構造あるい

は残地㠃✚から検討を⾜う。

この検討にあ䛯っては、୍⯡的にḟのようなㄪᰝをあらか䛨䜑⾜って䛚䛟ᚲ要がある。

①ྲྀᚓ㠃✚、残地㠃✚、₽地㠃✚の合

②残地➼の形状、高低差➼

③建物の構造、つᶍ、建⠏ᖺḟ、⥔ᣢಖᏑの状ែ➼

④ᅵ地と建物との置㛵ಀ

䐣ᅵ地の⏝状況

䐤䛭の

䠘機能的検討䠚

機能的検討とは、残地➼に建物を移転することによ䜚、従᮶⏝䛧てい䛯┠的に౪することがᅔ㞴となるかどうかに䛴いて、従前Ꮿ地

の᳜᱂、⮬ື㌴のಖ⟶場ᡤ、⏝⎔ቃ㠃➼を考慮䛧て検討を⾜う。䠄この場合には、࿘㎶地ᇦの㏻ᖖጇ当なᏯ地の᳜᱂、⮬ື㌴のಖ

⟶場ᡤ、⏝⎔ቃ㠃➼もཧ考と䛧て検討するᚲ要がある。䠅

な䛚、場合によっては、ᴗにᨭ㞀とならない建物➼もྵ䜑て機能的な検討を⾜うᚲ要がある。䠄㛵㐃移転䠅

①建物の⏝㏵、⏝状況

②建物の❧地状況

③䛭の

建物移転補償の実務

３－２. 移転先の認定

③ 法制的検討

ྛ✀法つ制䠄᮲、⾜ᨻᣦᑟもྵ䜐䠅とのᩚ合ᛶがとれているか？

・建⠏ᇶ‽法䠄建䜊い⋡、ᐜ✚⋡など䠅

・༴㝤物のつ制に㛵するᨻ௧ など

④ 経済的検討

➨䠍ẁ㝵

有形的検討、機能的検討、法制的検討の⤖ᯝ、残地を移転先と認定䛧䛯場合の移転᪉法のう䛱、

᭱も経済的なものを1䛴に⤠る

䛂構内移転ᕤ法䛃と䛧て௬᥇⏝

➨２ẁ㝵

௬᥇⏝䛧䛯ᕤ法と残地እに移転䠄構እ⠏䠅するᕤ法とを㈝⏝ẚ㍑
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䚽 残地を移転先と䛧て検討する場合、ලయ的にどのような内ᐜに䛴いて検討すれ䜀よいのか

䠘法制的検討䠚

法制的検討とは、残地➼に建物を移転することにᑐ䛧、建⠏ᇶ‽法、䛭ののබ法上の制㝈➼ㅖ法制との㛵ಀに䛚いて法的㐺合ᛶ

の検討を⾜う。

ㅖ法制のをᣲ䛢ると

①建⠏ᇶ‽法に䛚䛡る建䜊い⋡、ᐜ✚⋡➼

②ᾘ㜵法のつ定をཷ䛡䛯䛂༴㝤物のつ制に㛵するᨻ௧䛃に䛚䛡るಖᏳ㊥㞳

③Ἑᕝ法に䛚䛡るಖ༊ᇦのᏑྰ

④高㱋⪅、㞀ᐖ⪅➼の移ື➼ののಁ㐍に㛵する法ᚊ䠄䝞䝸䜰䝣䝸－法䠅

䐣䛭の

な䛚、法制的検討は、බඹᴗの⾜➼による≉つ定䠄建⠏ᇶ‽法➨86᮲の9、ྛ⮬యに䛚䛡る㠃✚要௳の⦆➼䠅も考慮䛧て
⾜うことがጇ当な場合があることに␃ពすること

䠄䠅残地➼に移転することが合理的であると考䛘られるၟᴗタ➼

有形的、機能的及び法制的検討を‶㊊䛧䛯場合に䛚いて、ྛᕤ法の経済的検討を⾜う。

䚽 経済的検討を⾜う㝿の␃ព㡯

ྛᕤ法の経済的検討䠄経済ẚ㍑䠅を⾜う場合には、建物移転ᩱの䜏でẚ㍑するわ䛡でな䛟、移転にᚲ要となる補償㢠に残地補償㢠➼

䠄ཪは残地౯㢠䠅を合⟬䛧䛯補償㢠によ䜚ẚ㍑を⾜わな䛡れ䜀ならない。

建物移転補償の実務

３－２. 移転先の認定

④ 経済的検討 構内移転ᕤ法の経済ጇ当ᛶの検討䠷⣽๎➨15➨1㡯䠄ᅄ䠅➨4ྕの要௳➼の検討䠹

●残地を移転先と認定䛧䛯場合に䛚いても、構内移転ᕤ法の補償⥲㢠が構እ⠏ᕤ法の補償⥲㢠に残地౯㢠をຍ䛘䛯

合ィ㢠を㉸䛘るときは、残地を移転先と認定できない。

構内移転ᕤ法 構እ⠏ᕤ法

㈝⏝ẚ㍑

構内移転ᕤ法 構እ⠏ᕤ法

実㝿に補償する㢠

䠄ὀ䠅ᇶ‽54᮲の2に該当䛧、㉳ᴗ⪅と䛧ても残地ྲྀᚓができる場合に㝈られる
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・建物➼移転ᩱ

・移転にకい㏻ᖖ⏕䛪る損失補償㢠

・残地䠄残ᶒ䠅に㛵する損失及び残地ᕤ㈝

※残地౯㢠が上㝈

・建物➼移転ᩱ

・移転にకい㏻ᖖ⏕䛪る損失補償㢠

・残地౯㢠

・建物➼移転ᩱ

・移転にకい㏻ᖖ⏕䛪る損失補償㢠

・残地䠄残ᶒ䠅に㛵する損失及び残地ᕤ㈝

※残地౯㢠が上㝈

・建物➼移転ᩱ

・移転にకい㏻ᖖ⏕䛪る損失補償㢠

・残地䠄残ᶒ䠅に㛵する損失㢠ཪは残地ྲྀᚓ䠄ὀ䠅

建物移転補償の実務

３－３. 㛵㐃移転

ศ䛧て移転することによって、従᮶の⏝法による⏝౯್を失い、㒊を移転䛥䛫な䛡れ䜀従᮶の┠的に

౪することがⴭ䛧䛟ᅔ㞴となるとき

建物➼ᡤ有⪅のㄳồ

残地内にᏑする建物➼をྵ䜑て、該当する建物➼㒊にಀる移転ᩱを補償する。

※┤᥋ᨭ㞀とならないᗜが、┤᥋ᨭ㞀となるᗑ⯒で㈍䛥れているၟရのಖ⟶に⏝いられている場合

э建物➼ᡤ有⪅からのㄳồがあっ䛯場合、ᗑ⯒がᗜと㞳れ䛯場ᡤに移転すると、従᮶の┠的に౪することがⴭ䛧䛟

ᅔ㞴となるか、㛵㐃移転の検討がᚲ要となる。

27

ᗑ⯒

ᗜ

㉳ᴗ地 残地

建物移転補償の実務 䠄３－３.㛵㐃移転䠅

28

䚽 㛵㐃移転のุ᩿に䛴いて

㛵㐃移転が認䜑られているのは、移転ᑐ㇟となる建物と୍య的に⏝䛥れているの建物➼が、ศ移転によ䜚従᮶⏝䛧てい䛯

┠的に౪することがⴭ䛧䛟ᅔ㞴となる場合である。䠄୍య可ศ䠅

䜎䛪、୍య⏝の⠊ᅖを考䛘䛯場合、㛵㐃移転のᑐ㇟となるものは、ᴗ⏝地と残地に㊬がっている建物➼が有形的にศ㞳䛥れる

場合䛰䛡ではな䛟、䛭れ䛮れศかれてᏑ䛧ている建物➼の機能的ศ㞳もྵ䜎れる。

ḟに、䛂従᮶⏝䛧てい䛯┠的に౪することがⴭ䛧䛟ᅔ㞴䛃とは、⤯ᑐ的な能䛰䛡ではな䛟、⏝することは可能䛰が⏝するにはከ

な౽䜔経㈝を要する場合もྵ䜎れる。

䛧䛯がって、建物の୍㒊ศがᨭ㞀となる場合䜔ྠ୍ᩜ地内に┤᥋ᨭ㞀とならない建物➼がᏑする場合には、前に従前の⏝状況

➼を༑ศにᢕᥱ䛧て䛚䛟ᚲ要がある。

䚽 ୍⯡ఫᐙの場合に䛚いて、従䛯る建物がᨭ㞀となる場合の䛯る建物の㛵㐃移転のุ᩿に䛴いて

ここで␃ពするᚲ要があるのは、୍య可ศの㛵ಀはᨭ㞀となる建物によ䜚ኚわるものではないということである。

䛘䜀୍⯡的なఫᐙでぢて䜏ると、䛯る建物䠄ẕᒇ䠅がᨭ㞀とな䜚、従䛯る建物䠄物置䠅を୍య可ศとุ᩿するのであれ䜀、従䛯る

建物䠄物置䠅がᨭ㞀となっ䛯場合、ᨭ㞀とならない䛯る建物䠄ẕᒇ䠅も୍య可ศと考䛘られるということである。

䛧か䛧ながら、䛯る建物にẚ䜉、従䛯る建物に䛴いては残地➼に䛚䛡る配置➼の制⣙がᑡないと考䛘られる。よって、䛯る建物を

㛵㐃移転䛥䛫るかどうかに䛴いてはよ䜚ៅ㔜にุ᩿するᚲ要がある。

建物➼ᡤ有⪅のㄳồに䛴いて

⏝ᑐ㐃ᇶ‽⣽๎➨15 1 䠄୕䠅・・・建物ᡤ有⪅のㄳồによ䜚、当該地の建物➼を移転するのに要する㈝⏝を補償するものとする。
㛵㐃移転は┦ᡭ᪉のㄳồによ䜚⾜うことと䛥れて䛚䜚、このㄳồは᭩㠃による場合䛰䛡ではな䛟、ཱྀ㢌によるㄳồでも可能であるが、

䛭の場合には⏝地΅グ㘓➼によ䜚㛵㐃移転のㄳồがあっ䛯実を᭩㠃によ䜚残䛧て䛚䛟ことに␃ពする。

建物移転補償の実務

䠐䠊建物移転ᕤ法の認定に䛴いて

䠐－䠍. 建物移転ᕤ法の✀㢮

䠄ϸ䠅⠏ᕤ法 ḟの①䡚③のい䛪れかに該当するときに᥇⏝するᕤ法

①䛆構እ⠏ᕤ法䛇

残地௨እのᅵ地に従前の建物とྠ✀ྠ➼の建物を建⠏することが合理的と認䜑られる場合

②䛆構内⠏ᕤ法䛇

従前の建物とྠ✀ྠ➼の建物を、᳜᱂、⮬ື㌴のಖ⟶場ᡤ䛭のの⏝⎔ቃの㠃を考慮䛧䛯上で残地に建⠏することが

合理的と認䜑られる場合
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建物

㉳ᴗ地

建物

建物

㉳ᴗ地
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䚽 従前の建物が」ᩘの⏝㏵に౪䛥れている場合ཪは」ᩘ建物がᨭ㞀となる場合、⏝㏵の୍ẖཪは୍建物ẖに移転先を認定すること

のලయ的なྲྀ䜚ᢅいはどのようになるのか

ᗑ⯒වఫᏯのように䠍Ჷの建物が」ᩘの⏝㏵に౪䛥れている場合、残地➼のᩜ地᮲௳からてを残地内に⌧することが可能で

あれ䜀、୍㒊䠄䛘䜀ᗑ⯒㒊ศ䠅を残地➼に残䛧の⏝㏵䠄ఫᏯ㒊ศ䠅を残地➼௨እのᅵ地に⌧する᪉法が考䛘られる。

䠄ᛂ⏝ᡭ法と䛧てのศ⠏ᕤ法䠅

な䛚、⏝㏵上の機能ศの検討にあ䛯䜚␃ពする䜉き㡯と䛧て、

①残地にᏑする建物をᨵ造することで、従前の機能・౯್をⴭ䛧䛟損なうことがないか。

②ᨵ造㒊ศのᕤが構造上・技術上可能で従前の⏝形ែの⥔ᣢが可能か。

③ᨵ造にకい、建物のᬒほをⴭ䛧䛟損なっていないか。

➼に䛴いての検討も༑ศに⾜うᚲ要がある。

䜎䛯、⏝㏵の␗なる」ᩘの建物がある場合、୍㒊を残地➼に残䛧、を残地➼௨እのᅵ地で⌧する᪉法も考䛘られる。この場合、

୍య的に⏝䛥れているྛ建物がศ移転によ䜚従᮶⏝䛧てい䛯┠的に౪することがⴭ䛧䛟ᅔ㞴となることがないように␃ពするᚲ

要がある。

䚽 ඹྠఫᏯᩜ地の⣙༙ศがᴗにᨭ㞀とな䜚、建物はて㉳ᴗ地内にᏑするような場合、ศ移転も検討するᚲ要があるのか

ཎ๎的には、従前のつᶍで有ຠά⏝䛥れてい䛯ものである䛯䜑、⌧ᅾのᡞᩘてをྠ୍ᩜ地内に䛚いて機能ᅇするᕤ法が合理

的な移転ᕤ法であると考䛘られる。

䛯䛰䛧、୍⯡的にඹྠఫᏯは機能的にศすることが可能である場合がከ䛟、㏆㞄にあるඹྠఫᏯ䠍Ჷあ䛯䜚のᡞᩘ䠄つᶍ䠅の実ែ

をㄪᰝ䛧、ᑠつᶍのᡞᩘ䠄⌧ᅾのつᶍの༙ᩘ⛬ᗘなど䠅のඹྠఫᏯが実㝿ከ䛟ศᕸ䛧ているようであれ䜀、⌧ᅾのᡞᩘてを残地に

ᐜすることがฟ᮶ないこと䛰䛡を理⏤に䛧て、残地が合理的な移転先ではないとゝいษれない。

よって、䛭のような場合にはศ移転も検討䛧、経済的検討を⾜っ䛯ᚋに合理的な移転ᕤ法を認定するᚲ要がある。この場合、有形

的及び法制的検討も⾜うことはゝう䜎でもない。䠷㛵ᮾ地᪉ᩚഛᒁ⏝地㒊䠖建物移転ᕤ法䝬䝙䝳䜰䝹䠄䠭䠃䠝䠅䠄䠅ᖹᡂ25ᖺ3᭶13᪥䠹
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建物移転補償の実務

䠐－䠍. 建物移転ᕤ法の✀㢮

③䛆↷ᛂ建物による構内⠏ᕤ法䛇

従前の建物の機能を☜ಖする䛯䜑にᚲ要と認䜑られる᭱低㝈の建物㝵ᩘのቑຍཪは建物の形状のኚ᭦୪びに

これらにకうᗋ㠃✚のቑຍ、構造のኚ᭦ཪはタഛのタ置を⾜うことによ䜚、従前の建物とྠ➼のつᶍであ䜚、か䛴

᳜᱂、⮬ື㌴のಖ⟶場ᡤ䛭のの⏝⎔ቃの㠃に䛚いて従前の建物に↷ᛂする建物を残地に⌧䛧、従前の⏕

άཪはႠᴗを⥅⥆することができると認䜑られるとき

31
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建物移転補償の実務 䠄䠐－䠍.建物移転ᕤ法の✀㢮䠖↷ᛂ建物䠅
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䚽 ↷ᛂ建物による移転ᕤ法を検討する上での␃ព㡯

従前の建物に↷ᛂする建物䠄௨ୗ䛂↷ᛂ建物䛃という。䠅とは、ཎ๎と䛧て従前の建物とྠ✀ྠ➼のᮦᩱを⏝䛧䛯ものと䛧、機能のቑ

ຍとならない建物とする。

䛧䛯がって、↷ᛂ建物の検討に䛚いては、構造・㒊ᒇᩘのኚ᭦、㝵ᩘのቑຍ及びᗋ㠃✚のኚ᭦に䛴いてはᚲ要᭱ᑠ㝈にする䜉きで

ある。な䛚、これらのኚ᭦をకう場合には、ኚ᭦を⾜うことがᚲ要となる理⏤を᫂☜に䛧な䛡れ䜀ならない。

䜎䛯、↷ᛂ建物を検討する場合は、」ᩘの有形的、機能的及び法制的検討を⾜い、‶㊊䛧䛯ᚋに経済的検討を⾜うᚲ要がある。

䚽 構造が␗なる」ᩘ建物を୍䛴の↷ᛂ建物にする場合の␃ព㡯

↷ᛂ建物の検討にあ䛯っては、構造のኚ᭦はᚲ要᭱ᑠ㝈にする䜉きである。

䛧䛯がって、䛯る建物の構造を従䛯る建物の構造へኚ᭦䛧䛯う䛘で୍Ჷの建物とすることはཎ๎と䛧て⾜わない。

୍をᣲ䛢るとすれ䜀、ᮌ造のẕᒇと㕲㦵造のᏊ౪㒊ᒇの↷ᛂ建物を検討する上で୍Ჷのᮌ造建物とすることはጇ当な考䛘᪉とゝ

䛘る。

建物移転補償の実務

䠐－䠍. 建物移転ᕤ法の✀㢮

䠄Ϲ䠅᭥ᐙᕤ法

・᭥ᐙᚋのᩜ地と建物➼の㛵ಀ※

・建物の構造及び⏝㏵、建物の㒊ᮦのᕼᑡᛶの⛬ᗘ、➼を຺

᭥ᐙすることが合理的と認䜑られる場合に᥇⏝

㏻ᖖの᭥ᐙᕤ法 ᅇ転をకう᭥ᐙᕤ法

※᭥ᐙᚋのᩜ地と建物の㛵ಀ ・・・ ・残地が༑ศにあるか

・従前のᅵ地と残地との㛫に㞀ᐖ物䜔ⴭ䛧い高低差が↓いか

・建物の従前の形状をኚ䛘ないで残地に᭥ᐙすることが物理的に可能か
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建物移転補償の実務 䠄䠐－䠍.建物移転ᕤ法の✀㢮䠖᭥ᐙᕤ法䠅
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䚽 ᭥ᐙᕤ法の検討㐣⛬に䛚䛡る␃ព㡯に䛴いて

᭥ᐙᕤ法は、᭥ᐙᚋのᩜ地と建物㛵ಀ、建物の構造及び⏝㏵、建物の㒊ᮦのᕼᑡᛶの⛬ᗘからཎ๎と䛧て建物の従前の形状をኚ

䛘䛪に残地➼に᭥ᐙすることが合理的と認䜑られるときに᥇⏝䛥れるᕤ法である。

᭥ᐙᕤ法の検討㐣⛬に䛚いては、㒊ᮦのᕼᑡᛶに䛴いても຺するᚲ要があると䛧ているが、これは、⚄♫・㛶➼の≉Ṧな建物䜔

⌧ᅾのᕷ場ではධᡭすることが㠀ᖖにᅔ㞴な㒊ᮦを⏝䛧ている建物は、⠏ᕤ法の認定がᅔ㞴との理⏤によ䜚᭥ᐙᕤ法を合理的な

移転ᕤ法と認定する場合がある䛯䜑である。

䚽 ᭥ᐙᕤ法の検討㐣⛬に䛚いて、合理的ではないとุ᩿する理⏤と䛧てはどのようなことが考䛘られるか

ྛᕤ法の検討㐣⛬に䛚いて、䛭のᕤ法が合理的ではないとする理⏤はᵝ䚻であるが、᭥ᐙᕤ法が合理的ではないとする理⏤と䛧て

考䛘られるをᣲ䛢るとすれ䜀、

①建⠏ᖺᩘが┦当⛬ᗘ経㐣䛧ている場合 → 技術的にᅔ㞴な䜿－䝇がある䠄ᑓ㛛ᐙのពぢによ䜚ุ᩿䠅

②᭥き᪉ྥの残地に㞀ᐖ物がある → 物理的にᅔ㞴な䜿－䝇がある

③ⴭ䛧い高低差のある残地➼への᭥ᐙ → 移転ᚋの᥋㠃㐨㊰との㛵ಀで、従前の⏝⎔ቃが☜ಖ䛥れない䜿－䝇がある

④㛗㊥㞳の᭥ᐙ → 㛗㊥㞳の᭥ᐙは、ᴗに┤᥋ᨭ㞀とならないከ䛟の物௳が᪂䛯にᨭ㞀となる䜿－䝇がある

䐣ᖜなᅇ転をకう᭥ᐙ → 建物には᪉にあっ䛯㛫ྲྀ䜚がある䛯䜑、ᖜなᅇ転を⾜うと従前の⏝⎔ቃを損なうᜍれがある

௨上をྵ䜐✀䚻の要素に䛴いて⥲合的に຺䛧䛯う䛘で、合理的な移転ᕤ法であるかุ᩿す䜉きである。

建物移転補償の実務

䠐－䠍. 建物移転ᕤ法の✀㢮

䠄Ϻ䠅ᨵ造ᕤ法

建物の୍㒊をษ䜚ྲྀ䜚、

残地内で残Ꮡ㒊ศを୍㒊ᨵ⠏ཪはቑ⠏䛧て従前の機能を⥔ᣢすることが合理的と認䜑られる場合に᥇⏝

䛂建物の୍㒊䛃・・・㉳ᴗ地䠄ྲྀᚓ➼するᅵ地䠅にᏑする㒊ศと構造上ཪは機能上ษ䜚㞳すことができない㒊ศ

建物のᘏ䜉ᗋ㠃✚のᴫ䛽30䠂௨ୗを┠Ᏻと䛧てุ᩿

※ᨵ造㒊ศのุ᩿にあ䛯っては、建物のᬒほがಖ䛯れるかྰかに䛴いても␃ពする
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建物移転補償の実務 䠄䠐－䠍.建物移転ᕤ法の✀㢮䠖ᨵ造ᕤ法䠅
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䚽 ᨵ造ᕤ法の検討㐣⛬に䛚䛡る␃ព㡯に䛴いて

ᨵ造ᕤ法は建物の୍㒊がᨭ㞀となる場合に䛚いて、ᨭ㞀となる建物の୍㒊をษ䜚ྲྀ䜚、残Ꮡ㒊ศを୍㒊ᨵ造することによ䜚従᮶⏝

䛧てい䛯┠的に౪することが合理的であると認䜑られるときに᥇⏝䛥れるᕤ法である。

ᨵ造ᕤ法の検討㐣⛬に䛚いては、ᨵ造㒊ศのᕤが構造上、技術上可能であるか、⏝形ែ䜔建物のᬒほが従前とẚ䜉ⴭ䛧䛟損な

われていないかというⅬ、及び、ᨵ造㒊ศの⠊ᅖに䛴いてはៅ㔜に検討するᚲ要がある。

な䛚、ᨵ造ᕤ法によ䜚建物を移転する場合、残Ꮡ㒊の୍㒊ᨵ造にಀる㈝⏝を補償䠄⠏補償⋡は㐺⏝䛧ない䠅することとなる䛯䜑、ᨵ

造㒊ศの合がき䛡れ䜀建物の⪏⏝ᖺᩘのᘏ㛗、機能のቑຍにᐤするᜍれがあることに␃ព䛧䛴䛴、有形的、機能的及び法制

的検討を‶㊊䛧䛯場合には経済的検討を⾜うᚲ要がある。

建物移転補償の実務

䠐－䠍. 建物移転ᕤ法の✀㢮

䠄ϻ䠅㝖༷ᕤ法

ᨭ㞀となる建物の୍㒊が

①当該建物にẚ㍑䛧てわ䛪かであるとともに㔜要な㒊ศでない䛯䜑㝖༷䛧ても従前の機能に䜋と䜣どᙳ㡪を

䛘ないと認䜑られる場合

②建物を⌧するᚲ要がないと認䜑られる場合

①の ・・・ 㝖༷の㒊ศが、ᗊ、ᅵ㛫、ᢲධ、⣡ᡞ、㝃ᒓ物置➼の建物の୍㒊であって、当該建物యにẚ㍑䛧てഹかなもの

②の ・・・ ᮙᗫ䛧䛯建物、あるいはすでに建⠏┠的をᯝ䛯䛧、か䛴ᑗ᮶的に䛚いても当該建物の┠的に౪䛧ᚓるᚲ要ᛶをᐈ

ほ的に有䛧ない建物
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建物移転補償の実務 䠄䠐－䠍.建物移転ᕤ法の✀㢮䠖㝖༷ᕤ法䠅
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䚽 㝖༷ᕤ法を認定するにあ䛯ってのุ᩿ᇶ‽はどのようなものか

ᨵ造ᕤ法のุ᩿ᇶ‽と䛧ては、

①建物の୍㒊がᨭ㞀とな䜚、䛭の㒊ศが当該建物యにẚ㍑䛧てわ䛪かであ䜚、か䛴䛭の㒊ศの⏝㏵、機能が建物యに䛚いて㔜

要でない場合で、当該ᨭ㞀㒊ศのษ䜚ྲྀ䜚を⾜っても従前の⏝㏵、機能上に䛘るᙳ㡪がᑡないとุ᩿䛥れ䛯場合。

②Ⲩᗫ䛧䛯建物、あるいはすでに建⠏┠的をᯝ䛯䛧、か䛴ᑗ᮶に䛚いても当該建物の┠的に౪䛧ᚓるᐈほᛶを有䛧ない建物、䛴䜎䜚

୍⯡的には物௳を移転する䛰䛡の経済的౯್が↓い場合、ཪは⌧するᚲ要がないと考䛘ることが┦当な場合がᣲ䛢られる。

な䛚、ᚲ要にᛂ䛨て建⠏ኈ➼のពぢをᚩするものとする。

い䛪れの場合もಶูの要௳によ䜚ุ᩿䛥れる䜉きであるが、୍をᣲ䛢るとすれ䜀、建物のᗊの୍㒊がᨭ㞀とな䜚建物の⟶理上ᙳ

㡪がない場合に䛚䛡るᗊの㝖༷、ཪは、⌧ᅾもᑗ᮶的にも⏝することがな䛟⟶理䛥れていないと考䛘られるసᴗᑠᒇ➼の㝖༷が該

当する。

䠄୍⯡的に定䛥れるであ䜚、実㝿にはಶ䚻の状況によ䜚ุ᩿する。䠅
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建物移転補償の実務

䠐－䠍. 建物移転ᕤ法の✀㢮

䠄ϼ䠅ඖᕤ法

ᩥ㈈ಖㆤ法䠄25ᖺ法ᚊ➨214ྕ䠅➼によ䜚ᣦ定䛥れている場合䠄ᩥ㈈ಖㆤ法➨57᮲のᩥ㈈Ⓩ㘓ཎ⡙にⓏ㘓
䛥れている場合をྵ䜐。䠅

䛭のཎ形でඖすることが合理的と認䜑られる場合に᥇⏝

※⏝できる㈨ᮦは⏝

⏝できない㈨ᮦに䛴いては᪂䛧い㈨ᮦを補㊊

従前の形ែのಖᏑをᅗるᕤ法

※ᩥ㈈ಖㆤ法➼の䇾➼䇿には、ྠ法と┠的・᪨がྠ䛨で、建⠏物のಖㆤⱝ䛧䛟はಖᏑの䛯䜑のᥐ置をとることと䛧ている

᮲がྵ䜎れる。
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建物移転補償の実務 䠄䠐－䠍.建物移転ᕤ法の✀㢮䠖ඖᕤ法䠅
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䚽 ඖᕤ法が合理的であるとするุ᩿ᇶ‽はఱか

ඖᕤ法を㐺⏝する場合の要௳はୗグのと䛚䜚である。

①建⠏物がᩥ㈈ಖㆤ法➼によ䜚ᣦ定䛥れているとき

②䛭のཎ形でඖすることが合理的であると認䜑られるとき

このようにඖᕤ法が᥇⏝できる建物は㝈定䛥れて䛚䜚、⌧にᩥ㈈ಖㆤ法➼のᣦ定をཷ䛡ていること、ཪはඖすることが合理

的であることが要௳と䛥れている。

①に䛴いては法௧➼によるᣦ定の有↓によ䜚ุ᩿することとなる。

②に䛚䛡る合理的であると認䜑られる場合とは、䛂ᩥ㈈ಖㆤ法➼のᣦ定が↓い建物であってもゎయᕤ、㐠ᦙ、ඖᕤを⾜うこと

が、♫୍⯡的に㏻ᖖጇ当と認䜑られる移転ᕤ法であると合理的にㄝ᫂できる場合䛃ཪは䛂⠏㈝⏝が⭾となる䛯䜑♫୍⯡的に

ඖᕤ法を᥇⏝することが㏻ᖖጇ当と認䜑られる移転ᕤ法であると合理的にㄝ᫂できる場合䛃が該当する。

䛥らに、䛂ᩥ㈈ಖㆤ法➼にᣦ定䛥れることが☜実な建⠏物で、ᅜཪは地᪉බඹᅋయのබ的ᩥ᭩による☜認がᚓられて䛚䜚、ᡤ有⪅

もᣦ定ᛂ䛨るពᚿがあることをᩥ᭩によ䜚☜認できる場合䛃に䛴いても該当するとゝ䛘る。

建物移転補償の実務

䠐－２. 建物移転ᕤ法認定の䝣䝻－

䠘建物移転ᕤ法の䝣䝻－䠚

䝇䝍－䝖

41

ᩥ㈈ಖㆤ法➼によ䜚ᣦ定䛥れ䛯建物➼か？ 㝖༷が可能か？ 㝖༷ᕤ法

᭥ᐙが可能か？

᭥ᐙᕤ法 ඖᕤ法 構እ⠏ᕤ法残地があるか？

これらのᕤ法に䛴いて、①有形的、②機能的、③法制的、④経済的検討を⾜う

᭱も合理的なᕤ法を、構内移転ᕤ法と䛧て௬᥇⏝する

※構内移転ᕤ法

構内⠏が可能か？ ᨵ造が可能か？ ᭥ᐙが可能か？

構内移転の補償⥲㢠 䠘 構እ移転の補償⥲㢠䠇残地౯㢠

構内移転ᕤ法䠄᭥ᐙ䡋䡎ᨵ造䡋䡎構内⠏䠅 構እ⠏ᕤ法

NO

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO
NO

建物移転補償の実務

䠑.建物移転ᩱの⟬定に䛴いて
䠑－䠍. 建物の༊ศ

※✚⟬上、上グ⾲にᇶ䛵き༊ศする。
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ᮌ造建物䠷䊠䠹

ᅵྎ、ᰕ、ᱱ、
ᑠᒇ⤌➼の
要な構造㒊に
ᮌᮦを⏝

㍈⤌䠄ᅾ᮶䠅ᕤ法
によ䜚建⠏

ᑓ⏝ఫᏯ、ඹྠఫᏯ、ᗑ⯒、務ᡤ、
ᕤ場、ᗜ➼

要な構造㒊の形状・ᮦ✀、㛫ྲྀ䜚➼が୍
⯡的とุ᩿䛥れるᖹᐙ建ཪは２㝵建の建物

ᮌ造建物䠷䊡䠹
場、ᫎ⏬㤋、බ⾗ᾎ場、య⫱㤋➼

要な構造㒊の形状・ᮦ✀、㛫ྲྀ䜚➼が୍
⯡的でな䛟、ᮌ造建物䠷䊠䠹にྵ䜎れないと
ุ᩿䛥れるものཪは３㝵建の建物

ᮌ造建物䠷䊢䠹
䝒－䝞䜲䝣䜷－ᕤ法ཪは䝥䝺䝝䝤ᕤ法➼ ㍈⤌䠄ᅾ᮶䠅ᕤ法௨እのᕤ法によ䜚建⠏䛥れ䛯建物

ᮌ造≉Ṧ建物 ㍈⤌䠄ᅾ᮶䠅ᕤ法
によ䜚建⠏

⚄♫、㛶、ᩍᇽ、Ⲕᐊ、ᅵⶶ造➼
建⠏に≉Ṧな技能をᚲ要とするものཪはṔ
ྐ的౯್を有する建物

㠀ᮌ造建物䠷䊠䠹 ᰕ、ᱱ➼の要な構造物がᮌᮦ௨እのᮦᩱによ䜚建⠏䛥れている㕲㦵造、㕲➽䝁䞁䜽䝸－䝖造、㕲㦵㕲➽䝁䞁䜽䝸－䝖造、䝁䞁
䜽䝸－䝖䝤䝻䝑䜽造➼の建物

㠀ᮌ造建物䠷䊡䠹
▼造、䝺䞁䜺造及び䝥䝺䝝䝤ᕤ法によ䜚建⠏䛥れている㕲㦵⣔ཪは䝁䞁䜽䝸䞊䝖⣔の建物

建物移転補償の実務

䠑－２. 建物移転ᩱの⟬定᪉ᘧ

●ᮌ造建物䠷Ϩ䠹 ・・・ ᕤ✀ู✚⟬᪉ᘧ䠄⤫ィ್を⏝い䛯✚⟬᪉ᘧ䠅

䠄要㡿 ูῧ୍ ᮌ造建物ㄪᰝ✚⟬要㡿 ➨２᮲➨２㡯䠅

●ᮌ造建物䠷ϩ䠹

●ᮌ造建物䠷Ϫ䠹

●ᮌ造≉Ṧ建物

●㠀ᮌ造建物䠷ϩ䠹

●㠀ᮌ造建物䠷Ϩ䠹 ・・・ 㒊ศู✚⟬᪉ᘧ䠄⤫ィ್を⏝い䛯✚⟬᪉ᘧ䠅

䠄要㡿 ูῧ 㠀ᮌ造建物ㄪᰝ✚⟬要㡿 ➨３᮲➨２㡯䠅

※⤫ィ್ ・・・ 建物の⏝㏵、㠃✚、㈨ᮦのつ᱁、ྛ㒊の構造➼にᛂ䛨て、㏻ᖖ建物を建てるにどれ䛰䛡の㈨ᮦが⏝いられるかを

㐣ཤの補償をཧ考に䛧て⤫ィ的に⟬ฟ䛧䛯もの
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・・・ ಶู✚⟬᪉ᘧ䠄✚䜏上䛢✚⟬䠅

䠄要㡿 ูῧ୍ ᮌ造建物ㄪᰝ✚⟬要㡿 ➨２᮲➨３㡯䠅

䠄要㡿 ูῧ 㠀ᮌ造建物ㄪᰝ✚⟬要㡿 ➨３᮲➨３㡯䠅

建物移転補償の実務

䠑－３. 建物移転ᩱの構ᡂ

䠄䠍䠅⠏ᕤ法䠄ྠ✀ྠ➼建物䠅

●ᮌ造建物䠷Ϩ䠹 ・・・ ᕤ✀ู✚⟬᪉ᘧ䠄⤫ィ್を⏝い䛯✚⟬᪉ᘧ䠅
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䠄ᩚ地㈝及びᗫᮦฎศ㈝をྵ䜐䠅

補償㢠 建物の⌧ᅾ౯㢠䠙 㐠⏝┈損失㢠 ྲྀ䜚こわ䛧ᕤ㈝ Ⓨ⏕ᮦ౯㢠䠇 䠇 －

᥎定建⠏㈝ ⠏補償⋡×

᥎定建⠏㈝ ⠏補償⋡× ྲྀ䜚こわ䛧ᕤ㈝ Ⓨ⏕ᮦ౯㢠－䠇䠙

ලయ的には

䠄ᩚ地㈝及びᗫᮦฎศ㈝をྵ䜐䠅

建物移転補償の実務

䠑－３. 建物移転ᩱの構ᡂ

䠍䠅⌧౯⋡䠄⌧ᅾ౯㢠⋡䠅と㐠⏝┈損失㢠

䛂建物⌧ᅾ౯್の᪂⠏当౯್にᑐするẚ⋡䛃

※᪂⠏から⪏⏝ᖺᩘが‶する䜎で、建物の౯್はẖᖺ୍定の㢠䛰䛡低ୗ

※᭱⤊的には20䠂の౯್が残る䠄残Ꮡ౯㢠⋡䠙残౯⋡䠅

⌧౯⋡ 䠙 䡗䠍－䠄䠍－䠌䠊２䠅㽢 䡙

䛂⌧ᅾ౯್を㉸䛘て᪂䛯なฟ㈝をᙉいられ䛯㈝⏝に䛴き、ᮏ᮶であれ䜀⪏⏝ᖺᩘ‶
Ⅼ䜎での㛫㐠⏝䛧、┈をᚓることができ䛯は䛪の㢠䛃

※බඹᴗによ䜚移転のᚲ要ᛶが⏕䛨䛯から⪏⏝ᖺᩘ‶䜎での㛫、✚❧㢠にᑐ䛧てⓎ⏕する㐠⏝┈

の前౯㢠を建物ᡤ有⪅がཷ䛡る損失と䛧て補償

㐠⏝┈損失㢠⋡ 䠙 䠄䠍－䠌䠊２䠅㽢 㽢 䡗 䠍 － 䡙
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⌧౯⋡

㐠⏝┈損失㢠

䡊
䠪 䠄䠍䠇䡎䠅

䠪－䡊

䠍

䡊
䠪

䠪 䠖 建物の⪏⏝ᖺᩘ

䡊 䠖 建物の経㐣ᖺᩘ

䡎 䠖 ⣽๎➨42に定䜑るᖺ⋡
䠪 䠖 建物の⪏⏝ᖺᩘ

䡊 䠖 建物の経㐣ᖺᩘ

100䠂－80䡊/N䠂

100䠂

20䠂

0䠂

⌧ᅾⅬ

建物౯್

᪂⠏Ⅼ ⪏⏝ᖺᩘ‶Ⅼ

建物移転補償の実務

䠑３.建物移転ᩱの構ᡂ

２䠅建物の⪏⏝ᖺᩘと経㐣ᖺᩘ

䠄ϸ䠅建物の⪏⏝ᖺᩘ

䠄䜲䠅ᮌ造建物䠷Ϩ䠹、䠷ϩ䠹、䠷Ϫ䠹の⪏⏝ᖺᩘ

※⣽๎ู⾲➨３による䜋か、ୗグ⾲をཧ考
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➼⣭ 建物の⛬ᗘ༊ศ ⪏⏝ᖺᩘ 建物の構造 ⏝㏵及び建物ᴫ要

䠍 ᛂᛴఫᏯ⛬ᗘ 20ᖺ
ṇつの㈨ᮦ䜔ᕤ法によるᗘ合いがᑡな䛟、⏝
┠的に᭱ᑠ㝈ᑐᛂ䛧うる⛬ᗘのもの、ཪは⮫
に⏝する䛯䜑に建て䛯建物。

物置、㌴ᗜ、ᗜ、㔝ᑠᒇ、ᐙ␆ᑠᒇ、ᕤ⌧場➼の建物、ປ
務ဨᐟ⯋、సᴗᑠᒇ、及び上ᒇ、ᡞ上ᒇ、㏻㊰上ᒇ、⸄ᑠᒇ、
ୗᒇ➼でᇶ♏のタ置が⾜われている建物。

２ බႠఫᏯ⛬ᗘ 35ᖺ

㒔㐨ᗓ┴ཪはᕷ⏫ᮧ➼がఫᏯᅔ❓⪅⏝㈚
ఫᏯと䛧て建て䛯⛬ᗘの建物で低ᗮな㈨ᮦによ
䜚㔞に建⠏䛥れ䛯もの。

Ჷ⥆きかཪは୍ᡞ建ᖹᐙఫᏯで、ᒃᐊが２䡚３㒊ᒇ⛬ᗘのᑠ
ఫᏯであ䜚、౽ᡤ、ᾎᐊ、ྎᡤ➼、ᚲ要᭱ᑠ㝈のタഛをഛ䛘䛯
建物、及び上グ䠍➼⣭⛬ᗘの建物のう䛱、上⛬ᗘに䝷䞁䜽
䛡することが㐺当であると考䛘られる建物。

３
ఫᏯ㔠⼥ᨭ機構
ఫᏯ⛬ᗘ

48ᖺ
ఫᏯ㔠⼥ᨭ機構の⼥㈨をཷ䛡るにあ䛯䜚、
ᨭ機構がᇶ‽と䛧ているఫᏯᕤᵝ᭩に
よって建て䛯⛬ᗘの建物。

要㈨ᮦの⛬ᗘ及び構造、ཱྀ➼のᵝを定䜑て䛚䜚、これ
らに㐺合する⛬ᗘの建物、及び上グ２➼⣭⛬ᗘのう䛱、上⛬
ᗘに䝷䞁䜽䛡することが㐺当であると考䛘られる建物。

䠐 上➼の୍⯡建⠏ 60ᖺ

つᶍ、内እᮦ、እほ➼が上グᨭ機構ఫᏯ
を上䜎わるもので、いわ䜖るὀᩥఫᏯは、この༊
ศによることができる。

୍⯡的なಶேఫᏯのう䛱、ᨭ機構ఫᏯよ䜚も上にあると考
䛘られる建物及びᨭ機構の⼥㈨をཷ䛡䛯建物であっても、ఫ
Ꮿᕤᵝ᭩に♧すㅖᮦᩱを上䜎わるものであれ䜀、この⛬ᗘ
༊ศに従うことができる。

䠑 ᴟ上➼の建⠏ 70ᖺ
高⣭なఫᏯであるとともに、䛭の୍㒊に≉Ṧな
構造、ᵝᘧ➼を⏝い䛯もの。

ㅖᮦᩱ➼のき䛥が㏻ᖖ⏝䛧ている⛬ᗘをⴭ䛧䛟㉸䛘るもの、
ཪはὒ㢼建⠏、ᩘᐤᒇ建⠏、ྂ᮶のẸᐙ建⠏➼のᵝᘧを㒊ศ
的にྲྀ䜚ධれ䛯ものをいう。
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建物移転補償の実務

䠑－３.建物移転ᩱの構ᡂ

䠄䝻䠅ᮌ造≉Ṧ建物の⪏⏝ᖺᩘ

・ᑓ㛛ᐙによる実ែ的⪏⏝ᖺᩘのホ౯による。

䠄䝝䠅㠀ᮌ造建物䠷Ϩ䠹、䠷ϩ䠹の⪏⏝ᖺᩘ

※⣽๎ ู⾲➨３による

䠄Ϲ䠅経㐣ᖺᩘ

・ 建物の経㐣ᖺᩘは、බ的な᭩㢮䠄建⠏☜認᭩、建物Ⓩググ㘓、ᅛ定㈨⏘ㄢ⛯ྎᖒ ➼䠅あるいは建物ᡤ有⪅からの

⪺きྲྀ䜚➼によ䜚ุ᩿する。

※経㐣ᖺᩘに䠍ᖺᮍ‶の➃ᩘが⏕䛨るときは、䛭れが䠒䞄᭶ᮍ‶であれ䜀ษ䜚ᤞて、䠒䞄᭶௨上であれ䜀ษ䜚上䛢る。
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➼⣭

建物の構造

建物の⏝㏵

㕲➽䝁䞁䜽
䝸－䝖造、㕲
㦵㕲➽䝁䞁
䜽䝸－䝖造

㕲㦵造䠄⫗
ཌ䠕mm௨
上䠅、と䛧
て䠤ᆺ構造

れ䜣が造、
䝁䞁䜽䝸－䝖
䝤䝻䝑䜽造、
▼造

㕲㦵造䠄⫗
ཌ9mm䡚
4mm䠅

㕲㦵造䠄⫗
ཌ4mm௨
ୗ䠅、㍍㔞㕲
㦵造

䠍
ᕤ場及びᗜ䠄ሷ素、ሷ㓟、◪㓟➼
の⭉㣗ᛶを有するᾮయཪはẼయを
⏝䛧ているもの䠅

40ᖺ 40ᖺ 35ᖺ 35ᖺ 30ᖺ

２
ᕤ場及びᗜ䠄୍⯡的なもの䠅、ᕷ場
䛭のこれらに㢮するもの

65ᖺ 60ᖺ 55ᖺ 50ᖺ 45ᖺ

３
᪑㤋、䝩䝔䝹、ⓒ㈌ᗑ、場、㣧㣗ᗑ
䛭のこれらに㢮するもの

80ᖺ 70ᖺ 65ᖺ 60ᖺ 50ᖺ

䠐
務ᡤ、ఫᏯ、䜰䝟－䝖、ᗑ⯒、㝔、
Ꮫᰯ䛭のこれらに㢮するもの

90ᖺ 80ᖺ 70ᖺ 60ᖺ 55ᖺ

建物移転補償の実務 䠄䠑－３.建物移転ᩱの構ᡂ䠖㠀ᮌ造建物の⪏⏝ᖺᩘ䠅
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䠭䠓－２ 㠀ᮌ造建物の⪏⏝ᖺᩘ⾲に䛴いて䠍➼⣭にある⭉㣗ᛶを有するᾮయཪはẼయを⏝䛧ているᕤ場、ᗜとはどのようなᴗ✀か

䠝䠓－２

䠍➼⣭にあるᕤ場及びᗜ䠄ሷ素、ሷ㓟、◪㓟➼の⭉㣗ᛶを有するᾮయཪはẼయを⏝䛧ているもの䠅とは、䛘䜀〇⣬ᕤ場とか㣴㭜

場のような建物をいう。䛧か䛧、㏆ᖺは、බᐖᑐ⟇などのタഛが実䛥れ䛯ことによ䜚２➼⣭にあるᕤ場及びᗜ䠄୍⯡的なもの䠅と䛧てุ

᩿できる場合もあるので༢⣧にはุ᩿䛧ないこと。

な䛚、ุ᩿がᅔ㞴な場合にはᑓ㛛ᐙ䠄建⠏ኈ➼䠅のពぢをồ䜑るものとする。

建物移転補償の実務

䠑－３. 建物移転ᩱの構ᡂ

３䠅⠏補償⋡

䛂⌧౯⋡と㐠⏝┈損失⋡の䛃 ※損失補償⟬定ᶆ‽᭩にᥖ㍕

䛂䠍䟝当䛯䜚᥎定建⠏㈝㽢建物ᘏᗋ㠃✚䛃を䠍と䛧䛯場合の䛭の建物の補償⋡

⠏補償⋡ 䠙 䡗䠍－䠄䠍－䠌䠊２䠅㽢 䡙 䠇 䠄䠍－䠌䠊２䠅㽢 㽢 䡗 䠍 － 䡙

⌧౯⋡ 㐠⏝┈損失㢠⋡
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⠏補償⋡

䠄䠍䠇䡎䠅䠪－䡊
䠍

䡎 䠖 ⣽๎➨42に定䜑るᖺ⋡

䠪 䠖 ู⾲➨３にᥖ䛢る建物の⪏⏝ᖺᩘ

※䛯䛰䛧、ྠ⾲によることが㐺当でないときは、୍⣭建⠏ኈ➼のពぢを⫈ྲྀ䛧、ཪは䛭の㐺ษな᪉法によ䜚
実ែ的⪏⏝ᖺᩘを定䜑ることができるものとする。

䡊 䠖 建物の経㐣ᖺᩘ

䡊
䠪

䡊
䠪

建物移転補償の実務

䠑－３. 建物移転ᩱの構ᡂ

３䠅⠏補償⋡

※⪏⏝ᖺᩘ㏆ఝᮇ建物の場合

従前の建物が⪏⏝ᖺᩘ㏆ఝᮇ建物䠄経㐣ᖺᩘがᶆ‽⪏⏝ᖺᩘの䠑௨上を経㐣䛧、か䛴、ᶆ‽⪏⏝ᖺᩘ‶䜎での建物䠅で、

補ಟを䛧ている建物に䛴いては、補ಟの⛬ᗘにᛂ䛨て⠏補償⋡にᑐ䛧補ṇをຍ䛘ることができる。

䛯䛰䛧、䠑ᮍ‶であっても≉に補ṇを考慮するᚲ要があると認䜑られるときは、୍⣭建⠏ኈ➼のពぢを⫈ྲྀ䛧、ཪは䛭のの㐺

ษな᪉法によ䜚定䜑ることができる。

䠄⪏⏝ᖺᩘ㏆ఝᮇ建物の⠏補償⋡䠅

䠄 䠍－ 䠌䠊䠔 䠇 ɲ 䠅 䠇 䠄 䠌䠊䠔 － ɲ 䠅 㽢 䡗 䠍 － 䡙

ɲ 䠖 ౯್補ṇ⋡

ᮌ造建物 䠖ู⾲➨䠍䠍の補ṇ⋡の合ィ䠄30䠂௨内䠅
㠀ᮌ造建物 䠖補ಟの実ែを㋃䜎䛘、୍⣭建⠏ኈ➼のពぢを⫈ྲྀ䛧、ཪは䛭の㐺ษな᪉法によ䜚定䜑ることができる

※⪏⏝ᖺᩘ‶建物の場合

従前の建物の経㐣ᖺᩘがᶆ‽⪏⏝ᖺᩘを㉸䛘ている建物に䛴いては、୍⣭建⠏ኈ➼のពぢを⫈ྲྀ䛧、ཪは䛭のの㐺

ษな᪉法によ䜚䛭の建物のも䛴実ែ的⪏⏝ᖺᩘを定䜑ることができる。
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䠄䠍䠇䡎䠅
䠪－䡊䠇Eɲ

䠍䡊
䠪

䡊
䠪

建物移転補償の実務 䠄䠑－３.建物移転ᩱの構ᡂ䠖⠏補償⋡㛵㐃䠅
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䠭䠍䠍䠐䠄ᮌ造建物䠅 䛆建物の実ែ的⪏⏝ᖺᩘを定䜑る場合の㐠⏝に䛴いて䛇

䠭䠓－３䠄㠀ᮌ造建物䠅 建物の実ែ的⪏⏝ᖺᩘを定䜑ることができる場合は、ྲྀᢅ要㡿➨䠒᮲䛯䛰䛧᭩きの䛂ᶆ‽⪏⏝ᖺᩘによることが

㐺当でないと認䜑られるとき䛃とྲྀᢅ要㡿➨䠓᮲➨２㡯の䛂従前の建物が、経㐣ᖺᩘがᶆ‽⪏⏝ᖺᩘを㉸䛘ている建

物である場合䛃の２䛴つ定䛥れているが、どういっ䛯場合に୍⣭建⠏ኈ➼のពぢをᚩྲྀ䛧、ཪは䛭のの㐺ษな᪉法

によ䜚建物の実ែ的⪏⏝ᖺᩘを定䜑ることができるのか。

䠭䠍䠍䠑䠄ᮌ造建物䠅 䛆౯್補ṇ㛤ጞᮇをᶆ‽⪏⏝ᖺᩘの䠑経㐣よ䜚前でも可能な場合に䛴いて䛇

䠭䠓－䠐䠄㠀ᮌ造建物䠅 ྲྀᢅ要㡿➨䠓᮲➨䠍㡯䛯䛰䛧᭩きᚋẁに౯್補ṇ⋡は、䛂従前の建物の経㐣ᖺᩘがᶆ‽⪏⏝ᖺᩘの䠑ᮍ‶で

あっても≉に౯್補ṇを考慮するᚲ要があると認䜑られるときは、୍⣭建⠏ኈ➼のពぢを⫈ྲྀ䛧、ཪは䛭の㐺ษ

な᪉法によ䜚定䜑ることができるものとする。䛃とつ定䛥れているが、౯್補ṇ㛤ጞᮇを従前建物の経㐣ᖺᩘがᶆ

‽⪏⏝ᖺᩘの䠑経㐣よ䜚前でも可能な場合とはどのような場合か。

䠭䠍䠍䠒䠄ᮌ造建物䠅 䛆実ែ的⪏⏝ᖺᩘと౯್補ṇの㐺⏝㛵ಀ➼に䛴いて䛇

䠭䠓－䠑䠄㠀ᮌ造建物䠅 ᶆ‽⪏⏝ᖺᩘによることが㐺当でな䛟ᮇをၥわ䛪実ែ的⪏⏝ᖺᩘを定䜑ることもでき、䜎䛯、౯್補ṇも経㐣ᖺ

ᩘが⪏⏝ᖺᩘの䠑ᮍ‶でも考慮できる場合とは、どのような場合で、䛭の㝿の実ែ的⪏⏝ᖺᩘと౯್補ṇの㐺⏝

㛵ಀはどのようになるのか。

※ᮌ造建物、㠀ᮌ造建物ともྠ䛨内ᐜのタၥあ䜚、䜰䞁䝃－に䛴いては、䛭れ䛮れ䠭䠃䠝を☜認のこと

建物移転補償の実務

䠑－３. 建物移転ᩱの構ᡂ

䠄２䠅⠏ᕤ法䠄↷ᛂ建物䠅

●䠄䜿－䝇䠍䠅↷ᛂ建物の᥎定建⠏㈝が従前建物の᥎定建⠏㈝を上ᅇる場合

●䠄䜿－䝇２䠅↷ᛂ建物の᥎定建⠏㈝が従前建物の᥎定建⠏㈝をୗᅇ䜚、か䛴↷ᛂ建物の᥎定建⠏㈝が

従前建物の⌧ᅾ౯㢠を上ᅇる場合

●䠄䜿－䝇３䠅↷ᛂ建物の᥎定建⠏㈝が従前建物の᥎定建⠏㈝をୗᅇ䜚、か䛴⌧ᅾ౯㢠をୗᅇる場合
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補償㢠 䠙 従前建物の⌧ᅾ౯㢠 䠇 㐠⏝┈損失㢠 䠇 䠄 ↷ᛂ建物の᥎定建⠏㈝ － 従前建物の᥎定建⠏㈝ 䠅

䠇 ྲྀ䜚こわ䛧ᕤ㈝䠄ᩚ地㈝及びᗫᮦฎศ㈝をྵ䜐䠅 － Ⓨ⏕ᮦ౯㢠

補償㢠 䠙 従前建物の⌧ᅾ౯㢠 䠇 䠄 ↷ᛂ建物の᥎定建⠏㈝ － 従前建物の⌧ᅾ౯㢠 䠅 㽢 㐠⏝┈損失㢠⋡

䠇 ྲྀ䜚こわ䛧ᕤ㈝䠄ᩚ地㈝及びᗫᮦฎศ㈝をྵ䜐䠅 － Ⓨ⏕ᮦ౯㢠

補償㢠 䠙 従前建物の⌧ᅾ౯㢠 䠇 ྲྀ䜚こわ䛧ᕤ㈝䠄ᩚ地㈝及びᗫᮦฎศ㈝をྵ䜐䠅 － Ⓨ⏕ᮦ౯㢠

建物移転補償の実務

䠑－３. 建物移転ᩱの構ᡂ

䠄３䠅᭥ᐙᕤ法

䠄ᩚ地㈝をྵ䜐䠅 䠄補㊊ᮦ㈝をྵ䜐䠅

䠄䠐䠅ᨵ造ᕤ法

䠄ᩚ地㈝及びᗫᮦฎศ㈝をྵ䜐䠅 䠄補㊊ᮦ㈝をྵ䜐䠅 䠄補㊊ᮦ㈝をྵ䜐䠅

※残Ꮡ㒊の୍㒊ᨵቑ⠏ᕤ㈝ ・・・ ᕤ内ᐜは、⠏ᕤ法をᇶᮏとするが、⠏といっても䛭の㒊ศに䛴いて⠏ᕤ法とྠᵝの⟬定をする

ことはḟのようなၥ㢟があ䜚㐺当ではない。

理⏤ ①建物యの⪏⏝ᖺᩘのᘏ㛗䜔機能㠃でぢ䛯౯್のቑຍには䛴ながらない。

②建物の୍㒊ᨵ造が前ᥦであ䜚、建物యの⪏⏝ᖺᩘ‶には、ᨵ造䛧䛯㒊ศもྵ䜑てྲྀ䜚ቯ䛥䛦るをᚓない。

э⠏補償⋡による補償㢠ではな䛟䛂᥎定建⠏㈝䛃䛭のものが補償㢠となる。
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補償㢠

᭥ᐙᕤ㈝

䠙

補ಟᕤ㈝

残Ꮡ㒊の୍㒊ᨵቑ⠏ᕤ㈝ Ⓨ⏕ᮦ౯㢠䠇 䠇 －ษྲྀᕤ㈝ ษྲྀ㠃補ಟᕤ㈝

補償㢠 䠇䠙

建物移転補償の実務

䠑－３. 建物移転ᩱの構ᡂ

䠄䠑䠅㝖༷ᕤ法

●建物の୍㒊をษ䜚ྲྀる場合

䠄ᩚ地㈝及びᗫᮦฎศ㈝をྵ䜐䠅 䠄補㊊ᮦ㈝をྵ䜐䠅

●建物を⌧するᚲ要がないと認䜑られる場合

䠄ᩚ地㈝及びᗫᮦฎศ㈝をྵ䜐䠅

※建物の⌧ᅾ౯㢠 ・・・ ᥎定建⠏㈝ 㽢 ⌧౯⋡

䠄䠒䠅ඖᕤ法

䠄ᩚ地㈝及びᗫᮦฎศ㈝をྵ䜐䠅 䠄補㊊ᮦ㈝をྵ䜐䠅
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補償㢠

ษྲྀ㒊ศの⌧ᅾ౯್

䠙

ษྲྀᕤ㈝ ษྲྀ㠃補ಟᕤ㈝ Ⓨ⏕ᮦ౯㢠

䠇 －

－

建物の⌧ᅾ౯್ ྲྀ䜚こわ䛧ᕤ㈝

補償㢠 䠇䠙 䠇

Ⓨ⏕ᮦ౯㢠

補償㢠 ゎయᕤ㈝ 㐠ᦙ㈝ ඖᕤ㈝ Ⓨ⏕ᮦ౯㢠－䠇 䠇䠙
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建物移転補償の実務

䠑－䠐. 法௧ᨵၿ㈝⏝にಀる㐠⏝┈損失㢠

移転にకい、建⠏ᇶ‽法䠄25ᖺ法ᚊ➨２䠌䠍ྕ䠅䜔、䛭のの法௧➼にᇶ䛵きᚲ要と䛥れる᪤Ꮡのタの
ᨵၿに要する㈝⏝

建物ᡤ有⪅の䛂㈈⏘ᶒに内ᅾする㈇ᢸと䛧て㏻ᖖཷᚸす䜉きもの䛃であ䜚、補償できない。

᪤Ꮡ㐺᱁のように、᪤タのタのᨵၿが୍定のᮇ㛫␃ಖ䛥れている場合・・・

※᪤Ꮡ㐺᱁とは ・・・ 従前は㐺᱁であっ䛯建物が、ある≉定の法௧➼の⾜によ䜚㐺᱁になること。

䛭の建物の建て᭰䛘ᮇが᮶る䜎での㛫、ᨵၿ䛧ないことが認䜑られている。

法௧ᨵၿ㈝⏝にಀる㐠⏝┈損失㢠 䠙 䠯 㽢 䡗 䠍 － 䡙

䠯 䠖᪤タのタを法௧のつ定に㐺合䛥䛫る䛯䜑にᚲ要となる᭱低㝈のᨵၿ㈝⏝

䡎 䠖⣽๎➨䠐２に定䜑るᖺ⋡

䡊 䠖タの移転のから法௧のつ定にᇶ䛵きᨵၿをᚲ要とするᮇ䜎でのᮇ㛫䠄ᖺ䠅
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බඹᴗによ䜚᪤タのタのᨵၿのᮇが᪩䜎っ䛯ことによって⏕䛨る䛂㐠⏝┈損失㢠䛃

を補償する。

䠄䠍䠇䡎䠅
䡊

䠍

建物移転補償の実務

䠑－䠐. 法௧ᨵၿ㈝⏝にಀる㐠⏝┈損失㢠

●ᑐ㇟となるᆺ的な法௧

・建⠏ᇶ‽法

・ᾘ㜵法

・Ẽởᰁ㜵Ṇ法

・Ỉ㉁ở⃮㜵Ṇ法

※この法௧には、᮲とᡂᩥ䛥れ、か䛴、බ⾲䛥れている要⥘➼の⾜ᨻᣦᑟもྵ䜎れる。

●補償ᑐ㇟

法௧ᨵၿのつ制がᅜどこの地ᇦでも㐺⏝䛥れるときには、移転先にかかわら䛪補償ᑐ㇟となる。

䛧か䛧、㜵ⅆ地ᇦに䛚䛡る⪏ⅆ建⠏物のつ制➼のように䝌－䞁つ制の୰にある建物を移転する場合は、

補償する建物の⏝㏵、地ᇦの状況➼によ䜚、当該建物の㏻ᖖጇ当な移転先の認定との㛵ಀから検討がᚲ

要となる。
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建物移転補償の実務

䠑－䠐. 法௧ᨵၿ㈝⏝にಀる㐠⏝┈損失㢠

法௧ᨵၿがồ䜑られるලయ的な䜿－䝇

・・・ 㜵ⅆ地ᇦにᣦ定䛥れ䛯⤖ᯝ、建物を⪏ⅆཪは‽⪏ⅆ建⠏物に䛧な䛡れ䜀ならな䛟なっ䛯場合

補償㢠ィ⟬

䠄A䠅 䠄B䠅

従前建物 䠄A䠅を㜵ⅆቨにᨵၿ䛧䛯建物
᥎定建⠏㈝ 䠍䠌䠌 ᥎定建⠏㈝ 䠍䠍䠌

補償㢠 䠙 従前建物の⠏補償㢠 䠇 法௧ᨵၿにకう㐠⏝┈損失㢠

䠙 䠄A䠅 㽢 ⠏補償⋡ 䠇 䡗 䠄B䠅－䠄A䠅 䡙 㽢 䡗 䠍 － 䡙

䠙 䠍䠌䠌㽢 ⠏補償⋡ 䠇 䠄 䠍䠍䠌－䠍䠌䠌 䠅 㽢 䡗 䠍 － 䡙

従前建物の⠏補償㢠 法௧ᨵၿにಀる㐠⏝┈損失㢠
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1

1

䠄 1 䠇 䡎 䠅䡊

䠄 1 䠇 䡎 䠅䡊

土木調査・設計・測量

(株)エンタコンサルタント
௦⾲ྲྀ⥾ᙺࠉ園田純也

情熱ࡿ࠼⇞ 実績࡞知識 ㇏ᐩ࠸ࡋ技術 ᪂࡞☜

ᮏ♫ 677-0015:〒  රᗜ┴す⬥ᕷす⬥㸰㸮㸳 TEL 0795-22-2219छ
  FAX 0795-23-3461ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ     ࠉࠉࠉࠉࠉ

⚄ᡞᨭᗑ࣭ጲ㊰ᨭᗑ࣭ణ㤿ᨭᗑ࣭ி㒔Ⴀᴗᡤ࣭୰Ⴀᴗᡤ࣭ຍᮾႠᴗᡤ

Hpアドレス http://www.entaconsul.co.jp     E࣓࣮ࣝ nishiwaki-info@entaconsul.co.jp
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本社：〒５３３-００３３

大阪市東淀川区東中島１-１８-２２ 新大阪丸ビル別館

ＴＥＬ．０６-６３２３-６７８１ ／ ＦＡＸ．０６-６３２０-３５９４

事業損失調査の専門業者です

水準測量傾斜測定 記録・撮影

費用算定
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　令和４年６月15日（水）に第１回実務研修会

を開催しました。

　集合形式での研修は令和元年度以来という久し

ぶりの開催となりました。

　また、近畿地方整備局用地部の講師を迎えると

いうこともあり、当初予定していた「たかつガー

デン」の会場（130名程度最大）が募集半ばで

定員に達し、たまたまとなりの会場とあわせて実

施できることになったことにより、179名（会

員164名、非会員　15名）の多数の参加となり

ました。　

　研修内容についてですが、

　山田用地補償管理官からは、

　近畿地方整備局の用地予算の状況や「土地政策

推進連携協議会」の設置といった最近の情勢の説

明がありました。

　　

　森本用地企画課課長補佐からは、

　あくまでも近畿地方整備局用地部の業務発注で

あるとの前提のもと、

　１．業務発注方式について

　２．用地調査等業務費積算基準の改正について

　３．用地調査等共通仕様書の改正について

　４．契約書の改正について

　５．今後の仕様書、積算基準の改正予定について

　６．最近のトピックス

　　　の順番で説明がありました。

　特に、「用地調査等業務費積算基準の改正につ

いて」では、建物の見積徴収に係る歩掛が新設さ

れました。これにより、プレハブ、ツーバイ

フォーはじめ木造建物、非木造建物、曳家移転料

算定要領の専門メーカー等の見積によるものに対

応ができるということで、補償コンサルタントが

業務受注の中で困難であった面が大きく前進しま

した。地盤変動影響調査関係では、今まで明確に

されていなかった水準測量の扱いが定められた

り、建物内部の調査が拒否された場合の補正率が

新設され、また、従前は、建物調査に含まれてい

た附帯工作物について、歩掛が新設され、実作業

と乖離されていた状況について、相当な改善がさ

れたとの説明がありました。

　宮島用地補償課課長補佐からは、

　「令和４年度　補償基準の改正について」と題

して、「営業調査算定要領の制定について（R3

年度）」についての説明や、国土交通省本省が主

導して進めている補償基準見直し「アクションプ

ラン」での検討状況の説明がありました。

　一例としては、建物調査算定方法の合理化で

は、標準単価の数や作成する図面を削減して調査

算定を効率化できないかとか、石綿要領等の改正

　令和４年度　第１回実務研修会

       　　　　　　　近畿地方整備局用地部　　　　　　　　　　　

　　　　用 地 補 償 管 理 官　山田　浩司
　　　　用地企画課　課長補佐　森本　弘二
　　　　用地補償課　課長補佐　宮島　一晃

　　　用地企画課　課長補佐　秦　　建造　
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について検討を行っているなどさまざまな検討を

行っているとのことです。

　秦用地企画課課長補佐からは、

　「令和４年度近畿用対連補償算定標準書につい

て」と題して、

　１．令和４年度標準書の単価

　２．立竹木諸経費等改訂

　３．収穫樹の主産地見直し

　４．再築補償率について

　５．廃材数量統計値等の改定について

　　　の順番で説明がありました。

　特に、廃材運搬費の必要台数・認定台数が今

回、算定例がついたため、台数の認定が整理され

たことが強調して説明されました。　　　

　Web研修に慣れた昨今、研修会に参加した皆

さんが久しぶりにいろいろな方と交流している様

子を見て、たまには、集合形式での研修もいいな

と感じました。

　今年度の大盛況を踏まえ、来年度以降もこのよ

うな研修会の開催が望まれるところです。

（敬称略・文責　事務局）

山田用地補償管理官 用地補償課　宮島課長補佐 用地企画課　秦課長補佐

用地企画課　森本課長補佐の研修風景



近畿支部報 Vol.7851 近畿支部報 Vol.78 52

৽会һのհ

　弊社は1988年６月に創業して以来、JR西日

本グループにおける鉄道技術を核とした総合コン

サルタントとして、駅や鉄道を基軸に地域・社会

の発展に貢献することが使命であると考え、皆様

に喜んでいただける高品質な成果物を提供できる

よう努めてまいりました。

　これまで培ってきた鉄道固有の技術力を基盤に

して、街づくり構想や地球環境保護の提案に留ま

らず、ITを活用したコンサルティングなど幅広い

領域で皆様にご満足いただけるよう、体制を充実

させてまいりました。

　現在、西日本エリアにおいては、北陸新幹線の

大阪延伸やなにわ筋線整備、うめきた(大阪)地下

駅を中心としたうめきたエリアの開発、大阪駅・

三ノ宮駅・広島駅における大規模ターミナル開発

など、多くの鉄道関連プロジェクトが進められて

います。

　上記を踏まえ、弊社用地補償調査部が携わって

いる鉄道関連プロジェクト業務は、駅前広場整備

事業及び自由通路設置事業に係る鉄道施設（具体

的には駅舎）の補償業務や、民間事業施設の建て

替え等に係るテナント立ち退き補償を中心に取り

組んでおります。

　今後は、日本補償コンサルタント協会員として

の誇りと責任感並びに使命感を持ち、起業者、協

会員の皆様から信頼が得られるよう「考動」して

まいりますので、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。　

【会社概要】

社　　名：

　　ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社

所 在 地：〒532-0011

　　　　　大阪市淀川区西中島5-4-20

　　　　　中央ビル9階

Ｔ Ｅ Ｌ：06-6303-6971（代）

Ｆ Ａ Ｘ：06-6303-3929

支 店 等：北陸支店、岡山支店、広島支店、

　　　　　山陰支店、滋賀営業所、山口営業所

資 本 金：5,000万円

登　　録：【建設コンサルタント業】

　　　　　建04第4277号

　　　   【測量業】登録第（7)-17828号

　　　 　【一級建築士事務所】

　　　　　大阪府知事登録（ト）第12651号

　　　 　【地質調査業】質29第2613号

　 　　　【補償コンサルタント】

　　　　　補03第3936号

　　 　　（土地調査、土地評価、物件、補償関連 

　　　　　上記 ４部門登録）

　　 　　【建設業】

　　　　　大阪府知事　許可（般-28）

　　　　　第137319号

ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社

代表取締役 土肥　弘明
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阪߶ϕϫζΥέトサϛʖト株式会社
＼ 起業者さまを 豊富な経験で下支えします ／

〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11番4-1800
[TEL] 06-6345-3000 [FAX] 06-6345-3131
[WEB] https://www.hanshin-support.co.jp

阪高プロジェクトサポート株式会社

「用地取得」のすべてを支援！
起業者経験で得たノウハウで
収用手続等にも対応します。

公共用地取得
総合支援

区分所有建物や地図混乱など
困難事例もおまかせください。

用地補償
アドバイザリー

起業者の皆さまの人材育成、
スキルアップをお助けします。

用地人材育成 ①前提整理（地図混乱、多数権利者、権利者不明、外国籍権利者、信託等）
②用地アセスメント（用地工程管理）
③用地補償説明会
④困難案件（区分所有マンション、神社仏閣、大規模工場、区分地上権等）
⑤用地交渉
⑥収用手続支援
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一般社団法人　日本補償コンサルタント協会　近畿支部

親睦委員会　委員長　永井　晴夫
　　
　会員の皆様には、近畿支部の親睦委員会事業にご協力頂きありがとうございます。

　令和 4 年度上期における会員親睦会事業は、コロナ禍にはあったものの感染予防対策を十分に取りつつ、

第 70 回 JCC 親睦互留歩大会、第 16 回魚（ イサギ ）釣り大会、は開催することが出来ました。

　今後も会員親睦事業については、引き続き感染症拡大の状況に留意しつつ、政府及び自治体の指導方針等

を遵守しながら検討して参ります。

　以下に第 70 回 JCC 親睦互留歩大会、第 16 回魚（ イサギ ）釣り大会について担当委員から報告させて

頂きます。

１．第 70 回 JCC 親睦互留歩大会
親睦委員会　委員 今中　康生　　

　春の親睦ゴルフコンペは、４月７日（ 木 ）にチェリーヒルズゴルフクラブ（ 三木市 ）にて開催致しました。

こちらのゴルフ場には、第３回大会からお世話になっておりまして、今回でちょうど 30 年となります。メ

ンバー様のお力添えにより、「 とりあえず春はチェリーで！」ということで、何とか継続できております。

　記念大会にふさわしく、今年はお天気、桜吹雪ともに大変良好でした。ショットを放つ光景を眺めている

だけでも、心が穏やかになりますね。一日を通して、木々の変化を感じられるところも、お花見ゴルフの醍

醐味でしょう。この季節ならではの情景を楽しませていただきました。

　歴史を重ねること、第 70 回目を迎えることができました「 互留歩会 」。命名には、発足当初の想いが込

められております。

〔 近畿支部会員お互いが、ビジネス一途の足を留め、親しくグリーンの上を歩く会 〕

　たまには気楽にゴルフでもやりましょう！これが互留歩会の本望でございます。常連の方はもちろん、ご

無沙汰の方や初めての方、どうぞ気兼ねなく、お顔を見せていただければ嬉しく思います。

　さて、コンペの結果については、ご覧の通りでございます（！）しかしまぁ、今回はとにかくグリーンが

親睦委員会便り　
令和４年度上期編
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速過ぎました。間違いなく過去一番の仕上がりでしたね。上位選手のスコアも、普段より 10 打くらいは余

分だったのではないでしょうか。ご参加いただいた皆様、本当にお疲れさまでした。

　　優　勝　　今中康生　氏（ ケンセイ ）　　　　　　　グロス　　９８　／ネット　７４．０

　　準優勝　　三上洋史　氏（ 西播設計 ）　　　　　　　グロス　１０４　／ネット　７４．０

　　第三位　　中村雄一　氏（ 大阪エンジニアリング ）　グロス　１００　／ネット　７４．８

　次回は 10 月頃の開催を予定しています。どうぞお気軽にご参加ください。

第 70回　JCC親睦互留歩大会

2．第 16 回魚釣り大会（ イサギ ）
親睦委員会　委員 山本　俊之　　

　６月 11 日（ 土 ）に紀伊日ノ御埼沖で、参加者 12 名で実施した。

　今回お世話になる共栄丸は、親子でそれぞれの船を持ち２隻体制で乗り合い船を営んでいるうちの若息子

を船頭とする船である。親父の船頭は全く無愛想で釣り場のポイントに着いてもほったらかしであるが若息

子の船頭は比較的愛想もよく、釣り方も丁寧に教えてくれ、釣り大会にはもってこいの船頭である。また、

６月のイサギ釣りのシーズンにもなると、朝の便（ ４時から 11 時 ）と昼の便（11 時から 17 時 ）の２回、

延べ４隻出港している。
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参加者集合写真

　午前 10 時半に和歌山県日高郡日高町阿尾港の現地集合、全員揃ったが港には乗るべく船はいない。やが

て船の助手が軽トラックで氷を持ってやってきたので皆その氷をクーラーボックスに入れる。しばらくする

と午前の便の船が港に戻ってくる。竿頭の釣果を見ると 30cm 前後のイサキを約 50 匹釣っていた。ほぼ

クーラーボックス一杯であった。今日は期待できるぞと思い乗船した。

　午前 11 時には全員乗船し阿尾港を出港する。出港して１時間くらいでポイントに到着。船頭さんの「 水

深約 50m、底から５ｍから始めて 10 ｍまでで釣ってください。」のかけ声で皆釣り始める。

　仕掛けは鉄仮面というかごにテンビンと擬餌針を３，４本つけたものを付け、鉄仮面にアミエビを入れ、

撒き餌をし、寄ってきた魚を疑似餌で釣るといういわゆるサビキ仕掛けである。何回か海中に入れては上げ

ているとポツポツと 30cm 前後のイサギが釣れ出した。今日のイサギは食いが悪いようで入れ食いとはい

かない。釣るタナも明確でなくばらつきがあるようだ。そのうち突然大きな当たりがきた人がいた。イサギ

とは違い引きが非常に強く竿がひん曲がるほどである。ゆっくり海面近くまであげ、網ですくってなんとか

釣り上げた。約 50cm のハマチであった。クーラーボックスに入らないほどの大きさである。（ 釣った人は

大満足であった。）天候については最初は曇りであったが３時頃から小雨が降り出したので、皆合羽を着て釣

りを続けた。同じポイントで釣れるのが少なくなってくるとときどき船を移動してポイントを変更して釣り、

夕方５時頃竿をしまい、６時には帰港。最後に雨の中、写真撮影をして完了。

　釣果としては 25 ～ 35cm のイサギを１人当たり 10 ～ 30 匹、ハマチやサバを釣った人が数人、最長

イサギは 40cm であった。最近では珍しく刺身にできるクラスが多くて、スーパーで買えば１匹 1,000

円くらいで売られているサイズでまたおなかが卵や白子で大きくなっており釣った数の割にはボリューム的

に多めであったため、満足できる結果となった。



近畿支部報 Vol.7855 近畿支部報 Vol.78 56

本社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1丁目25番地

TEL (03)6859-7515 FAX (03)6859-7516

大阪支店 〒531-0072 大阪市北区豊崎２丁目７番９号

TEL (06)6292-4671 FAX (06)6292-4677

https://nisso-hk.co.jp/

ホームページが新しくなりました！

トータルサポート

NISSOでは事業を円滑に進めるために、総合技術業務に加え、調査から履行確認まで一貫した業務を請け負う中で、

事業者側の抱えるお悩みをサポートすることで安心した事業を運営することができます。
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˗令和�年度ç第�回çһ会ï令和�年�݄��
։࠵ŋू߹ʴ8FCð

　１．本部理事会・委員会報告等
　　　①　第５回理事会 (1�17）の報告
　　　　・旅費規定見直し
　　　　・国土審議会土地政策分科会企画部会で

「 所有者不明土地法の見直しに向けた
方向性のとりまとめ 」の中で、市町村
に対する用地関係業務の支援強化が位
置づけられた。

　　　　・補償業務管理士研修の今後の実施方法
について

　　　②　第２回研修委員会 (12�8・Web) の
報告

　　　　　
　２．支部委員会からの報告等
　　（1）総務委員会
　　　　・総務委員会が主催していた独禁法講習

会が、研修委員会主催に変更。
　　（2）研修委員会
　　　① 第３回委員会（1�13）の報告
　　　　・他支部での活用対象として検討するテ

キストについて（ Ｈ２９以降 ）
　　　　・研修アンケート（ 事業損失 ）
　　　　・２／２４独禁法講習会＋「 建物移転補

償の実務 」（ %V% 視聴のみ・初心者
向け ）について

　　（3）補償業務委員会
　　　　・石綿調査の検討について
　　　　・本部から依頼の「 合理的な移転工法認

定の手引き 」について　
　　（4）補償システム̞Ｔ委員会
　　　　・操作技術研修会に向けたビデオの前撮

り実施予定。
　　（5）企画・広報委員会
　　　① R4 本部要望書について
　　　　　　

支部役員会及び委員会の動き

本 社 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦 1030 番地  TEL （0748）46-2336 (代)

京 都 支 社 京都府福知山市篠尾新町一丁目 56 番地の 1  TEL （0773）22-8866 (代)

大 阪 支 社 大 阪 府 高 槻 市 西 真 上 一 丁 目 2 7 番 3 号  TEL （072）683-0028 (代)

西 日 本 支 社 兵 庫 県 姫 路 市 西 夢 前 台 二 丁 目 4 9 番 地  TEL （079）267-0456 (代)

““人人””だだけけででななくく““地地球球””にに優優ししいい環環境境空空間間のの創創造造
－－ 限限りりああるる資資源源ををよよりり良良くく活活かかしし、、次次世世代代にに明明るるいい未未来来をを －－

“ISO9001”・“ISO14001”・“ISO27001”・“ISO45001” 認定取得

建設コンサルタント・補償コンサルタント・一級建築士事務所

測量業・地質調査業
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　３．その他
　　　①　府県等への要望活動について
　　　②　来年度、)P のリニューアルを検討

（IT 委員会と企画・広報委員会合同 ）

˗令和３年度　第��回һ会ʢ�݄�7։࠵ɾ
　ू߹ʴ 8FCʣ
　１．本部理事会・委員会報告等
　　　① 第３回研修委員会（3�1・Web）報告
　　　　・非木造の物件 %V%（ 設備 ）：担当者

の決定方法について
　　　②　第３回補償業務委員会（2�2・Web）

報告
　　　 ③　 第 4 回 補 償 業 務 委 員 会（3�15・

Web）報告
　　　　・「 合理的な移転工法認定の手引き 」に

ついて
　　　ᶆ　第２回固定資産家屋評価補助業務受託

分科会報告（2�24・Web）
　　　 ᶇ　 第 ３ 回 企 画・ 広 報 委 員 会（3�3・

Web）報告
　　　　・R4 本部要望書について
　　　
　２．支部委員会からの報告等
　　（1）研修委員会
　　　① 独 禁 法 講 習 会 及 び 実 務 研 修 会

（2�24・Web）の報告
　　　②　物件補償説明会（1�17）のアンケー

ト結果について
　　（2）企画・広報委員会
　　　　①第 4 回委員会（2�8・Web）の報告

　３．その他
　　　① 新規入会（ ジェイアール西日本コンサ

ルタンツ（ 株 ））について
　　　②　令和４年度予算 ( 案 ) について
　　　③　第46回近畿支部総会(5�17)について
　　　ᶆ　役員改選について
　　　ᶇ　所有者不明土地臨時総会の報告
　　　ᶈ　災害協定క結の状況について
　　　ᶉ　近畿地整用地部に研修講師依頼につい

て

˗令和４年度　第１回һ会ʢ４݄ �� ։࠵ ŋ
ू߹ʴ 8FCʣ

　１．本部理事会・委員会報告等
　　　① 令和３年度 第６回理事会（3�28・集

合 ）報告
　　　　・本部の通常総会は６月２０日（ 月 ）
　　　 ②　 令 和 ３ 年 度 第 ３ 回 総 務 委 員 会

（3�22・Web）報告
　　　　・人材確保に向けた改善案について

　２．復興支援協会からの情報提供等
　　　　・5�25 に公費解体基礎研修（ サテライ

ト方式 ）

　３．支部委員会報告
　　（1）補償業務委員会
　　　　・補償業委員会「 移転工法認定の手引

き 」報告
　　　  ・補償技術研究会　R3 年度報告と R4

年度予定について
　　（ ２ ）補償システム̞Ｔ委員会
　　　　・「 補償算定システム 」操作技術研修用

VTR 撮影報告 (4�6・集合 ）
　　（ ３ ）親睦委員会
　　　　・第 70 回 JCC 親睦互留歩大会（4�7）

報告
　　　
　４．その他
　　　① 役員改選
　　　②　令和４年度第 46 回近畿支部通常総会

（5�17）
　　　　・決算報告書について
　　　　・開催方法等
　　　③　共通科目研修（5�24 ～ 26）カリ

キュラム

˗令和４年度　第̎回һ会ʢ݄̑１̓։࠵ɾ
ू߹ʣ

　１．本部理事会・委員会報告等
　　　① 令 和 ４ 年 度 第 １ 回 総 務 委 員 会

（5�16・集合 ）報告
　　　　・本部要望書について
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　　　　・経費削減について
　　　　・人材確保について
　　　
　２．支部委員会報告
　　（1）補償業務委員会
　　　　・第１回委員会（4�15・集合＋ Web）

報告
　　（2）企画・広報委員会
　　　　・支部報 78 号について

　３．その他
　　　① 本部常任委員について
　　　　　補償業務委員会のワーキンググルー

プ・固定資産家屋評価補助業務受託分
科会について

　　　②　用対連研修講師について
　　　③　近畿地整用地部研修について
　　　ᶆ　岸和田市不動産評価委員会専門委員の

推薦

˗令和４年度　第３回һ会ʢ݄̒�̑։࠵ɾ
ू߹ʣ

　１．本部理事会・委員会報告等
　　　① 令和 4 年度　第１回理事会（5�24・

集合 ）報告
　　　 ②　 令 和 ４ 年 度 第 １ 回 総 務 委 員 会

（5�16・集合 ）報告

　　２．支部委員会報告
　　（1）企画・広報委員会
　　　　・Ｒ４近畿支部要望書アンケートの実施

について
　　（2）親睦委員会
　　　① 6�11（ 土 ）　魚（ イサギ ）釣り　
　　　②　7�16（ 土 ）　イカ釣り

　３．その他
　　　① 役員名簿
　　　②　近畿支部各委員会名簿
　　　③ 1 社当たり平均の企業属性・近畿支部

（ 令和 2 年度 ）
　　　ᶆ　令和４年度所有者不明土地連携協議会

通常総会
　　　ᶇ　近畿支部標準補償算定システムの導

入・更新状況
　　　ᶈ　近畿用対連標準書（ 単価表 ）の有償ି

与の申込状況
　　　ᶉ　令和４年度補償業務管理士共通科目研

修（5�24 ～ 5�26）
　　　ᶊ　新春交礼会（R5.1.20（ 金 ）、近畿支

部総会（ R5.5.19（ 金 ）で予約（ 大
阪キャッスルホテル ）

Heiwa International Total Consultant

௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ࿘ᩥࠉ

ᒣᮏࠉṊ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ

ᮏࠉࠉ♫㸭ࠛ918-8026 ⚟┴⚟ᕷῲ1┠1704␒ᆅ TEL(0776)36-5267 FAX(0776)36-6520

㜰ᨭᗑ㸭ࠛ534-0024 㜰ᕷ㒔ᓥ༊ᮾ㔝⏣⏫�┠�␒��ྕ TEL(06)6354-2386 FAX(06)6354-2382

ᮾிᨭᗑ࣭ዉⰋႠᴗᡤ࣭රᗜႠᴗᡤ࣭ி㒔Ⴀᴗᡤ࣭ḷᒣႠᴗᡤ࣭㈡Ⴀᴗᡤ
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講演会・講習会・研修会等の開催

　会員の資質の向上を目指し、各種講演会・講習会・研修会等を開催しています。

１ɽ令和３年度　独禁ࢭ法講習会

　　日　　時：令和４年２月 24 日（ 木 ）

　　会　　場：Web 方式（Zoom 使用 ）

　　テ ー マ： 「 独占禁止法の遵守と最近の状況 」について

　　講　　師：公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所

　　　　　　　　　　　　　　　　経済取引指導官　石本 将之　氏

　　受 講 者：会員 35 名、非会員２名　　合計 37 名

̎ɽ令和３年度「 物Ҡస補償の実務ݐ 」

　　日　　時：令和４年２月２４日（ 木 ）

　　会　　場：Web 方式（Zoom 使用 ）、%V% 視聴

　　受 講 者：会員 38 名、非会員２名　　合計 40 名　　　

�ɽ令和４年度　第１回実務研修会

　　日　　時：令和　４年　６月　１５日（ 水 )　

　　会　　場：大阪府教育会館「 たかつガーデン 」　

　　テ ー マ 及 び 講 師：

　　　　１．あいさつ：近畿地方整備局　用地部　用地補償管理官　山田　浩司　氏

　　　　２．令和４年度　業務発注について　：

॒ಅコンサルタント̞補償コンサルタント

എᆖࣂჁ̞๖შಅय̞補償ࣂჁ̞࿈ຊઊ์ࡉ

ႌ 0Ϳ786.1128 ݅ॻಔતჼᆓჼ2691ཬඏ
U F M 018:.534.6266 G B Y 018:.534.6299
 ี0ఈঃ̞ྥᇑ̞ൢ༇
ᆓ຺̞ݮ୶0ඎઃ̞ૐࣂۨ
V S M 0iuuqt;00xxx/ibsjdpo/dp/kq
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　　　　　　　　近畿地方整備局　用地部　用地企画課　課長補佐　森本　弘二　氏

　　　　３．令和４年度　補償基準の改正について　：

　　　　　　　　近畿地方整備局　用地部　用地補償課　課長補佐　宮島　一晃　氏

　　　　４．令和４年度　近畿用対連補償算定標準書について

　　　　　　　　近畿地方整備局　用地部　用地企画課　課長補佐　秦　　建造　氏　

　　受 講 者：会員 164 名、非会員 15 名　　合計 179 名

会　員　親　睦　行　事

　　会員相互の交流と情報交換を目的に各種親睦行事を企画開催しています。

�ɽ第 7� 回̟̘̘ກཹޓาେ会

　日　　時：令和４年４月７日（ 木 ）
　場　　所：チェリーヒルズゴルフクラブ（ 兵ݿ県三木市 ）　　　　　
　参 加 者：14 名

�ɽ第 �� 回ڕりʢ ΠαΪ ʣେ会

　日　　時：令和４年６月 11 日（ 土 ）
　場　　所：和歌山県日ノ御埼沖　　　　　
　参 加 者：12 名

�ɽ第 �� 回ΠΧりେ会

　日　　時：令和４年７月 16 日（ 土 ）
　場　　所：兵ݿ県香美町香住区　　　　　
　参 加 者：10 名

補 償 業 務 管 理 士 資 格 研 修 ・ 講 習 会 等

�ɽ令和４年度　補償ۀ務ཧొ࢜ߋ৽ ŋ 講習会がԼهఔͰ։͞࠵Εま͢。

　日　　時：令和４年９月 29 日（ 木 ）
　会　　場：新ക田研修センター
　　　　　　　　大阪市福島区福島６－ 22 － 20
　　　　　　　　　　（06）4796 － 3371

�ɽ令和４年度　補償ۀ務ཧݕ࢜ఆʢ චه ʣݧࢼがԼهఔͰ։͞࠵Εま͢。

　日　　時：令和４年１０月２３日（ 日 ）
   会　　場：新ക田研修センター
　　　　　　　　大阪市福島区福島６－ 22 － 20
　　　　　　　　　　（06）4796 － 3371

˰自宅学習方式に変更されました。
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項目 内容等

共通科目研修 全国１０支部で実施（令和４年５月下旬）

専門科目研修 本部（東京）で実施（令和４年６月下旬～７月下旬）

筆記試験の実施（令和４年１０月２３日（日）全国１０支部）

筆記試験問題公表（実施後協会ホームページに掲載）

筆記試験の合否決定（令和４年１２月上旬）

筆記試験の合格者等の公表（協会ホームページに掲載）

口述試験の実施（本部）
（大阪：令和５年２月２８日～３月３日、東京：３月６日～１０日）

口述試験の合否決定（令和５年３月下旬）

口述試験の合格者の公表（協会ホームページに掲載）

専門科目研修（令和４年７月中旬　本部で実施）

筆記試験（未登録部門）の実施（令和４年１０月２３日（日）全国１０支部）

筆記試験（論文）の実施（令和５年２月上旬　全国１０支部）

筆記試験（論文）の合否決定（令和５年３月下旬）

筆記試験（論文）の合格者の公表（協会ホームページに掲載）

口述試験の実施（令和５年４月中旬　本部（東京、大阪））

口述試験の合否決定（令和５年４月下旬）

口述試験の合格者の公表（協会ホームページに掲載）

登録更新講習会
講習会の実施（令和４年９月、全国１０支部）
対象予定者　原則、平成２９年度登録者

令和４年度補償業務管理士研修及び試験実施要領

筆記試験

口述試験

総合補償部門
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令和4年6月

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会（研修事業部）

令和４年度補償業務管理士専門科目研修における新型コロナウイルス感染症への対応について

令和４年度補償業務管理士専門科目研修を受講される方は、以下の点に留意してください。

１．体調不良の方と研修当日の体調確認のお願い

（１）以下に該当する方は受講することができません。

①新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方

②新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者として健康観察の指示を受けている方

③海外からの帰国者等、政府又は自治体の要請により自宅待機を求められている方

（２）受講当日はご自宅等で必ず検温をしていただき、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる体調異

常（３７．５度以上の発熱、咳、咽頭痛、強いだるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）、味覚・嗅覚障害等の症状）

がある方は、受講を控えていただくようお願いします。

（３）会場受付において、全ての受講者について非接触型体温計による検温を行います。会場に来られた場合

でも、上記事項に該当すると認めた場合には、受講中止をお願いすることがありますので、あらかじめご了

承願います。

なお、これらを理由とした欠席者向けの再研修や受講手数料返還等の特別措置は予定していません。

２．マスクの着用・手指の消毒等

研修会場では、感染予防のため、マスクの持参・着用を必ずお願いいたします（マスクの貸与はいたしませ

ん）。

研修会場にアルコール消毒液を設置しますので、入退出時には手指の消毒をお願いします。また、携帯用

手指消毒用アルコールをお持ちの方は、持参しても差し支えありません。

マスクやティッシュペーパー等のゴミは、感染防止のため必ず持ち帰って、ご自宅で処分してください。

３．研修会場の換気

換気のため、施設の状況に応じ、研修会場の窓やドアなどを開けることがあります。室温の高低に対応でき

るよう服装には注意してください。また、研修会場によっては、換気に伴い屋外からの音が入りやすくなること

がありますので、ご承知おきください。

４．密集の回避

受付及び修了証書の交付式では、密集を避けるため、貼り紙や事務局の指示に従って他の受講者との身体

的距離を保つようにしてください。

研修会場においては、離隔距離をとった席の配置をしておりますが、着席時以外においても受講者間の離

隔距離を保つようお願いします。

受講前後、休憩、昼食時においても、密集を避け、会話は控えてください。

５．その他

感染症防止対策の徹底に関して、本留意事項を守っていただけない場合や、当日研修会場での事務局の指

示に従わない場合等には、受講をお断りすることがありますので、ご注意ください。

感染防止の必要に応じて、受講者の連絡先等の個人情報が保健所等の公的機関へ提供され得ることを予め

ご了承ください。

今後、研修実施について変更がありましたら、当協会ホームページ「研修・試験のお知らせ」に掲載しますの

で、適宜、ご確認ください。
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ʢྩ݄̐̓ ࡏݱʣ

ʬ ໊ࣾมߋ ʭ
　5-027　玉野総合コンサルタント（ 株 ）　　
　　　 　　大阪支店˰

　　　　　 日本工営都市空間（ 株 ）  大阪支店

　6-129　（ 株 ）ウエスト建設コンサルタント˰

　　　　　（ 株 ）ジャパックス

ʬ 表ऀมߋ ʭ（ 敬称略 ）
　6-070　（ 株 ）谷澤総合鑑定所　

ᚸ里谷　和美　˰　川藤　等

　6-266　（ 株 ）ユニオンリサーチ
小笠　博幸　˰　三好　健一

　6-267　
西日本高速道路ビジネスサポート（ 株 ）

片ޛ　　ۅ　˰　松田　治

　6-270　（ 株 ）近畿地域づくりセンター
山内　英治　˰　中林　正司

　6-129　（ 株 ）ウエスト建設コンサルタント
佐藤　和志　˰

（ 株 ）ジャパックス   ઙ田　　३

　6-111　（ 株 ）新洲
宮島　和彦　˰　馬場　　ູ

　6-271　阪高プロジェクトサポート（ 株 ）
中௶　周作　˰　藤村　浩三

　6-144　（ 株 ）コンサルタント関西
加藤　խએ　˰　南　　ҳ雄

ʬ ຊࣾҠస ʭ
　6-274　（ 株 ）公共補償設計

〒 648-0093
和歌山県ڮ本市慶賀野 280-1
森ビル３'

ʬ ೖ　会 ʭ
　6-278　

ジェイアール西日本コンサルタンツ（ 株 ）
（ ４月１日付け ）

代表者　土肥　弘明
〒 532-0011
大阪市淀川区西中島 5-4-20

ーＤｏ Ｏｕｒ Ｂｅｓｔ！−
建設コンサルタント・測量業・地質調査業・補償コンサルタント
⼀級建築⼠事務所

正和設計株式会社
MSA-QS-4525
MSA-ES-1668 代表取締役 ⽥中 英幸

(本社・⽀店取得)

本 社 〒520-0806           滋賀県⼤津市打出浜3番7号
TEL． 077(522)3124 FAX． 077(524)6732

     https://seiwa-cc.co.jp
(本社・⽀店取得)

ISO  9001：2015 認証取得
ISO 14001：2015 認証取得

ISO/IEC 27001：2013認証取得
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会 һ ໊ 

会員൪߸ ʢҰࣾʣຊิঈίϯαϧλϯτ近畿ࢧ部会員൪߸

ొ൪߸ ʮิঈίϯαϧλϯτొنఆʯʢ国土交通省ࣔࠂୈ ���� ߸ʣʹ͖ͮج国土交通େਉʹΑ
ΓొΛड͚ͨొ൪߸

ొ部 ʮิঈίϯαϧλϯτొنఆʯୈ �ผදʹ͛ܝΔొ部

ొ部　ຌྫ

� 土地ௐࠪ部 � Ӧิۀঈɾಛघิঈ部
� 土地ධՁ部 � ଛࣦ部ۀࣄ
� ݅部 � ิঈؔ࿈部
� 部࡞ցػ � ૯߹ิঈ部

会員൪߸ ໊　　　　শ ొ൪߸ ి　 ొ  部 
� � � � � � � �

�ʵ��� 一般ࡒ団法人 日本ෆಈ࢈研ڀ所 近畿支社 補 �� ୈ �� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）/*440 େࡕ支ళ 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ϑΝϊό 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� େࡕΤンδニΞリンά（株） 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� 田総߹コンサルタント（株） 補 �� ୈ �� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ֶۀ࢈研ڀ所 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ΞΠςΫϊ 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� 中ԝ෮建コンサルタンπ（株） 補 �� ୈ �� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ٕ　研 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）୩ᖒ総߹ؑఆ所 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ࡾ૰߹コンサル 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）オオό େࡕ支ళ 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ϥンυɾコンサルタント ؔ支社 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� 一般社団法人 近畿建ઃ協会 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ΤΠト日本ٕज़։ൃ ؔ支社 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ؒコンサルタント େࡕ支ళ 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）日建ٕज़コンサルタント 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）έンηΠ 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓

�ʵ��� （株）໊ٕज़コンサルタント 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）Τεコ ؔ支社 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）地Ҭ経済研ڀ所 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓

�ʵ��� （株）ڥ整備研ڀ所 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� ࣸଌΤンδニΞリンά（株） 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ീभ ؔ支社 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）Ξεϩーυ େࡕ支ళ 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓

େ 　 ࡕ 　 

ʢྩ݄̐̓ࡏݱʣ
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�ʵ��� （株）宮本ઃܭ 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）サンコϜ 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� ਆଌ建（株）ࡕ 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ઃܭ 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）δϟύοΫε 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）コンサルタントؔ 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

ฌ 　 ݿ 　 ݝ

会員൪߸ ໊　　　　শ ొ൪߸ ి　 ొ  部 
� � � � � � � �

�ʵ��� （株）౦༸建ஙઃܭ事務所 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓

�ʵ��� （株）国土։ൃηンター େࡕ支ళ 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ニϡーδΣοΫ ������������

�ʵ��� （株）৴ӫ補償ઃܭ 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）63 リンέーδ日本支社 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� 日本Ӧۭؒࢢ（株）େࡕ支ళ 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）中ԝΫリΤΠト ؔ支ళ 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ユニオンリサーチ 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� 日本ߴಓ࿏Ϗδωεサϙート（株） 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）近畿地Ҭͮ͘Γηンター 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� ϓϩδΣΫトサϙート（株）ߴࡕ 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）γϣΤΠコンサルタント 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� 日本ৼڵ（株） 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� ෮建ௐࠪઃܭ（株）େࡕ支社 補 �� ୈ ��� ߸ ������������� ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� έーΤεٕ建（株） 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓

�ʵ��� δΣΠΞール日本コンサルタンπ（株） 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓

会員൪߸ ໊　　　　শ ొ൪߸ ి　 ొ  部 
� � � � � � � �

�ʵ��� ֎ΤンδニΞリンά（株） 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ҏ౻ɾകݪ建ஙઃܭ事務所 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓

�ʵ��� （株）中地コンサルタント 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ؔ総߹ؑఆ所 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓

�ʵ��� Ԙݟଌྔઃܭ（株） 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓

ژ 　  　 
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会һ໊

会員൪߸ ໊　　　　শ ొ൪߸ ి　 ొ  部 
� � � � � � � �

�ʵ��� （株）ฌݿෆಈؑ࢈ఆ所 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓

賛 助 会 һ

会員൪߸ ໊　　　　শ ొ൪߸ ి　 ొ  部 
� � � � � � � �

�ʵ��� コンサルタント（株）ژ 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）サンϫコン 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ΤΠコーٕज़コンサルタント 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� ؙ一ௐࠪઃܭ（株） 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ࡾѪௐࠪ事務所 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ฏ *5$ 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ఇ国コンサルタント 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓

�ʵ��� （株）एڱ։ൃٕज़ηンター 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）্ଌྔコンサルタント 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）Ξεϫଌྔઃܭ 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� 中ԝଌྔઃܭ（株） 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ًࡾઃܭ事務所 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ϫΧサコンサル 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ᖒ田ௐࠪઃܭ 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓

�ʵ��� ಄ཾଌྔ（株） 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）日本ւコンサルタントç井支ళ 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）౦༸ઃܭç井支ళ 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓

�ʵ��� （株）Ωϛコン 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ΞトϜ補償コンサル 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� ࢜ଌྔઃܭ（株） 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓

 　 Ҫ 　 ݝ

会員൪߸ ໊　　　　শ ొ൪߸ ి　 ొ  部 
� � � � � � � �

�ʵ��� （株）ຏઃܭコンサルタント 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）,$ コンサルタント 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ே日コンサル 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓

�ʵ��� （༗）େ田建ங事務所 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）Τンタコンサルタント 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓

�ʵ��� Ξサώコンサルタント（株）ฌݿ支社 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ᔨཅ 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓
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会һ໊

会員൪߸ ໊　　　　শ ొ൪߸ ి　 ొ  部 
� � � � � � � �

�ʵ��� ΩタΠઃܭ（株） 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓

�ʵ��� （株）৽　ऱ 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� 正ઃܭ（株） 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓

�ʵ��� （株）ླࣛઃܭ事務所 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓

�ʵ��� 近畿ઃܭଌྔ（株） 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓

࣎ 　 լ 　 ݝ

会員൪߸ ໊　　　　শ ొ൪߸ ి　 ొ  部 
� � � � � � � �

�ʵ��� ΞトϥεӦ（株） 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）͔ͨの建ங事務所 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� ଠ༸ΤンδニΞリンά（株） 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）コϜ建ஙコンサルタント 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）田総߹ؑఆ 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

ಸ 　 ྑ 　 ݝ

会員൪߸ ໊　　　　শ ొ൪߸ ి　 ొ  部 
� � � � � � � �

�ʵ��� ਗ਼ਫෆಈؑ࢈ఆ࢜事務所 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）山本総߹補償コンサルタント 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）Ԭ本ઃܭ 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）近畿コンサルタント 補 �� ୈ ��� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓

�ʵ��� （株）公ڞ補償ઃܭ 補 �� ୈ ���� ߸ ������������ ˓ ˓ ˓ ˓

和 　 Վ 　 ࢁ 　 ݝ
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ूืߘ

 ߘ ื ू

本ࢽͰԼهͷཁྖ ŋテʔϚͰɺಡऀͷօ༷͔ΒͷߘΛืू͓ͯ͠Γ·͢ɻ

　ߘ　ཁ　ྖ

ɻ͢·͍͠ئϫʔυͰ͓・・・・・・　ߘ　ݪ・

・కΓ　・・・・・・ਵ࣌

・テʔϚ　・・・・・・ࣗ༝

ྉ　・・・・・・̍テʔϚʹ͖ͭ　5ߘݪ・���ԁ

・̘̥̙ϙΠント　・・̖4　̍ϖʔδʹ͖ͭ　̍୯ҐΛ༩

・ૹઌ　・・・・・・˟54������

　େࢢࡕதԝ۠本ொ1ஸ�൪�߸（ύφシΞϏル4'）

　（一社）日本補償コンサルタント協会　近畿支部

　企画・広報委員会

企画・広報委員会ฤू委員

୲෭支部長ŋ委員長　　খּ　ത

　෭ 委 員 長　　ਿࡔ　ਅਓ　　ྛݪ　ൟथ　　

　委　　　　員　　Ԭ部　কڗ　　ᖒా　ৗஉ

　　　　　　　　　՚Ҫ　߳ཬ　　લ本　ར໌（ेޒԻॱ）
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ฤूهޙ

編　ू　ه　ޙ
　͠͠ɺेҰੲͱݴΘΕ·͢ɻ
　��લɺզ͕国ຽओౘݖԼʹ͋ΓɺʮίϯΫϦʔτ͔Βਓʯͷεϩʔ
ΨϯͷԼʹ͕ࡦల։͞Εɺۃͳԁ҆גߴɺઑֳॾౡͷ国༗Խɺத国ʹΑ
ΔεΧϘϩʔʢೆγφւʣͷ࣮ޮࢧɺேʹΑΔਓӴͱশͨ͠ϩ
έοτʢ*$#.ͷస用తʣͷଧ্ͪ͛ɺલʹൃੜͨ͠౦ຊେ͔ࡂΒ
ͷ෮چɾ෮ڵͱେ͖ͳ࣏՝͕͋Γ·ͨ͠ɻ
　国ຽͷؒʹ֦͕Δดײ࠹ͷதͰɺ����ʢฏ ��ʣ ��݄ʹऺٞӃղࢄɾ
૯બߦ͕ڍΘΕɺຽओౘ͔Βࣗຽౘͷݖ交͕͋Γ·ͨ͠ɻݖ交͢
Δલ͔Βۚ༥؇͞ΕΔͱ͍͏ظ͚ͩͰҰؾʹԁ͕҆ਐΈɺ৽ൃݖޙɺ
Λड͚ͯɺܙʣͷԸࡦࡒಈతͳػʹք͍ΘΏΔΞϕϊϛΫεʢಛۀઃݐ
ঢ়͕گҰม͠·ͨ͠ɻ
　͋Ε͔Β ��͕ͪܦ·ͨ͠ɻ
　҆ഒट૬͕ �ɺͦͷੁޙट૬͕ � �͔݄ɺͦͯ͠ా؛ट૬ͱࣗຽౘ
͕ݖଓ͘தͰɺࡂɾࡂݮɺ国土ڧਟԽͷର֬໌͕ࡦʹҐஔ͚ΒΕɺ
ͯͬ·ࢭͰݖ҆ఆͯ֬͠อ͞ΕΔΑ͏ʹͳΓɺຽओౘࢉ࿈༧ؔۀࣄڞެ
ઃϓϩδΣΫτਐ͠·ͨ͠ɻݐ͍ͨ
　͔͠͠ͳ͕Βɺ৽ܕίϩφՒ͕શੈքΛऻ͏தɺԤถॾ国Λத৺ʹϙετ
ίϩφͷҠ͕ߦਐΉҰ方Ͱɺզ͕国ͰΟζίϩφʹରԠͨ͠ࡦʹग़
Εɺۃͳԁ҆ɺגՁԼམʹ͋Γɺ国ຽͷΒ͠ͱզ͕国ࡁܦʹର͠ɺ
ӨڹΛ༩͑ଓ͚͍ͯ·͢ɻ
　͞Βʹຊ �݄ ��ʹ࢝·ͬͨϩγΞʹΑΔΫϥΠφ৵߈ʹΑΓɺԤभ
Λͱͨ͠ୈੈ࣍ࡾքେઓͷϦεΫ͕ߴ·Γɺզ͕国ͷ地ֶతϦεΫʹ
͍ͭͯॏେͳݒ೦ͱͳ͓ͬͯΓɺ国ຽͷࣗ国Ӵʹର͢Δҙࣝେ͖͘ม
Խ͕ੜ·ΕΑ͏ͱ͍ͯ͠·͢ɻ
　��લɺ౦ຊେࡂʹΑΓ国ͷిൃྗࢠݪॴ͕ఀࢭʹΑΔిྗෆʹ
ରͯ͠ɺՐྗൃిͰସ͢ΔͨΊʹϩγΞɾαϋϦϯʢαϋϦϯ̎ʣͰੜ࢈
͢ΔӷԽఱવΨεͷґଘ͕ߴ·Γ·ͨ͠ɻத国౦γφւɺೆγφւͰ
ͷݖΛ͔͟͠ɺ࿈ɺઑֳॾౡͷҖ֣Λଓ͚͍ͯ·͢ɻถຽओౘΦόϚ
ݖͷʮઓུతʯʹΑΓɺேಓϛαΠϧɾ֩։ൃͱಥ͖ਐΈɺ
γϦΞઓ࣌ʹ͓͚ΔϩγΞʹΑΔԽֶฌث用ʹର͢ΔΦόϚݖͷೝ
ʹରͯ͠ɺࡏݱɺΫϥΠφͦͷঈΛड͚Δ͔͠Εͳ͍ϦεΫ͕͋Γ
·͢ɻ
　Ճۂ࡞ࢯོݹͷςʔϚۂʮύϦ೩͍͑ͯΔ͔ʯ͕ҹతͳ/),ʮө૾ͷ
�όλϑϥΠΤϑΣΫτʯͱ͍͏൪͕͋Γ·͢ɻلੈ
ʵ　ͷӋ͖ͨͷΑ͏ͳɺͻͱΓͻͱΓͷ͔͞͞ͳӦΈ͕ɺ͍ ͔ʹ࿈͠ɺ
ੈքΛಈ͔͍ͯ͘͠ͷ͔ɻਓྨͷྺ࢙ʹൿΊΒΕͨେͳόλϑϥΠΤϑΣ
Ϋτͷੈքɺࠓͱͭͳ͕͍ͬͯΔ　ʵ
ୈͰ͢ɻ࣍͏ࢥɺ��લΛৼΓฦΔͱɺվΊͯͦ͏͍ͯͯݟͷੈքΛࡏݱ　
ࢲ　 �� ؒɺ近畿ࢧ部員ΛΊ͍͖ͤͯͨͩ͞ɺ�݄ �� ͷୈ �� ճ
૯会Λͬͯୀ͍͖ͤͯͨͩ͞·ͨ͠ɻ
　͜ͷ ��ؒͰಘΒΕͨ৺ͷྐΛແବʹͤͣɺ͜Ε͔Βʹੜ͔͍͖͍ͯͨ͠
ͱ͍ࢥ·͢ɻ
　օ͞Μ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ　　　　　　　　　　　　　　　ʢ̢ɽ̠ ʣ






